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吉田常務理事（以下、吉田）：司会の吉田です。この度
は神谷先生とこのような対談を持てて良かったです。よ
ろしくお願いします。

神谷まさゆき先生（以下、神谷）：本当に皆様のおかげ
です。この度はありがとうございました。

豊見会長（以下、豊見）：豊見です。本日はよろしくお
願いします。
選挙の話になりますが、地方の会長としては神谷先生に
お詫びをしなくちゃならないような実績で、反省してい
ます。日本薬剤師連盟の体制としても、このままではい
けないだろうという気がしています。選挙運動のやり方
を含めて反省が多すぎました。これは神谷先生に責任が
あるのではなく、薬剤師会がコロナに力を持っていかれ

たことにあります。緊急事態のなかで選挙運動は難しい
という意見がでることもあり、神谷先生も動きづらい部
分があっただろうと思います。我々もそう言われないよ
うにどうやって運動するかを考えながら過ごした選挙期
間でした。最終的には当選という結果で良かったのです
が、 2 年半後と 5 年半後の選挙に向けて反省するべきと
ころは反省しないといけないと思います。またいろいろ
とご指導いただけたらと思いますので、よろしくお願い
します。

神谷：コロナで都道府県薬剤師連盟の現場が混乱してい
るなかで受け入れてくださったり、今回のようにオンラ
インで話す機会をいただいたりと皆様からお力添えをい
ただきました。振り返ってみると今回の選挙では、私以
外もあらゆる組織候補が票を落としているという現状が
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ありますので、これからの選挙のスタイルを考えていく
ことが必要なのかなと私も思います。
とにかく当選しないことには意味がなかったので、本当
に皆様のおかげです。ありがとうございます。

吉田：選挙から 2 ヶ月が経ちました。現在の状況や率直
なお気持ちなどを教えていただきたいです。

神谷：当選してすぐは事務所に何も無い状態から始まり
ました。まずは議員会館の事務所に物を揃えて、ようや
く状況が落ち着いてきました。今は厚生労働省のレクを
受けたり、会議に少しずつ出席するようになりました。
本格的な臨時国会は10月頭からの予定で、それに向けて
色々な会議に出ているところですが、初めてのことが多
く日々緊張しながら過ごしているという状況です。

吉田：お疲れは出てないですか。

神谷：はい、大丈夫です。

豊見：国会の席にはまだ座られていないのですか？

神谷： 8 月頭に 3 日間だけ臨時国会があり、初めて本会
議場に入り、氏名標をたてて参加しました。参議院の議
長の選任がありましたので、初めて札を投じさせていた
だきました。

吉田：神谷先生の席はどの辺ですか？ 

神谷： 5 列目くらいでしたので、余裕をもって見える位
置です。私から議長のほうをみると有名な議員が座って
いて色々と意見している様子がよく見えます。

吉田：ヤジも聞かれながら（笑）

神谷：賑やかですね（笑）

吉田：今は拠点を東京に移されていると思うのですが、
地元愛知県を離れて東京での生活は慣れましたか。

神谷：今は議員会館と宿泊先の往復だけですので、まだ
慣れている感じではないですね。
愛知県と東京の違いとしてスピードが速いなと感じてい
ます。私は愛知県のなかでも名古屋市ではなく豊橋市と
いう静岡県との県境で育ちました。広島県でいうと広島
市と福山市のような関係です。そういうところで生まれ
育ったので比較的のんびりしているんですね。それに比
べると東京は人の動きや色々なリズムが速いなと感じま

した。
あと実は私は今まで支払いは基本的に現金だったのです
が、これはいかんと思いまして今はキャッシュレスに変
わりました。

吉田：生活としていちばん変わったのはそこですね。

神谷：東京のリズムにあわせるようにしています。

吉田：ご家族も皆さん東京に来られたんですか。

神谷：単身です。地盤は愛知県でこれからもやっていき
たいと思っています。

豊見：週末は愛知に帰るという生活はまだできていない
ということですね。

神谷：できるだけ帰るようにと思ってはいるのですが、
色々な総会等にお呼びいただいたときは、参加してお礼
を申し上げるということを最優先でやっています。

吉田：それでは、薬剤師議員としてどのようなことを実
現したいですか。

神谷：かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師をしっかりと
根付かせていきたいです。国政の場においても、そう
いった概念自体がほとんど浸透していないと感じます。
一般の人に理解して活動してもらうことに繋げていかな
くてはならないと思っています。
これからの超高齢社会がさらに進んでいくと、間違いな
くポリファーマシーが増えていくわけで、そこでキー
パーソンになるのは我々薬剤師です。社会保障費が増え
ていくなかで、どうやって医療を効率化していくのかと
いうことに対してかかりつけ薬局・薬剤師の普及は大き
な力になります。このことをしっかりと国民に理解し活
動してもらう、その整備を薬剤師会と一緒に進めるとい
うことが今一番実現したいことになります。

豊見：今、コロナの関係で0410対応やCoV自宅などで
薬を配送しているのですが、それが当番であったりと、
できる薬局が限られています。便利の良い薬局や配達を
してくれる薬局が良いんだと、もともと我々が進めよう
としていたかかりつけ薬局の方向と逆の方向に進みそう
な気配があり心配しています。
医療機関においてもインターネットで睡眠薬を配送する
というクリニックがでてきたり、GLP-1 の糖尿病薬を
使ったダイエットがネットで宣伝されるようになってき
ました。今まで考えてきた医療とは反対の方向に進んで
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います。我々は当然そこに気を付けながらかかりつけ薬
局を進めていかなければならないですが、なかなか難し
いなと実感しているところでもあります。

神谷：豊見会長の仰るように利便性が先にあるのは相応
しくないと思います。一方で利便性があるなかでどう
やって安全性を担保するのか、そこでどうやって我々の
職能を発揮していくのかということは、色々な立場で考
えていかなければならないというのは感じるところであ
ります。
効率化を進めて、かつ安全性をどう担保するのかという
ことは、現場を知っている人間しかなかなか意見が言え
ないと思います。それぞれの地域でご苦労されている声、
規制や医療を理解していない人と戦っているという声を
しっかりお聞きしながら規制や整備を進めていきたいと
思います。
今後ICT化は間違いなく進んでいきますので、本当に国
民のためになる仕組みで進めていかなければいけないと
思っています。

吉田：コロナ禍でオンライン化が一気に進んだと感じて
います。対面を優先していた薬局からすると、そのス
ピードに戸惑うところがあります。

神谷：今回、オンライン化がかなり強引に進んだという
ことは否めないと思います。一方で会う方が安心すると
いう声があるのも事実です。先ほどの0410対応に関して
も「医療機関へは電話で済ますけれど、薬は話を聞いて
もらって直接もらいたい」という声がありました。そう
いった面についてより共感を広めて、また我々が地域で
果たせる役割というのをしっかりと理解しなければなら
ないと思います。

吉田：病院の近くの薬局ではなく、患者さんの生活圏の
なかに薬局を持つという、本来の意味でのかかりつけ薬
局を持つということが、今回の件でのいちばん重要なこ
とかもしれませんね。

神谷：今、電子処方箋の整備が進んでいます。特に都道
府県薬剤師会さんは苦労していることと思います。電子
処方箋・マイナンバーカードを使った認証が進むと、薬
の服薬状況や検査値がわかります。この検査値が分かる
ということについて厚生労働省は薬局に期待していると
感じています。そういった意味では吉田先生が仰るよう
に、まさに近所のかかりつけの薬局に行って、服薬の管
理や検査値も見てもらうことで、利便性と安心感をもっ
ていただけるという環境になるかもしれません。地域の
かかりつけの薬局でかかりつけの薬剤師からもらうと安

心だよね、ということを進めていきたいと思っています。

吉田：利便性だけでなく安心してもらえるように、薬剤
師自身がこれからも成長していかないといけませんね。

豊見：広島は電子処方箋のモデル地区になっています。
安佐市民病院をモデルとして始めるのですが、他の地区
とは異なり、地域薬剤師会全体で電子処方箋を受け取る
予定です。
当初は、厚労省から「安佐市民病院の建物内薬局 2 件と、
全国チェーンの薬局 1 件をモデル薬局として発表する」
という話がありました。そんなことをしてはならないと
いうことで、こちらではモデルを地域薬剤師会で用意し
ているので、準備ができるまで薬局の発表は待っていた
だくよう依頼しました。現在調整中という発表しかして
いませんが、地域全体で電子処方箋のモデル事業を受け
ようと話を進めています。
医療機関も安佐市民病院だけでなく地域の医療機関を含
めて電子処方箋発行の準備をしています。なかなか進ん
だモデル事業になると思いますので、期待していただき
たいです。

神谷：ぜひ引き続き詳細を教えていただけると嬉しいで
す。

吉田：国会議員になられて、政治を外側から見ているの
と、実際に内側に入ることでは何か見方は変わりました
か。

神谷：全体の流れの中で薬剤師や薬業界について考える
ようになりました。例えば、ウクライナへの軍事侵攻で

「国防」というワードが注目されています。国防に関し
て、我々薬業界は関係があります。医薬品の原料を海外
で作っていることや国産ワクチンができないことについ
てです。いち早くアメリカでワクチンができましたが、
これは炭疽菌のバイオテロへの対策として、国民の生
命・健康を守ろうという点で国防の一環としてmRNA
ワクチンの開発が進んでいたからです。そういった点で
考えると我々薬剤師や薬業界が大きな流れのなかにあり、
色々な部分で関わっていると感じるようになりました。
同時に、私たち薬剤師のことを言えるのは薬剤師しかい
ないと実感しています。先ほどの件にしても、創薬力は
大事であるという話になりますし、生命・健康を守るに
は医薬品が重要物資であることを強く言えるのは薬剤師
の資格を持っている人しかいないんです。薬業界・薬剤
師がどのように社会に関わっているかを訴えていく重要
性を強く感じています。
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吉田：一見、国防と薬剤師は関係ないような気がします
が、先生の言われるようにひとつ視点を変えると、ウク
ライナの問題で医薬品の原料が入ってこなくてびっくり
することがありました。
では次に、医療のなかにおける薬剤師のなすべきことを、
国会議員の立場からどのように考えているか教えてくだ
さい。

神谷：国政の場にいて他の医療職も含めて色々な話を聞
くなかで、医療のなかで引き算のような形で関われるの
は薬剤師しかいないと感じています。
全体の治療は診療報酬を含めて医師がつくっていくのは
間違いありません。一方でいわゆる適正化、効率化を進
めるのは違う職種である薬剤師がやっていかないといけ
ないと強く感じています。
もう一つ、いわゆる健康寿命延伸が今後極めて重要に
なってきます。2040年に向けてこれから多死時代に入っ
ていくなかで、どのようにして高齢者の健康寿命を延伸
して仕事ができる状態をできるだけ続けていくのか、生
きがいや社会参画ができる状況を作っていくのか。平均
寿命は延びていきますから、そういうときに力になれる
のは薬剤師だと思います。薬剤師が地域で担う役割とし
て、これからやりがいがでてくるのではないかと思いま
す。ポリファーマシーも含めて安全をしっかりと守る、
健康寿命の延伸を地域で担う健康サポートのような役割
は、これらは社会全体の流れで見ても間違いなく薬剤師
が担っていくこととなると非常に強く思うところです。

吉田：健康に関して、一般の方から薬剤師がどこに関わ
るのかという声をよく聞きます。「薬剤師さんにお薬以
外のことで何を相談したら良いですか」と聞かれるので、
私は「皆さんの健康サポートとして、未病の段階から関
われるのは医療業種のなかでも薬剤師だけなんですよ」
というお話させてもらっています。力を入れていかない
といけないことですね。

神谷：私は候補者の期間中、たくさんの学生にお話をさ
せていただきました。その時必ず話していたのが在宅医
療・地域連携・健康サポートの部分です。「どのように
病気を予防したら良いのかということを、近所で誰に相
談するのかと考えたときに、国家資格という信頼できる
資格を持っている専門家に会える場所はどこがあるか考
えてみて」と話をして薬局であると言うと皆さん「あ～」
というお顔をされていました。薬学生でもまだそういう
発想がでてこないということは、ある意味現実かもしれ
ません。今までの役割をブラシュアップすることも大切
になってくるのかなと思います。

豊見：大学教育のなかでも公衆衛生部分は無いに等しい
というか、重要視されていないのでそうなってしまうん
でしょうか。

豊見：緊急避妊薬のOTC化における問題点について、
神谷先生にぜひ聞いていただきたいことがあります。今
まで緊急避妊薬のOTC化に向けた運動をされていた方々
は、緊急避妊薬がOTC化されないのは産婦人科医の利
権のように見えていて、女性の性の権利を奪っているの
は産婦人科医であるというような解釈をされていると思
います。
今後、今の日本薬剤師会が考えている形でOTC化され
ると、同じように批判の的が薬剤師になると私は思って
います。今まで医者に聞かれていたことと同じようなこ
とを薬剤師に聞かれて時間がかかるうえ、薬剤師の目の
前で飲まなくてはいけないとか、そういった今のままの
制限を持ち込むと、緊急避妊薬に対するフリーアクセス
を薬剤師が遮っているという批判になるのは当然の話だ
と思います。
安全性のために必要だと言うことを、フリーアクセスを
求めている方たちに納得してもらわないといけません。
それとも危険性は少ないので、必要な人が棚からレジに
持っていけば手に入るようにするのか。もちろん最初は
要指導薬になって、第一類になって…という道は踏むこ
とになると思いますが、このままではいずれはそういう
形になります。さらにその先に通信販売で買えるように
なるとすると、結果的に薬剤師の果たす役割が邪魔にし
かならないという判断をされてしまいかねないです。そ
の前にしっかりと薬剤師の必要性を説得することができ
なければOTC化しても意味が無いと思うのです。
そこで、日本薬剤師会では要指導薬に属さない「薬剤師
が販売できる医療用医薬品」という新しい位置づけを考
えて政策提案をしていますが、消費者に理解していただ
くことはかなり難しいです。政治家になられた神谷先生
の働きが必要だと思います。
ワクチン接種についても同じです。これも利権の問題と
して片づけられかねないと思います。今実施しているワ
クチン接種の研修会は、緊急的なパンデミックで打ち手
がたりない場合に薬剤師が手伝って良いという内容で
す。私は「アメリカのようにインフルエンザのワクチン
も薬局で打てるようにしようよ」ということを薬剤師会
が主張するべきだと思います。それによって医療費を下
げて、国民皆保険を続けていくんだという主張をすべき
だと思っています。
地方の薬剤師会会長としては、薬剤師を医療費削減に使
うのだと提言していただきたいと思っております。国会
議員としてそういうことで動けることがあれば、是非お
願いします。
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また先日、渡嘉敷前衆議院議員がHPVワクチンの広報
協力依頼で日薬に陳情されたと聞いています。広島県薬
剤師会では厚生労働省が積極的接種を始める前から「み
んパピ」のポスターを会員薬局へ配布していますので、
日薬はそのあたりが少し遅いなと思っています。薬剤師
独自の公衆衛生対策を進めていくように神谷先生のほう
からも進めていただきたいと思います。

神谷：議員という立場に変わって良かったのは、他の業
種の団体の方と議員という立場で話ができることです。
会の立場とは違って踏みこんだ話ができる環境になりま
した。
私の同期当選には看護連盟の候補者や医師の資格を持っ
ている方などがいます。そういった色んな方と議員とい
う立場で国益を考えて意見を交わせるということは、豊
見会長が仰ったような医療費抑制の観点など、国のため
を思った議論ができるということです。色々な意見交換
をして見識を深め、必要なときに動けるような体制づく
りを進めていけるよう頑張ります。

吉田：最後に広島県薬剤師会会員に対してメッセージを
いただけますでしょうか。

神谷：今日は国政に立ってどんな感じかということを国
会議員の立場で話したので、長いスパンの話が多かった
かと思います。私はいちばん大事なのは現場で、現場
の積み重ねこそが日本の医療の礎だと思っています。
OTC販売や調剤・在宅医療・学校薬剤師などを行って
きた立場としてそれを訴えていきたいです。そのために、
現場がどのようなことで困っているのか、どういった成
果がでているのか等を同じ現場の仲間として、皆様から
お声をいただきたいです。
私の薬剤師のルーツは広島県で薬学を学んだというとこ
ろにあります。是非これからも皆様からいろんな声をか
けていただきたいですし、その声を国政に反映できるよ
う頑張っていきたいと思います。

吉田：現場の代表として行っていただいているので大変
心強く思っています。これからもよろしくお願いします。
今日は貴重な時間をありがとうございます。

神谷：皆様からいただいた期待に応えられるよう頑張り
ます。ありがとうございました。
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　今回は現地にて参加してまいりました。当日はあいに
くの天気でしたが、 1 日中カンヅメの研修会であり、
しっかり研修に集中することができました。研修会は座
学の講義だけでなく実際の機器を扱う実習にも多くの時
間が割かれていました。
　まず最初に文部科学省初等中等教育局健康教育・食育
課　健康教育調査官の鈴木貴晃先生より、「学校環境衛
生基準の改訂について」の講義を拝聴しました。令和 4
年度学校環境衛生基準の一部改正では、WHOのガイド
ラインに基づき、温度17℃の部分が18℃に、また一酸化
炭素10ppm以下が 6  ppm以下に改正されたことはご存
知の先生も多いと思います。その後、「室内空気環境に
おけるデジタル測定器の活用と校正等」について日本薬
剤師会学校薬剤師部会幹事の木全勝彦先生より講義を受
け、昼食をはさんで複数の機器メーカーよりデジタル測
定器の使用方法などの説明がありました。その後各メー
カーの機器を用いて実際の測定などを行いました。デジ
タル二酸化炭素濃度測定器に関しても拡散式のものや吸
引式のものなどがある事、定期的に校正ガスを用いて精
度管理を実施する必要があることなど実際に機器を扱い
ながら学ぶことができました。また、二酸化炭素濃度測
定器の校正は外気を400ppmとして行われることが多い
のですが、実際の二酸化炭素濃度は430ppmを超えるよ

うな状況となっていることが多く、注意が必要というこ
とは驚きでした。薬剤師会や学校において実際に使用し
ている機器についても定期的な校正が必要であり、正し
い手法について理解する必要があると感じました。他に
も風速計や騒音計、ATP測定機による清浄度の測定な
ど、普段扱わない機器についても触れることができまし
た。その後、「学校保健委員会への関わりについて」と
の演題にて愛知県総合教育センターの下山京美先生より
講義がありました。先生からは学校保健委員会を一つの
学校だけではなく、地域において情報共有するような地
域学校保健委員会といった考え方についても説明いただ
きました。また講義 4 として日本薬剤師会学校薬剤師部
会幹事の川村仁先生より「教室の採光及び照明」につい
て講義いただきました。昨今デジタルテレビや電子黒板、
ノートパソコンなど電子教材が多く用いられており、ま
ぶしさ（反射グレア）や画面への映り込みなどについて
も考慮する必要が出てきているとのことでした。
　今回、学校薬剤師が知っておくべき機材の特徴などに
ついて実際の機器に触れながら学ぶ貴重な機会をいただ
くことができました。学校薬剤師の業務については標準
的な知識や業務を学ぶ機会が少ないと感じています。今
後はこのような研修会を県内においても実施できるよう
活動していきたいと思います。

令和4年度 日本薬剤師会学校薬剤師部会 
学校環境衛生検査技術講習・学術研修会

常務理事　荒川　隆之

開催日：令和4年8月21日（日）
場　所：東京・TKPガーデンシティー竹橋
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　第 8 回安田女子大学薬学部卒後教育研修会を、「地域
医療と薬剤師Ⅲ 特集：COVID-19」のタイトルのもと
9 月 4 日に開催いたしました。第 8 回研修会は、 2 年前
にコロナウイルスをテーマに企画されましたが、予想を
超えたコロナ感染の拡大で延期されてきました。
　今回は、次の 4 名の先生方にご講演をいただきました。
研修会には卒業生、在学生、薬剤師の先生方を合わせ約
100名の参加者があり、盛会となりました。

教育講演　 「コロナウイルス（SARS-CoV-2）のウイル
ス学」

　　　　　森本　金次郎先生（安田女子大学薬学部）
OG講演 1「コロナ禍における薬局薬剤師の地域貢献」
　　　　　山田　舞先生（蔵本薬局）
OG講演 2「COVID-19対策における病院薬剤師の役割」
　　　　　西　綾香先生（広島市立広島市民病院）
特別講演　 「新型コロナから学ぶ感染症の見かた」
　　　　　桑原　正雄先生
　　　　　（広島県感染症・疾病管理センター）

　大塚英昭薬学部長による開会の挨拶の後、 4 件の講演
が行われました。その概要を紹介します。
　まず、薬学部の森本教授から教育講演として、ウイル
ス学の立場からコロナウイルスの分類上の位置付け、ウ
イルス構造の特徴、細胞への侵入過程、増殖メカニズム、
遺伝子と変異について説明がありました。さらに、種々
のワクチンと抗体産生との関係など、医療人として持っ
ておくべき基礎知識についてまとめられた講演がなされ
ました。
　続いて本学第 4 回卒業生の山田先生からは、コロナ禍
における地域の薬局の取り組みについて紹介いただきま
した。感染拡大防止のために、服薬指導に電話等の利用
を認めた「0410対応」が実施さ
れたことから、服薬指導方法や
薬の配送などの業務が変わって
きたとのお話でした。一方、地
域の方々の健康保持と増進に貢
献するために、地域健康教室を、
感染症対策を徹底したうえで開
催していることも紹介いただき

第8回 安田女子大学薬学部卒後教育研修会

安田女子大学薬学部　大山　義彦
開催日：令和4年9月4日（日）13：00～16：40
場　所：安田女子大学　9号館9111教室

ました。コロナ禍における薬局の地域活動の様子を伺う
ことができました。
　本学第 5 回卒業生の西先生からは、前任地の舟入市民
病院でのCOVID-19感染拡大に対する薬剤師の取り組
みを紹介いただきました。舟入市民病院は第二種指定医
療機関で、広島市、廿日市市、呉市などを担当し、一時
最大でCOVID-19専用病床を40床まで増やされたそう
です。薬剤師は発熱外来での薬の渡し方を工夫したり、
薬品管理と適正使用に気を配ったり、また、病棟では患
者の持参薬や病歴をナースステーションで確認をするな
ど、常に改善されていった病院における感染対策と患者
対応の方法、使用薬剤の変遷などについて細かく紹介し
ていただきました。また、看護師や医師への特例承認さ
れた医薬品の情報提供なども薬剤師が積極的に関われる
後方支援であったとのお話は印象的でした。
　最後に、特別講演をお願いしました桑原先生は広島県
感染症・疾病管理センターのセンター長としてコロナウ
イルス対策に非常に深く関わってこられ、様々な話をお
聞きすることができました。具体的には2019年12月の最
初の報告から2022年 8 月までの感染者の発生状況、ウイ
ルスの遺伝子変化、検査法、ワクチン、治療薬、後遺
症、など多岐にわたり説明いただき、それらに対するセ
ンターの取り組みを紹介いただきました。多くのデータ
を示し説得力のある、かつ理解の深まる講演でした。今
後のコロナ対策のポイントとして、変異株の監視、感染
症医療体制の堅持、ポストコロナ医療・保健体制の強化、
経済回復のための状況に応じた感染対策をあげられまし
た。まだ終息とはなりませんが、コロナ禍が歴史に残る
パンデミックとして多くの人の記憶に残るであろうと感
じました。
　本年度の研修会では、この 3 年間、私達の日常生活を
大きく変えたコロナウイルスについて、 4 人の先生方

にそれぞれの視点からご講演い
ただきました。参加された皆様
にとって、大変有益な研修会に
なったものと思います。
　最後に広島県薬剤師会をはじ
め、開催にあたり多くのご支援
を賜りました関係各位に深く感
謝いたします。
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プログラム

報告「中国・四国ブロックのエイズ対策について」
「県立広島病院におけるHIV診療の現状～薬剤師の
視点から～」

　　県立広島病院薬剤科　西　勇治
「広島県におけるHIV/エイズ対策について」　
　広島県健康福祉局
　新型コロナウイルス感染症対策担当 西川　英樹
患者からの提言　
　地域原告団
特別講演「血友病HIV感染症に対する 3 つの推奨」
　国立研究開発法人国立国際医療研究センター
　エイズ治療・研究開発センター　センター長

岡　慎一

　報告の 1 演題目は、県立広島病院薬剤科の西勇治先生
による「県立広島病院におけるHIV診療の現状～薬剤師
の視点から～」であった。県立広島病院のHIV診療につ
いて、新規患者の推移、通院患者数、患者背景（性別・
年齢）、使用レジメン、併用薬剤数、通院圏、患者の特
徴についての紹介後、薬剤師の役割として、服薬指導、
保険薬局との連携についての報告もあった。初回服薬指
導時のポイントや抗HIV薬を院外処方にする際の対応、
在庫管理の問題、プライバシーの問題、薬薬連携などに
ついて説明された。薬剤師としての役割についても最後
に触れられ講演を締めくくった。協議会前に西先生から
この協議会で薬剤師が講演するのは初めてのことと聞い
ており、西先生の講演からもHIV患者との関わりにおい
ても薬剤師の役割の重要性を知ることができた。
　 2 演題目は、「広島県におけるHIV/エイズ対策につい
て」広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担
当者からの報告であった。広島県の現状として、いきな
りエイズ率が近年増加傾向にあるが、令和 3 年度は検査
件数、相談件数とも過去最低件数であった。感染の不安
がある方が、相談・検査へ適切にアクセスできていない
ことがいきなりエイズ率を上昇させた要因として挙げら
れている。そこで、各医療機関でのエイズ診療の連携だ

けでなく、クリニック検査を医療機関に委託し、実施す
ることで検査機会の連携も図っている。また、定期的に
協議会や研修会を行い、一般診療所などにも広く参加を
呼びかけている。また、拠点病院、医師会、介護関係団
体、NPO、行政等で構成している広島県エイズ対策推
進会議を毎年度開催し、広島県エイズ対策推進指針の施
策の進捗状況を共有すると共に検証していることも報告
された。
　患者からの提言では、大阪HIV薬害訴訟原告団の方か
ら、薬害エイズの歴史や、差別と偏見に苦しんで来たこ
と、過去のマスコミ報道、薬害エイズに対する思いにつ
いてご講演された。最後に、医療に携わる皆様へとして、
最近、薬害被害者の脳血管疾患が目立って増えてきてい
ること、その影響で麻痺などを起こせば、すでに関節障
害を抱えた患者のQOLが著しく低下することがあり、
生活習慣予防のための適度な運動ができない患者が多い
ため医療者の支援が必要であることが報告された。
　特別講演では、国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンター　エイズ治療・研究開発センター　センター長の
岡慎一先生より「血友病HIV感染症に対する 3 つの推奨」
というテーマで講演いただいた。
　新型コロナがHIV診療に与えた影響で最も大きかった
ものはHIV検査であり、実際2020年の検査件数は前年の
半分以下であったことが報告され、数年以内にいきなり
エイズ率の増加が危惧されるといったご意見も伺った。
ご講演のポイントとしては、2020年以降進行したHIV感
染者が増加している可能性が高いことを挙げられ、血友
病HIV感染者に対する 3 つの推奨として「癌スクリーニ
ング」「循環器スクリーニング」「 4 回目の新型コロナワ
クチン接種」を挙げられた。
　講演後の質疑応答の中では、日本初の持効性HIV- 1
感染症治療薬として承認された持効性注射剤についても
話題に上った。対象患者については、関連職種での相談
や、患者教育も必要とされるため、新たな治療の選択肢
として私達薬剤師も情報収集を行っておくことが必要と
思われる。
　個人的には、HIVに関しては私自身知識が乏しく、今
回の協議会への参加が良い学びの機会となった。今後さ
らに多くの医療従事者にHIVの正しい知識の普及と患者
が必要となると考える。

令和4年度 第2回 中国・四国ブロック 
エイズ治療拠点病院等連絡協議会

常務理事　笠原　庸子

開催日：令和4年9月7日（水）14：30～17：00 
場　所：TKPガーデンシティ広島駅前大橋　4A・オンライン
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　地対協　在宅医療・介護連携推進専門委員会　実務者
会議（以下、実務者会議）は令和 2 年度に設置されまし
た。これまで市町や圏域地対協等では、在宅医療・介護
連携の推進に取り組んでいましたが、地域の課題や広域
的な対応が必要なものについて十分に把握できていな
かったことから令和元年に医療機関等に調査を実施しま
した。その調査結果に基づき県及び県地対協が広域的な
観点から市町や専門職への支援策などの施策について検
討するのがこの実務者会議となります。
　昨年度は、地域住民に対して在宅医療を伝えることで
地域から在宅医療に対するニーズを増やし、在宅医療を
行う医師を増やすことを目的に、「在宅医療啓発動画の
作成」「ポスター作成」「広告掲載などの広報」などの在
宅医療に関する啓発ツールの作成を行いました。在宅医
療啓発動画では、ある家族の在宅医療のスタートから看
取りまでをドラマ化し、医師やケアマネジャーの解説、
実際に体験した方の声などが紹介されています。在宅医
療の仕組みからサポート体制、費用などについてわかり
やすい内容となっていますので、ぜひ一度ご覧いただけ
ればと思います。

　今年度の取り組みとしては、訪問歯科診療と、訪問薬
剤師に関する在宅医療啓発動画の作成とホームページの
コンテンツ更新を検討しています。動画内容については
まだ検討中ですが、実務者会議において、薬剤師の在宅
訪問業務に対する期待や日ごろの連携について多数意見
をいただきました。

• 薬の一元管理による重複投与や相互作用の確認
• ポリファーマシー対策
•  カレンダーやピルケースなどを用いた薬剤管理方法

の検討
• 剤型や服薬タイミングなどの提案
• 吸入薬の指導
• サプリメントや健康食品の確認・指導
• 輸液混合
• シリンジポンプの貸し出し
• 薬学的視点からの副作用の早期発見

　動画は約10分を予定しているため挙がった意見を全て
反映させることは難しいかもしれませんが、実務者会議
においても薬剤師の必要性を理解していただいていると
実感しました。
　動画公開日等はまだ未定ですが、制作された際には一
度ご視聴いただき、地域住民へも広報いただければと思
います。

「広島県　在宅医療はすまいる医療　二次元コード」 

地対協 在宅医療・介護連携推進専門委員会 
第1回 実務者会議

常務理事　秋本　伸

開催日：令和4年9月16日（金）
場　所：オンライン
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演題　「職域での禁煙支援―総合労働衛生機関としての
取り組み―」

講師：公益財団法人　中国労働衛生協会　
　　　理事長　宮田　明　先生

　喫煙は重篤な疾患や早期死亡の原因であり、慢性的な
依存から禁煙が難しい喫煙者、禁煙の意識のない喫煙者
もいる。そのような人々の支援のために、薬剤師は喫煙
についての知識と禁煙をサポートする技術を習得する必
要がある。

　今回の講義で、社会における喫煙の現状やそれが社会
活動にもたらす弊害、その対策となる取組みを学ぶこと
ができた。

　まず最近の喫煙率の傾向を見ると、2016～2021年度に
かけての喫煙者の年代別推移では、男性は20～30代を含
むいずれの世代でも喫煙率が年々減少している。一方で
女性は30代までは喫煙率が減少したものの40代以降では
横ばいだった。すなわち男性は喫煙率は高いが禁煙する
人が増えたのに対して、女性は喫煙率は低いが40代以降
で禁煙する人が少ないことが伺えた。
　喫煙が社会活動にもたらす弊害について、企業では就
業中に喫煙のため離席することで、労働時間の損失が起
き、時給損失に換算される。また喫煙者はニコチン依存
状態に陥り、禁断症状で注意力が低下するなど、労働時
間やパフォーマンスの低下、労災リスクの増大に繋がる。
他にも、喫煙者は肺の機能低下、ニコチンによる免疫低
下が起きているため、感染症による肺炎の重症化リスク
が高く、医療費の増大に繋がる。

　このような損失を回避し、労働者の健康保持・増進を

支援するために喫煙対策を行う必要がある。その管理の
方法を労働衛生の三管理（作業環境管理・作業管理、健
康管理）に当てはめて学んだ。
　① 作業環境管理：作業環境中の有害因子を把握し、で

きる限り安全な状態で管理する
　　＝ 受動喫煙を減らすため、施設内に喫煙エリアを設

置する。
　② 作業管理：負担・汚染軽減のため作業の動きを管理

する
　　＝通勤を含む就業中の禁煙措置を取る。
　③ 健康管理：社員の健康診断・疾病予防や保健教育、

労働時間チェックなど
　　＝禁煙推進。
　講義では喫煙対策の事例に企業独自のルール作りの紹
介があった。出社前の喫煙禁止や、喫煙者を雇用しない
など、喫煙場所を減らすだけでなく、喫煙者の意識が禁
煙に向かう支援も行っていた。禁煙には本人のやる気が
肝心だが、一度で成功する場合は少なく、挑戦を繰り返
すことが大切である。そのために施設の禁煙化を進める、
タバコの健康被害を周知する等、周囲からの継続した働
きかけも重要だと感じた。
　また近年、いわゆる一般的なタバコ（紙巻きタバコ）
以外に、加熱式タバコが2014年から販売されている。放
出する有害物質は紙巻きタバコより少ないが、ニコチン
摂取量が同量のものがあり、発がん物質も含む。「有害
物質が少ない」＝「健康被害が少ない」ことではないた
め、加熱式タバコでの喫煙は、吸わないより健康被害の
リスクがずっと高い。しかし加熱式タバコは販売開始か
ら日が浅いため、その有害性が十分認知されておらず若
年世代の利用が増えているそうだ。加熱式タバコを禁煙
ツールや喫煙のきっかけにさせないためにも、今後の禁
煙対策の対象に加熱式タバコも加える必要がある。

シラバス研修会 
職域での禁煙支援—総合労働衛生機関としての取り組み—

安佐薬剤師会　岩田　可奈

開催日：令和4年8月20日（土）15：00～17：00
場　所：オンライン
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健康サポート薬局研修会

広島市薬剤師会　宮本　一彦
開催日：令和4年7月31日（日）・8月21日（日）
場　所：広島県薬剤師会館・オンライン

　まず健康サポート薬局とは、厚生労働大臣が定める一
定基準を満たしている薬局として、かかりつけ薬剤師・
薬局の機能に加えて、市販薬や健康食品に関することは
もちろん、介護や食事・栄養摂取に関することまで気軽
に相談できる薬局のことです。
　そしてこの研修会は、これから健康サポート薬局であ
る旨を表示しようとする薬局、及び既に表示している薬
局に従事する薬剤師の方を対象とするものです。また

「健康サポート薬局」である旨を表示し得る業務体制を
有する薬局に従事しており、健康サポート薬局の意義や
基準・通知を理解し、健康サポート薬局として地域住民
の健康の保持増進に貢献する意欲のある薬剤師を対象と
するものです。この研修会に参加したので報告をします。

健康サポートのための多職種連携研修会【研修会A】
令和 4 年 7 月31日（日） 9 時00分～13時20分　

オンライン開催

1 ．健康サポート薬局の基本理念
（ 1 ）健康サポート薬局の基本理念
（ 2 ） 健康サポート薬局の理念：

「私たちが目指す健康サポート薬局の姿」
（ 3 ） グループ討議：

薬局が地域の資源とどのように繋がるか
2 ． 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の

資源と健康サポート薬局の連携
（ 1 ） 「広島県における健康づくりへの期待・健康

サポート薬局への期待」
広島県健康福祉局　健康づくり推進課

課長　南　亮介
「患者のための薬局ビジョンの推進及び健康
サポート薬局制度について」
広島県健康福祉局　薬務課　

技師　勝原　奈美
（ 2 ） 他職種等の取り組みについて

～健康サポート薬局との連携を探る～
1 ） 「健康寿命の延伸のための口腔機能の重

要性－薬剤師に期待すること－」
　　広島県歯科医師会　

理事　三好　敏朗

2 ） 「地域包括ケアシステム・多職種連携と
薬剤師について」

　　 広島県地域包括・在宅介護支援センター
協議会　

副会長　元廣　緑
（ 3 ） 広島県の医療・保健・健康・介護・福祉等

の資源について
3 ． 演習（地域包括ケアシステムの中で健康サポー

ト薬局としての役割を発揮するための各職種・
機関との連携による対応等に関する演習）

（ 1 ）ケーススタディ　（ 2 ）発表　
（ 3 ）レポート作成

4 ．まとめ「私たちの目指す健康サポート薬局の姿」
（ 1 ）グループ討議　（ 2 ）発表
（ 3 ）レポート作成　（ 4 ）結び（クロージング）

健康サポートのための薬剤師の対応研修会【研修会B】
令和 4 年 8 月21日（日） 9 時00分～13時35分

広島県薬剤師会館

薬局・薬剤師を巡る現状と健康サポート薬局
1 ．一般用医薬品等を取り巻く現状
2 ． 薬局利用者の状態把握と販売時と販売後の対応

（演習）
（ 1 ）導入とアイスブレイク
（ 2 ） 薬剤師の臨床判断～需要者からの情報収集

と症候学的な思考プロセス～
（ 3 ） 適切な医薬品選択と提案のための情報収集

とその考え方
（ 4 ） 添付文書の伝え方～安全で有効な使用のた

めに～
（ 5 ）販売時と販売後の対応
（ 6 ）演習のまとめ

3 ．まとめ
4 ．レポート作成

　【研修会A】では各ミーティングルームに入室し演習
を行った。認知症が疑われる80歳代女性（要介護 2 ）家
族の相談内容と目標に対して、どのような職種が関わっ
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ていくか討議し発表を行いました。
　【研修会B】では鼻水とくしゃみを和らげ、今日の仕
事を頑張りたい40歳代女性と鼻水を抑えて、会議に出席
したい50歳代男性の訴えに対して「薬剤師の臨床判断」
に必要な質問とその理由、そして必要な成分（使用不可
な成分）を各グループで討議し成分表の中から製品を提
案する作業（発表）を行いました。

　健康サポート薬局の認定数は、全国で2,964軒です
（2022年 3 月31日時点）。厚生労働省が目標としていた
15,000軒の約 2 割程度で、今後の普及が課題となってい
ます。因みに広島県は69軒です（2022年 4 年 6 月22日時
点）。
　私は本研修会が自分の忘れかけていた薬剤師像を再考
する機会となりました。「失われた30年」は戻らないが、
多くの薬局経営者が「健康サポート薬局」を目指し調剤
偏重の経営から脱却することを望みます。

報告Ⅰ�
　呉市薬剤師会　松尾　みほ

　研修会の講師は、小児アレルギーエデュケーターと
アレルギー疾患療法指導士の資格をお持ちの上荷裕広 
先生（すずらん調剤薬局、三重県）で、内容は小児の
Common diseaseの薬物療法と調剤でした。
　Common diseaseとは子どもに見られる発熱、咳嗽、
鼻汁、嘔吐、咽頭痛、頭痛、腹痛などの痛み、喘息やア
トピー性皮膚炎など多岐にわたる頻度の高い疾患の総称
であり、大部分は細菌やウイルス感染症である。薬剤師
として小児の患者と親に寄り添うには、薬についてはも
ちろん、病気自体について対処方法もある程度頭に入れ
ておく必要がある。多くの場合、安静にして十分な睡眠
をとり、消化の良い食事をとり、発熱が始まり、寒がっ
ている場合は温めて、高温でうなされている場合はクー
リングと水分補給（できれば経口補水液）しながら様子
を見る。38.5度以上でぐったりしている場合や眠れない
ような状況では解熱鎮痛剤を使用する。症状が急変した
り、発熱が 4 、 5 日続いたりするようなら、はしかや百
日咳、川崎病など入院など必要な疾患の可能性もあるの
で再度受診するよう促す。最近、アセトアミノフェン顆

粒をはじめとする供給不足もあり、苦みのある薬をいか
に子どもに服用してもらうか苦労することがありますが、
薬剤師として親と子どもにしっかり説明し、少しでも早
い体調回復に向けて寄り添うことが大切であると改めて
思いました。
　薬剤師として知っておきたい疾患の症状や服薬指導の
説明があった。RSウイルス（ 5 ～ 7 日間症状が続く、
咳が収まるまで 2 、 3 週間）、マイコプラズマ感染症（第
一選択薬としてマクロライド系、第二選択としてニュー
キノロン系、テトラサイクリン系）、溶連菌感染症（イ
チゴ舌、ペニシリン系10日内服）、手足口病、アデノウ
イルス（角膜炎、胃腸炎）、水痘・帯状疱疹（アシクロ
ビル、バラシクロビルの剤型や服用回数など）、嘔吐下
痢（ノロ、ロタ、アデノウイルスなど、消化のいいもの
を少しずつ何回かにわけて基本便の形状に近いものを
与える。水様便なら水分、軟便なら重湯など軟らかい
もの）、中耳炎（カルボシステインDSは酸性なのでクラ
リスロマイシンDSなどとは分ける）、後鼻漏（鼻洗浄な
ど）。最近は、便秘（ラクツロースやモビコールⓇのメ
リット、デメリット）や夜尿症、入眠障害（生活習慣）
などの受診もある。
　アレルギー疾患については、アレルギーマーチを止
めるには乳幼児のころからのスキンケア（清潔と保湿）

子どもの病気と薬を学ぶ研修会 
「Common diseaseを学ぶ」

開催日：令和4年8月21日（日）
場　所：オンライン



14 2022 Vol.47 No.6　広島県薬剤師会誌

が効果的であると言われている。気管支喘息はICSや
LTRAなどを使用し治療ステップを理解しドクターと共
に発作ゼロを目標にする。アトピー性皮膚炎は、治癒で
はなく寛解をめざす（泡立て器など使用してきめ細かい
泡など使用したスキンケア、保湿、日焼け止めなど行い
ながら、プロアクティブまたはリアクティブ療法を行う）。
　私は耳鼻科の門前薬局であり、子どもの処方箋も少な
からず受けることがあり、小児科と重ねて受診される方
もおられ、小児の幅広い疾患のお話は今後の業務に大変
参考になり、勉強になりました。ありがとうございまし
た。

報告Ⅱ�
三原薬剤師会　小林　洋恵

　 8 月21日に「子どもの病気と薬を学ぶ研修会」が開催
されました。今回は「小児のCommon diseaseを学ぶ」
という題で三重県のすずらん調剤薬局の上荷裕広先生よ
り小児によくみられる発熱、咳、鼻水、嘔吐、腹痛、皮
膚の発疹、痛み、そして喘息、アトピー性皮膚炎など多
岐にわたる頻度の高い疾患―Common diseaseの特徴
と小児の服薬指導において薬剤師としてのかかわり方に
ついてご講演いただきました。
　疾患の特徴と治療の重要なポイントがわかりやすいお
話でした。印象に残ったお話をまとめてみました。
　小児の服薬指導において大切なことは子どもの服薬動
機を高めるだけでなく、親の服薬動機を高めることであ
り、そのためには親の思いや気持ちを考えることが重要
である。保護者への服薬指導には病気を理解し、治療法
や生活上の注意点、薬（薬効、副作用）の理解、剤型の
理解、子どもの発達を理解することが必要になる。
　薬剤師として知っておかなければいけない疾患として、
はしか（麻疹）、風疹、百日咳がある。特に麻疹は感染
力が強く、合併症の多い怖い病気である。麻疹患者と接
触した場合は接触後72時間以内に緊急ワクチン接種で感
染を防止できる可能性がある。
　Common diseaseの大部分は細菌やウイルスの感染
症で子どもの間で流行する。代表的なものにRSウイル
ス感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、ヒトメタニュー

モウイルス感染症があり、最近では新型コロナウイルス
感染症も広がっている。これら感染症は症状が急変し重
篤になる場合がある。
　感染症における指導で一番多いのが、家族が不安にな
る発熱時の対応である。
　解熱剤の使用の目安は体温38.5度以上でぐったりして
いて水分が摂れない、寝られない時に使用する。また子
どもの状態をしっかりと観察することを家族に伝えるこ
とが必要である。
　小児の解熱鎮痛薬の第一選択薬のアセトアミノフェン
は以前の添付文書にあいまいな点があったが現在は経口、
坐薬の投与とも 1 回量10～15㎎ /kg/回と改訂となった。
アセトアミノフェンは各種製剤、規格があるので調剤時
は注意する。
　小児気管支喘息治療では、小児気管支喘息治療・管理
ガイドラインが参考になる。発作治療薬としてSABA、
治療の主体である長期管理薬としてICSが使用され、吸
入の指導、また必要時にはスペーサーの提案を考慮する。
　アトピー性皮膚炎の治療では、使用される外用薬の中
心はステロイド外用薬で、現在はプロアクティブ療法に
より寛解維持療法を行うことが推奨されている。
　Common diseaseではないが、重篤な心臓血管の合
併症を起こす疾患として川崎病がある。急性期は入院し
てガンマグロブリン療法が行われ、退院後は低用量アス
ピリンを継続内服する。薬局で遭遇するアスピリンの処
方はその可能性がある。

　私は薬局薬剤師として30年間小児科の調剤に従事して
いました。振り返ってみますと小児薬物療法は日々進歩
してきましたが、やはり小児にはオフラベル処方がたび
たび見られました。今回の研修からも感じられますが、
薬が適正に使用されるためには、薬剤師は患児とその家
族とのコミュニケーションをしっかり取り、科学的に
フォローしていくことで薬の有効性、安全性が確保され
ると思います。
　この度、小児薬物療法についてシリーズで行われてい
る研修会は貴重であり、これからの小児医療の連携の構
築において大変役立つと思います。参加できることに感
謝しています。
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プログラム

1 ．情報提供
　　薬事情報センターだより　 薬事情報センター
　　適正使用情報 大塚製薬株式会社
　　　アジョビ皮下注225mgシリンジ
　　　アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
2 ．特別講演　
　　座長　広島県薬剤師会　

常務理事　宮本　一彦先生
　　「片頭痛診療の新たな夜明け」
　　講師　広島大学病院　脳神経内科

祢
ね

津
づ

　智久先生

報告Ⅰ�
呉市薬剤師会　福嶋　和俊

　特別講演の前に以下の情報提供がありました。
薬事情報センターだより
　薬局ヒヤリハット事例収集・分析事業より共有すべき
事例として、エンレスト錠Ⓡの改訂前の添付文書に記載
された慢性心不全の用法及び用量を見て、不適切な疑義
照会を行った事例が挙げられました。薬剤の情報を入手
する際は、最新の添付文書を確認することが重要であり、
医薬品等の適正な使用や安全性に関する情報については、
紙媒体に代えて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

（PMDA）のホームページで公開されている電子化され
た最新の添付文書を閲覧する方法を基本とする必要があ
ります。

薬事情報センター定例研修会（テーマ：片頭痛）

開催日：令和4年9月10日（土）
場　所：オンライン

適正使用情報　アジョビ皮下注225mg
　アジョビ皮下注は片頭痛の病態に関わるカルシトニン
遺伝子関連ペプチド（CGRP）を標的としたヒト化抗
CGRPモノクローナル抗体製剤です。 2 つの投与方法が
あり、 4 週間に 1 回 1 本注射と、12週間に 1 回 3 本注射
と選択できるため、仕事や家事、学業が忙しいなど患者
のライフスタイルに合わせた治療が行え、服薬コンプラ
イアンスの向上に期待ができます。

特別講演「片頭痛診療の新たな夜明け」
　当薬局でも内服や自己注射を使用される患者の服薬指
導に携わる機会が多いため、祢津智久先生のご講演は大
変興味深く拝聴致しました。
　頭痛の診療ガイドライン
2021では、片頭痛発作が月
に 2 回以上、あるいは生活
に支障をきたす頭痛が月に
3 回以上ある患者には予防
療法を検討することが勧め
られています。旧ガイドラ
インの月に 6 回以上から変
更され、今まで以上に生活
支障度に基づく患者の治療
が重要となっています。
　片頭痛はストレスや天候の変化、光、臭いなどが誘発
因子となり、CSD（皮質拡延性抑制）により頭蓋内、
特に硬膜血管周囲の三叉神経終末が刺激され、血管拡張
作用を有するCGRPが放出されることで引き起こされま
す。抗CGRP製剤は硬膜血管周辺及び三叉神経節におい
てCGRPに対して選択的に結合することで、CGRPと
CGRP受容体との結合を阻害して、片頭痛発作の発生を
抑制すると考えられています。
　先述のCSDは片頭痛における脳梗塞発症にも関連し
ていると考えられています。酸化ストレスを介する内皮
機能の障害があり、これらが血栓症や炎症をおこしたり、
血管の反応性に変化をきたし、脳卒中をひきおこす可能
性があるとされています。服薬指導時にも異常がないか
を聞き取っていく必要があると考えられます。
　実際の服薬指導でも、片頭痛の慢性疾患の患者は、薬
を長期間継続して使用すると次第に効果が弱まるのでは
ないかと不安に感じられる方が少なくありません。治今月のトピックス

祢津先生
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療効果や安全性を患者や医
師と共に確認していくこと
で、患者の不安を和らげる
ことに繋がると考えられま
す。
　今回の講演は非常に分か
りやすく、とても有意義な
時間となりました。片頭痛
治療中の患者に対して、今
回の講演で学んだことを参
考にして服薬指導や情報収

集を行っていきたいです。今後もこのような研修会に定
期的に参加することで、新薬の適正使用が行えるよう自
己研鑽していこうと思います。

報告Ⅱ�
廿日市市薬剤師会　相原　良樹

　この度、 9 月10日に開催された「第548回薬事情報セ
ンター定例研修会（講演テーマ：片頭痛）」にオンライ
ン視聴にて参加させていただきました。こちらの研修会
に参加させていただいた経緯といたしましては、私の勤
務する薬局にも片頭痛の患者が何名かいらっしゃること
や、私自身も片頭痛に悩まされていたこともあったから
です。
　本研修会では、片頭痛の診断や分類に始まり、片頭痛
の治療薬について急性期や予防時の使い分けや、また
CGRP関連製剤やジタン系製剤といった片頭痛特化の新
薬についてもお話をしていただきました。その中でも片
頭痛治療薬の使い分けに関しては、非常に学ぶことの多
い内容でした。今までは片頭痛の治療薬といえば痛みが
出たらトリプタンやNSAIDs、予防には抗うつ剤や抗て
んかん薬を使用するといった知識しかありませんでした。
しかし実際には、急性期治療薬の使用頻度（月 2 、3 回
以上）や日常生活への影響を確認した上で、しっかり使
い分けることが重要だと認識しました。またトリプタン
系といっても様々な種類があり、超即効性のある点鼻、
皮下注製剤や、Tmaxや半減期の違い、また味の違いな
ども表で纏めていただいて、現場で使用していく上で非
常に勉強になりました。
　私の薬局では片頭痛の治療薬としてはトリプタン系を
主に使用していますが、投薬時には疼痛コントロールと
副作用の発現を確認しているだけでした。しかし実際に
は、服用タイミングの確認（頭痛期早期）や、副作用だ
けでなく喉、胸の締め付けやツッパリ感といった「トリ
プタン感覚」にも言及する必要があると実感しました。
また、トリプタン系片頭痛治療薬であるリザトリプチン

（マクサルトⓇ）は、禁忌として、脳梗塞、心筋梗塞、
β遮断薬の併用等があるため、注意が必要であることを
再認識しました。
　本研修会では治療法だけではなく、片頭痛とその他の
脳血管障害との関わりや、喫煙、経口避妊薬の影響につ
いても説明していただきました。その中で、ただ漫然と
投薬を行うだけでなく、片頭痛の病態をしっかりと理解
した上で、予防療法を行うことが患者のQOL向上に繋
がっていくと感じました。また、そのことが脳卒中予
防にも繋がっていくとお聞きして、改めて片頭痛につい
て知識を深めていこうと感じました。今後の治療や投薬
にあたっては、片頭痛の病態の理解、治療薬について使
い方を含めた患者教育、さらには薬局内で得られる情報
には限界があるため、今まで以上の多職種連携と様々な
ハードルがありますが、それらを乗り越え、適切なフォ
ローアップが出来るよう日々精進していきたいと思いま
す。

　最後になりましたが、この様な有益な研修の機会を与
えていただきました、祢津智久先生及び広島県薬剤師会
に深くお礼申し上げます。この度は誠に有難うございま
した。

報告Ⅲ�
安佐薬剤師会　土屋　仁美

　特別講演として広島大学病院　脳神経内科の祢津智久
先生に、片頭痛についてご講演していただきました。
　片頭痛の発作時は、拍動性のある片側性の頭痛が起こ
り、通常 4 ～72時間持続します。寝込みたいと感じてし
まうような日常生活に支障が出る頭痛が起こり、そのほ
か悪心や嘔吐を伴ったり光や音に過敏になったりします。
　片頭痛は前兆の有無に応じて、「前兆のある片頭痛」
や「前兆のない片頭痛」など分類が細かく定義されてい
ます。閃輝暗点とは、文字の上にギザギザの光が見えた
り、キラキラした光が現れたりする症状で、前兆のある
片頭痛患者の約30％程度に生じます。また、不思議の国
のアリス症候群と呼ばれる症状（自分の体の一部が長く
感じたり大きく感じたりする体感幻覚）を生じて、片頭

宮本先生

お二人の座談
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痛の発作が起こる患者もいるそうです。
　片頭痛の治療には、発作時にはアセトアミノフェンや
NSAIDs、エルゴタミンの他、トリプタン製剤が用いら
れます。中でも、トリプタン製剤については服用するタ
イミングも大切で、前兆が治まって頭痛を発症し始めた
頃に服用することで、頭痛の強度を抑えます。トリプタ
ン製剤を使用しても抑えきれない強度の強い頭痛に対し
て、アセトアミノフェンやNSAIDsを服用すると効果的
です。
　発作時に服用する頭痛薬の使用頻度が月 2 ～ 3 回以上
あり、日常生活に支障をきたしている患者には積極的に
予防薬の使用も考慮することが望ましいです。予防薬に
はバルプロ酸やトピラマートのような抗てんかん薬、ロ
メリジンのようなCa拮抗剤、プロプラノロールのよう
なβ遮断薬もあれば、呉茱萸湯や桂枝人参湯のような漢
方薬もあります。
　また、エルゴタミンやトリプタン製剤、オピオイド
や複合薬物を月に10日または鎮痛薬を15日以上服用す
る状態が 3 ヶ月以上続いている患者では、薬物乱用頭
痛（MOH）を起こす可能性が高くなります。MOHは

痛みの閾値が下がることにより、すぐに頭痛薬に頼り
がちになる状態を指します。薬局の日常業務において
も、OTCを含めた鎮痛剤の適正使用の支援に努める他、
MOH防止啓発も大切であり、これらのことを念頭に
日々の業務に活かしていきたいと思います。
　最後に、片頭痛が起こる原因として、脳内のセロトニ
ンが関係する血管説や大脳皮質拡延性抑制（CSD）が
関係する神経説等さまざまな仮説が提唱されてますが、
現在は三叉神経血管説が注目されています。この仮説は、
何らかの刺激によって血管に分布する三叉神経が興奮し、
カルシトニン遺伝子関連ペプチド（CGRP）を始めとし
た神経伝達物質が放出され、血管拡張が起こると、血管
の周囲に炎症が生じて、片頭痛が起こると考えられてい
ます。最近では、片頭痛の新しい治療薬としてフレマネ
ズマブのような注射剤のCGRP関連製剤やラスミジタン
のような内服薬のジタン系製剤が発売されました。この
ように新しい治療も可能になってきた片頭痛の分野にお
いて、今後もさらに知識を深め、より多くの片頭痛外来
患者の力になれるよう努めていきたいと思います。
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認定実務実習指導薬剤師養成講習

広島市薬剤師会　長坂　頼子
開催日：令和4年9月18日（日）
場　所：広島県薬剤師会館

　 9 月18日に開催された認定実務実習指導薬剤師養成講
習（新規）に参加させていただきました。
　講習内容は以下の通りです。

　講義①薬剤師の理念
　講義② 薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学実

務実習に関するガイドライン
　講義③学生の指導（法的問題、薬局関係、病院関係）

　私は 6 年制薬学部を卒業しているため、講習中は自分
が実務実習生だった頃を思い出す場面もありました。
　特に講義②薬学教育モデル・コアカリキュラムの講義
での、実務実習生の目標は現場で即戦力として働ける能
力ではなく、薬剤師に求められる基本的な資質の習得で
あるという内容は印象的でした。
　学生だった当時の私は、薬剤師に求められる基本的な
資質を習得できていたのだろうか…と考えさせられまし
た。
　仕事に対する考え方や進路の選択は十人十色だと思い
ます。そして、自分で決めた仕事に向き合う姿勢がその
後の成長に大きく影響してくると感じています。
　だからこそ、学生にとって実務実習という 5 ヶ月間は、
実地体験を通して進路の選択を考える大切な時間でもあ
ると思います。
　 6 年制卒業の学生はどんなに早くても社会人 1 年目で

25歳です。たとえ 1 年目であっても社会人として、さら
に薬剤師として評価されます。私がそのことに気が付い
たのは、社会に出て薬剤師として働き始めてからでした。
学生の間に気が付いていれば、実習は体験型の学びの場
であり、学生という周囲の支えも担保された環境で、失
敗も成功も経験できる貴重な時間であることを認識でき
たと思います。もっと前向きに、誠実に自分の将来像を
描いて、努力することができたかもしれません。
　幸いにも、社会人になって接してきた実習生は、皆さ
ん熱心に取り組まれています。しかしながら、私が学生
だった時は、「今日はずっと一包化の予製を作って指が
痛い」「調剤ばかりで投薬ができない」「実習が始まって
すぐに投薬をさせられた」…などの言葉を耳にしたこと
があります。非常に悲しい内容ですが、『なぜ一包化を
するのか』『なぜ投薬を経験させてもらえたのか』、その
作業に至る理由を学生自身が考えられていないことが原
因でもあります。
　実務実習は教育機会の場でもありますが、社会の現場
を体験できる場所でもあります。薬剤師の職域の広さと
その魅力、また社会的に信用される理由とその責任につ
いて感じてもらえるように、まずは指導する薬剤師が薬
剤師に求められる基本的な資質を習得し、その資質を継
続して職務に活かしている姿を見せることが重要だと感
じました。

第107回薬剤師国家試験問題（令和4年2月19日〜 2月20日実施）

正答は107ページ
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第61回 薬学教育者ワークショップ中国・四国 in 岡山

福山市薬剤師会　土井　康寛
開催日：令和4年9月18日（日）・19日（月・祝）
場　所：就実大学

　台風の直撃で開催すら危ぶまれましたが、予定通りに
実施していただいたことに大変感謝しております。私が
今回のワークショップに参加して学んだ事、勉強になっ
た事は主に 3 つありました。「学習成果基盤型教育への
理解」「問題解決に有効な手法」「SGD（スモールグルー
プディスカッション）による効果」についてです。
　 1 つ目の「学習成果基盤型教育への理解」についてで
すが、学生の能力を評価可能な学習成果（アウトカム）
として定義し、そのアウトカムを実践するための学習目
標（具体的なパフォーマンス）を設定する。そして、パ
フォーマンスの質を段階的・多面的に評価するために
ルーブリック評価を用いる。さらに、その為に必要な学
習環境を準備して学習方法の選択と順序のデザイン（方
略）を考えるという内容でした。言うのは簡単ですが、
ワークショップのSGDで実際に作成を行い、言語化し
て表す事でその難しさを痛感しました。しかし、実際に
自分の頭を悩ませて教育について考えることで「学習基
盤型教育への理解」を十分に深めることができたと思い
ます。
　 2 つ目の「問題解決に有効な手法」については、実際
に「薬学教育の問題点」について、KJ法を用いてSGD
を行い、各々の考える問題点を挙げ、その問題点につい
て二次元展開法によって重要度・緊急度の高い最優先で
解決すべき課題を抽出し、問題解決に取り組みました。

実際の仕事でも重要度や緊急度を判断することで、優先
度の判断を誤る事なく取り組むことができると思うので、
非常に今後に役立つ内容でした。
　 3 つ目の「SGDの効果」についてですが、今回のワー
クショップは座学→SGDという流れで行われました。
SGDでは進行役・記録係・発表者の 3 役を決めてから
実施するという方法でしたが、不慣れということもあり、
スムーズに入り込むことが難しかったです。また、私が
進行役となったSGDでは、メンバーのコンセンサスを
取りながら、限られた時間の中で進行していく事も非常
に難しいものでした。進行役として、自分の意見に偏っ
た進行になってしまったと感じる場面もありました。し
かしながら、討議や発表を交えることで、各セッション
において短期間で深い理解が得られ、SGDの高い効果
を実感することができました。
　最後に、私自身は 6 年制で卒業しており、薬局と病院
で実務実習を実施しましたが、今現在においても実務実
習で得られた経験には非常に影響を受けています。今回
のワークショップの参加によって、実習生への指導の裏
で指導方法について模索しながら日々本気で教育と向き
合ってくれる指導者側の情熱も感じることができ、改め
て当時指導してくれた指導薬剤師の方へ感謝する事がで
きました。今後は私自身が指導者となり、頂いた恩を実
習生達へ返していけるよう努めたいと思います。
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報告Ⅰ�
安佐薬剤師会　冨永　達哉

　第57回「薬草に親しむ会」参加致しました。広島県、
島根県、山口県と11箇所の西中国山地国定公園に指定さ
れている深入山が今回の開催場所でした。
　深入山は毎年 4 月に山焼きを行っており、草原の山を
維持しています。
　山焼きの目的は火入れによって病害虫が駆除され、希
少な在来植物など生態系の維持につながることから、近
年では環境保全のため、西暦1749年、明治以前からの伝
統行事として受け継がれているそうです。
　「薬草に親しむ会」は広島県薬剤師会での人気企画に
なっております。参加予定人数の70名の枠が案内初日で
一杯になったと伺いました。

　参加者が 7 チームに分かれて深入山セラピーロードを
薬草の専門家の解説を聞きながら 2 時間歩きます。参加
者の皆さん熱心にお話を聞き、メモを取りながら見て、

令和4年度 「薬草に親しむ会」

開催日：令和4年9月25日（日）
場　所：山県郡安芸太田町　深入山セラピーロード

触って、嗅いで薬草の特徴や効能を勉強されておりまし
た。
　深入山セラピーロードは、山の麓の緩やかな傾斜を上
がると風光明媚な森林と小川を楽しむことが出来ます。
　普段はなかなか見ることの出来ない薬草や、いつもは
素通りしてしまう草にそれぞれ名前があり、効能があり、
それを生活に活かしていたということでした。
　専門家の先生の蘊蓄が深いお話は面白く、いつの間に
か引き込まれていました。
　「オオバコ」は、膿が出るような腫れものに葉を火で
あぶり患部に貼り付ける民間療法がある。オオバコ相撲
にかけて葉や種子は咳止めの効能があるので関取草と、
記憶に残りやすい解説ばかりでした。
　当日は天候にも恵まれ、秋口の程良い気温で薬草に親
しみながらの森林浴は、普段インドア派の私でも充分に
楽しむことが出来ました。
　これからも「薬草に親しむ会」が続いていくことを
願っております。

報告Ⅱ�
広島市薬剤師会　河内　一仁

　 9 月に入り16、17号と台風の襲来が続き、開催が危ぶ
まれましが、幸い当日は良い天気に恵まれ広島県、広島
県薬剤師会主催、安芸太田町共催、広島大学薬学部・福
山大学薬学部・広島国際大学薬学部・安田女子大学薬学
部の後援、広島漢方研究会協力の下、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため人数を絞って91名での開催でした。
　補助員としての小生の役目は、駐車場への車の誘導で
したが、国道への立ち位置が難しく運転者の気持ちにな
ることが大切だと…、良い経験をさせてもらいました。
　さて、会場では午前10時より開会式に続いて班分けが
行われ、 7 名の薬用植物の講師の先生方とともにセラ
ピーロード周辺を 1 時間30分余りかけて薬用植物を観察
し、薬効、薬用部位、使用方法並びに漢方薬の説明を受
けながら散策しました。ちなみに小生は吉本悟講師のグ
ループに入りました。今回は 2 度目の参加で、平成27年
9 月26日、あれから 7 年！身体の節々が痛むようになっ
てきており、学んだウド（独活）の入った漢方薬が必要
になって来ているのが現状です。またイノコズチ（牛
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膝）、オオバコ（車前子）とくれば夜間尿や膝痛の牛車
腎気丸、さらにホオノキ（厚朴）は半夏厚朴湯、平胃散
これらも湿気の多い体には必要になっていますね。その
ほかイタドリ（虎杖）、ウツボグサ（夏枯草）、オミナエ
シ（女郎花）、キキョウ、キンミズヒキ（龍牙草）など
少しでも植物を知って歩くのと知らないでとは山歩きの
楽しさが倍増しますね。また、いつも植物の説明を受け
るとき写真を撮るのに没頭するのですが、後で見てみる
と名前がわからないことが多々あります。「薬草に親し
む会」の素晴らしい所は、参加者が回る前に講師の先生
方が植物名を記したタグを付けていただいているのでタ
グと一緒に写しこめば整理しやすくなります。ありがと
うございました。
　もう一つの楽しみは食事とおやつで、今回は会終了後
191号線沿いの渓流茶園での昼食でした。田舎そばと生

け簀より上げたアマゴの炭火焼を堪能しました。更に戸
河内インター周辺では串団子とソフトクリームを食し、
湯来温泉を経由して帰途につきました。
　年に 1 回の開催ですが、是非参加をお勧めします。

※講師
元広島国際大学医療栄養学部　教授 神田　博史
元広島大学理学部　助教授 豊原源太郎
広島大学大学院医系科学研究科　教授 奈女良　昭
ひろしま自然の会　副会長 久籐　広志
緑化文化士 横山　直江
広島市植物公園　管理課企画広報係技師 久保　晴盛
広島漢方研究会　副会長 吉本　　悟
広島漢方研究会会員
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報告Ⅰ�
呉市薬剤師会　住田　大志

　この度は貴重な学びの場をありがとうございました。
私の勤める薬局は、過疎地域とされる立地にあります。
そのため、居宅療養管理指導や在宅患者訪問管理指導が
非常に身近なものとなっています。介護事業所が併設さ
れているため介護職員の方と情報交換をする場面もあり
ますし、薬局部門でも、職員それぞれが介護に関わる資
格を取得し、その職能を発揮している環境に居ります。
私はまだまだ基礎的な経験を積み重ねている段階にあり、
上記の管理指導に携わっているわけではありませんが、
他の先輩薬剤師に並び立ち、訪問サービスを行える薬剤
師を目指しております。
　今回の学習内容ですが、「ケアマネジャーの職能・役
割について」そして「薬剤師の職能・役割について」で
ありました。まずはケアマネジャーについて基本的なこ
とを理解したうえで、薬剤師としての居宅サービスへの
関わり方を学ぶことができたと思います。
　ケアマネジャーの職能については「要介護者や要支援
者の人の相談や心身の状況に応じ、介護サービス等の提
供についての計画（ケアプラン）の作成や、市町村・
サービス事業・施設、家族などとの連絡調整を行う者」
ということが改めて確認できましたが、ここで示される

「サービス」は、私の偏った経験からくるものとは思い
ますが、訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション
といった他職種によるサービスが大部分を占めていると
感じてしまっています。これはもちろん、介護保険導入
の目的が、要介護者の自立支援・介護予防であることで
身体的な事柄が優先される場合が多いことに由来するも
のと思いますが、やはりこれからの在宅医療を担う薬剤
師としてはもっと頻繁に携わることができればと考えて
しまいます。外来に来られる患者が、実は要支援・要介
護であったと、会話の中で後々に分かることも多いので
す。
　薬剤師の行うことのできる業務についても、今回改め
て確認させていただけました。ヒアリングに基づいた処
方内容の整理や、管理方法の提案、剤形変更など、どれ
も介護の現場において重要な役割を担えているのだと感
じられる一方で、これらを自らが学ぶだけではなく、そ

在宅医療推進に向けた研修会

開催日：令和4年9月25日（日）
場　所：広島県薬剤師会館

ういった役割を担っているということを、もっと多くの
薬局利用者の方にアピールすることも必要ではないかと
感じております。
　この数年、勤める薬局ではコロナ禍の業務対応に追わ
れ、介護に関する習熟を進めることは難しいものがあり
ました。今後は、訪問サービスへの第一歩として地域連
携会議への参加などを通してケアマネジャーの方と縁を
結ぶこと、薬局利用者及び家族の方との繋がりを密にす
ること、も含め引き続き研鑽を積んでいこうと思ってい
ます。
　言葉では上手く説明できないのですが、「どの患者に
とっても欠かせない存在であると同時に、他の薬剤師で
も代替可能な存在でなければならない」という薬剤師像
を理想とし、引き続き精進を重ねていきたいと思ってお
ります。

報告Ⅱ�
安佐薬剤師会　谷岡　知洋

　研修会は前半と後半に分かれておりました。前半はケ
アマネジャーの業務について、患者からの相談から始ま
りケアマネジメントが行われるようになるまでの流れと
日々のケアプランの見直しについての解説と要点につい
て。後半は実際の在宅医療における服薬管理の難しさを
実際の症例を踏まえつつご解説頂きました。他職種の方
が患者が使用している医薬品について、困ったことがあ
るときに，薬局に対して気軽に相談できるよう作られた

「おくすり相談シート」の紹介もありました。

広島県「広島県地域保健対策協議会医薬品の適正使用検
討特別委員会の取組～おくすり相談シートについて～」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
soshiki/59/chitaikyou-iyakuhin.html

　前半の30分間は「ケアマネジャーの職能・役割につい
て」広島県介護支援専門員協会常任理事　岸川映子先生
からご講演を賜わりました。薬剤師としての知見も持つ
主任介護専門員として、患者が自分らしい人生を歩むこ
とに寄り添った医療に薬剤師の職能が活かせるようにな
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ることを目指してご活躍されています。
　以下がご講演内容になります。
　ケアマネジメントを経て医療介護サービス提供に至る
までの流れは以下のようになります。相談された方の依
頼に基づき実家などに赴き、現在の状況やニーズといっ
た情報を集め、信頼関係を築くための初回面談（イン
テーク）を行う。給付に必要な情報を患者から収集し、
厚生労働省が指定する『課題分析標準項目』の23項目を
満たしたアセスメントシートを書き、それを基にしてケ
アプランの原案を作成する。
　サービス担当者会議にて意見を交換したり、情報共有
をした後にケアプランをまとめる。
　ケアプランに基づきサービスが行われたら、患者のと
ころへ赴きモニタリングを行う。ニーズの確認、設定目
標や課題分析の見直し、サービス内容の評価・見直しな
どを経てケアプランの見直しに繋げより良いサービス提
供を目指します。状況に変化があればその都度、担当者
会議を開き課題の解決を目指します。
　併せて、給付管理業務もあります。
　介護保険サービスの利用予定が書かれた「サービス利
用票」を作成する。支給限度額の管理や利用者負担額な
どの概算書である「サービス利用票別表」の作成し患者
と内容を確認する。
　「サービス利用票」から各サービス事業者に関係する
部分を転記して「サービス提供票」と支給限度額の管理
を行うための「サービス提供票別表」を作成し、それぞ
れのサービス事業者に交付する。
　実際にサービスの利用がおこなわれると、サービス提

供事業者はその実績を「サービス提供票」に記載してケ
アマネジャーに再送付します。ケアマネジャーは送られ
てきた「サービス提供票」と控えの「サービス利用票」
を照らし合わせ、内容に食い違いがないか確認していき、
食い違いがあれば関係各所と調整し、食い違いがなくな
れば「サービス利用票」の実績欄に記入し、その内容を
転載した「給付管理票」を作成のうえ、これらの必要書
類は毎月10日までに国民健康保険団体連合会に提出する
必要があります。薬剤師としては、情報提供の依頼に遅
滞なく応じられるよう情報の整理に努める必要がありま
す。

　後半の30分は「薬剤師の職能・役割について」広島県
薬剤師会会長　豊見雅文先生から一人の薬剤師としての
お立場から、在宅医療との関わり方、とりわけ在宅医療
を受けられている患者の状態に寄り添った服薬管理の難
しさについてご講演頂きました。
　医師に対して減薬を提案するも処方変更にならず、大
量の残薬を発見するに至るまでの具体例な経緯を交えた
内容でした。

まとめ
　在宅における服薬管理において大切な患者からの情報
収集は薬剤師の力だけでは限界があり、他職種とりわけ
ケアマネジャーとの密な情報交換が患者のニーズに合っ
た医療を提供する上で非常に有益であると感じるご講演
内容でした。

第107回薬剤師国家試験問題（令和4年2月19日〜 2月20日実施）

正答は107ページ
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復職支援研修会

　参加者
開催日：令和4年9月26日（月）
場　所：広島県薬剤師会館

　「一般医薬品について（セルフメディケーション）」の
テーマで、復職支援研修会が開催されました。この日、
新型コロナ全数把握簡略化の運用が開始され、セルフメ
ディケーションの重要性が増してきていると感じられ、
興味を持って参加しました。講師は㈱ツルハドラッグ＆
ファーマシー西日本薬事部の佐々木勝洋先生です。先生
は大学卒業後、病院薬剤師を経てドラッグストアウォン
ツへ転職され、23年になるそうです。また、安田女子大
学で非常勤講師として「一般医薬品学」の講義もされて
いらっしゃるそうです。ご自身の体験談を交えて、わか
りやすく講義して下さいました。
　本日の内容は、①「セルフメディケーションについて」　
②「一般医薬品の最近の話題について」でした。
　まずセルフメディケーションについて、WHOでは

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自
分で手当てすること」と定義されています。これは、私
たちが無意識のうちに日ごろから取り入れており、自ら
取り組むものですが、薬剤師はそのサポートをしていき
ます。
　セルフメディケーションのメリットとして、
・日常的な健康管理へとつながる
・医療機関利用のための時間と費用を省くことができる
・医療機関に対する過負荷を軽減できる。
・ 医療機関に近づくことで、ほかの患者の病原体などに

感染してしまうリスクなどを減らせる
　デメリットとしては、
・ 不十分・誤った知識による悪い結果となる可能性（例

えば慢性的な鎮痛薬の服用による薬物乱用頭痛を引き
起こす）となることがある

・間違った自己診断・治療法の選択リスク
・ほかの食品や薬との相互作用リスク
・ 自分の健康状態には自分で責任を持つという自覚が必

要
などが挙げられます。セルフメディケーションのアドバ
イスのために、薬剤師として正しい知識の勉強、正しい
情報へアクセスできることがとても大切だとおっしゃっ
ていました。また、本に書いてあることよりも自分の体
験談の方が耳を傾けていただけると、ご自身のお話をし
て下さいました。
　次に、一般医薬品（最近の話題を中心に）について
のお話がありました。CoV- 2 抗原検査キット、解熱鎮
痛薬の購入（販売）が増えたこと、また、セルフメディ
ケーションの負の側面として薬物乱用を挙げられ、薬物
関連精神疾患で市販薬の比率が急増している、とのこと
でした。
　セルフメディケーションのサポートのニーズは高く、
ますます薬剤師としての活躍の場が増えてきます。薬剤
師としてのキャリア以上に自分の日常生活の経験が活か
せる、とのことでした。
　これからも、研修会で基礎的な知識の勉強はもちろ
ん、日常生活の中で薬剤師としての知識が活かせるよう、
日々学んでいきたいと思います。短い時間の中で多くの
ことを学ばせていただき、ありがとうございました。今
後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。
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　医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として生まれた
日常的に医療的ケアと医療機器が必要な子どもたち。

（18歳以上の高校生等も含む）。
　ただし、医療的ケア児の明確な定義はない（あえてし

ていない）
　全国の医療的ケア児は約 2 万人〈推計〉。
　歩ける医療的ケア児から寝たきりの重症心身障害児ま

で。
　人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引、気管切開、鼻

咽頭エアウェイ、酸素療法、ネブライザー、経管栄養
（胃ろう・腸ろう）、中心静脈栄養、皮下注射、血糖測
定、継続的な透析、導尿等。 

　私は医療的ケア児と接する機会が無く、在宅で医療的
ケア児やご家族がどのような生活を送られているのかあ
まり知らなかった。
　医療的ケア児と言っても、上記に示したように歩ける
患児から寝たきりの重症心身障害児まで幅広く、抱える
障がいや、取り巻く環境、家族が直面する困難は様々だ
ということが理解できた。
　国内の医療的ケア児はこの数年で倍増し、2005年の在
宅医療的ケア児の推計は約 1 万人とされていたが、2019
年には約 2 万人と 2 倍に増加している。
　医療的ケア児が増加した背景として、総合周産期母子
医療センターやNICUの増設など、高度な医療施設の整
備が進んだことにより、以前なら出生直後に亡くなるこ
との多かった未熟児や先天性の疾患を持つ子どもの生命
が救われるようになった事が挙げられる。
　医療的ケア児の多くは生後数ヶ月～数年（個人差ある）

で退院し、在宅医療に移行する。在宅での、医療的ケア
は医療従事者の指導を受けた家族が行う為、家族や保護
者に負担やしわ寄せが及んでいるケースもある。また医
療的ケアは基本的に365日24時間付きっきりの為、子ど
ものケアに追われ、働く機会を失う方もいる。また、寝
る間を惜しんでケアを行うことで、身体的にも精神的に
もストレスがかかり、またそれが原因でネグレクトにつ
ながることも考えられる。在宅での医療的ケアは家族の
自主努力の上に成り立っていると言わざるを得ない。
　この様な背景により、2021年 6 月医療的ケア児の成長
とその家族の負担を軽減することを目的とした法律「医
療的ケア児支援法（医療的ケア児及びその家族に対する
支援に関する法律）」が成立し、同年 9 月18日に施行さ
れた。本法律により、自治体は保育所や学校などで医療
的ケア児を受け入れる支援の体制の拡充が求められるこ
とになった。その中で各都道府県に医療的ケア児支援セ
ンターを設置する事になり、センター内に医師、看護師、
保健師、理学療法士、社会福祉士などが配置される予定
だが、新しく医療的ケア児を受け入れる保育所や学校の
理解、ガイドライン作り、ケアを担う人材不足など多く
の課題が残る事も懸念材料として残る。実際、医療的ケ
ア児を受け入れることのできる社会的インフラが十分に
整っていないのも現実である。
　今回の研修会を通して、今後社会的インフラが十分に
整うまでに時間がかかるかもしれないが、薬局・薬剤師
という役割の一つにそういった方々の相談窓口として

（世間話でもいい）機能していく事も大切ではないだろ
うかと感じた。保護者の誰もが、笑顔で子育てができる、
そのような社会を目指していきたい。

子どもの病気と薬を学ぶ研修会 
医療的ケア児について学ぶ

安佐薬剤師会　橋本　真明

開催日：令和4年9月28日（水）
場　所：オンライン
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2022年度 緩和ケア薬剤師研修

大竹薬剤師会　貞村　大祐
開催日：令和4年10月2日（日）
場　所：広島県薬剤師会館

　「緩和ケアに関する薬剤師としての専門的知識と技術
を習得し、地域や施設において緩和ケアを提供できる人
材を育成する」ことを目的とした、緩和ケア薬剤師研修
に参加させていただきました。私の薬局のある大竹市で
も、近年緩和ケアに係わるケースが増えていますので、
大変良い機会でした。
　研修内容は、市立芦屋病院薬剤部長　岡本禎晃先生よ
り「診断時からの緩和ケア」「緩和ケアにおける痛みの
アセスメント」と題してご講演いただきました。緩和ケ
アの歴史から鎮痛薬、便秘薬、不眠症治療薬の特徴や使
い分けを学び、特に痛みを我慢することにより食欲不振
や鬱になる方がいるため、早期にペインコントロールを
開始する必要があり、そのためには薬剤師の適切な説明
が必要だと感じました。また、緩和ケアに用いる薬剤は
副作用に注意が必要なものが多いので、つい過剰な説明
になりやすく、逆にアドヒアランスが低下する可能性が
あるとのお話もいただきました。
　続いて「在宅医の立場から」と題し、秋本クリニック
院長　秋本悦志先生より在宅医療の実際をご講演いただ
きました。平成29年のデータによると「もし、最期を迎
える場所を選べるなら、どこで迎えることを希望します
か？」という調査の結果、約70％が「自宅」と回答が
あったにもかかわらず、実際は15％程度しか実現してい
ない。また、家で看るより入院した方が長生きする、自
宅看取りは寿命を縮めるはずと考えている人が多い　と

いう現状に対し、「看取りを文化に」を掲げ、日々情熱
的に診察をされていることに感銘を受けました。また、
死の 1 週間前に32～45％の確率で出現するせん妄につい
て、予め家族へ説明することが必要であることも詳しく
お話しいただきました。秋本先生が薬剤師に期待するこ
ととして「家族管理の屯用の薬剤が多くなるので正確に
理解しているか心配、薬剤師に積極的に介入していただ
き説明をしてほしい」とのことでした。一方オピオイド
など急を要する薬の備蓄などの課題も感じました。
　最後に「がん医療におけるコミュニケーション技術」
と題し、広島大学大学院教授　岡村仁先生よりご講演い
ただきました。まず「話しやすい環境を作るスキル・効
果的に聴くスキル・感情を探索して共感するスキル・治
療方針を話し合うスキル・話をまとめて終了するスキル」
という 4 つのスキルを身に付けることにより、効果的に
こころのケアも行えることを学びました。次に、そのこ
とを踏まえて 3 人 1 組　薬剤師役・患者役・観察者を交
代で行うロールプレイを行いました。がんⅣ期の患者へ
のコミュニケーションのとり方はとても難しいですが、
同組の先生方のとても落ち着いた口調、間のとり方、説
明、自分には足りないところが多く、大変勉強になりま
した。
　今回の研修会は長時間にわたり開催されました。ご講
演いただきました先生方、ご協力いただきました薬剤師
会の先生方、事務局の方々に御礼申し上げます。



県薬より

各地域･職域薬剤師会への発簡

8 月18日 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.189」の提供について（通知）

8 月19日 応需薬局リスト「ファックスをご利用くださ
い」の確認及び必要部数について（依頼）

8 月25日 令和4・5年度公益社団法人広島県薬剤師会
代議員選挙・補欠の代議員選挙結果の告示に
ついて（通知）

8 月25日 「休日当番薬局」の登録について

8 月26日 第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院
薬剤師会中国四国支部学術大会への参加助成
について（通知）

8 月29日 ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチ
ンの有効期限の取扱いについて

8 月31日 「休日当番薬局」の登録について（復旧）

9 月14日 第39回広島県薬事衛生大会及び令和4年度薬
祖神大祭について（ご案内）

9 月21日 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.190」の提供について（通知）

9 月21日 薬剤師資格証発行等交付関連業務に係る連携
協力に関する覚書締結について（依頼）

9 月27日 応需薬局リスト「ファックスをご利用くださ
い」の送付について

9 月28日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の更新認定
について（依頼）

9 月30日 薬剤師資格証発行に係る実務説明会の開催に
ついて

9 月30日 令和4年版会員名簿及び2023年版管理記録簿
の送付について（要回答）

9 月30日 令和4年版会員名簿の合紙記載内容の確認に
ついて（要回答）

10月 3 日 次回調剤報酬改定・次回介護報酬改定に向け
た意見・要望について（依頼）

10月 5 日 「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業第
27回報告書」及び「薬局ヒヤリ・ハット事
例収集・分析事業2021年年報」について（通
知）

7月21日定例常務理事会議事要旨

日　時：令和 4年 7月21日（木）
　　　　午後 7時00分～午後 8時45分
場　所：広島県薬剤師会館　 2 F在宅医療研修室
議事要旨作製責任者：荒川隆之
出席者：豊見会長、野村専務理事、
オンライン出席者：�青野・谷川・豊見・中川・松尾各副会長、

秋本・荒川・石本・井上・岡田・笠原　
竹本・中島・二川・宮本・柚木・吉田各
常務理事

会長挨拶：
　皆様ご存じのように、新型コロナウイルス感染症が大変な
状況となっています。少し前からおかしいと思っていました
が、案の定このような状況となり、特に小児科では大変なこ
とになっているようです。
　広島で行っている薬局での無料の抗原検査にも問題があり
ます。陽性となった患者の同居の家族には以前と同じように
保健所から連絡をしているようですが、濃厚接触者がどうし
たら良いか分からない状況です。一週間隔離生活をすること
になっていますが、 4日目と 5日目（現在は変更）に薬事承

認を受けた抗原定性検査をして陰性が続けば、 5日目から働
いて良いとなっています。薬事承認をうけた抗原定性検査
キットは特例として薬局で販売して良いことになっています
が、無料検査との関係で、どんどん販売する状況ではありま
せん。結局はドラッグストアやホームセンターで研究用の検
査キットを買っている人が多いのかなと思います。我々薬剤
師は研究用はだめと言いながらも、十分な供給ができていな
い状況です。特に東京では抗原検査キットが手に入りにくく
なっていて、よその薬局を紹介したという話もあります。広
島県ワクチン・検査パッケージ事務局に確認すると、広島で
はまだ大丈夫とのことですが、いつどうなるか分からない状
況です。患者さんにもちゃんとしたフォローができず苦しい
思いをしています。
　また、この後の審議事項で電子処方箋モデル事業について
検討します。これはつい先日、青野・豊見各副会長と私の 3
人で厚生労働省薬剤業務指導官より話を聞きました。電子処
方箋の正式稼働は来年 1月からですが、今年の10月31日から
モデル事業が始まります。モデル事業には広島県が入ってお
り、手を挙げている病院が安佐市民病院という話です。そこ
で本日は安佐薬剤師会会長の下田代先生にもご出席いただい
ております。薬剤師会としても参加する方向で動こうと思っ
ております。詳細は審議事項で検討いたします。よろしくお
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願いします。

1 ．審議事項　
（ 1）電子処方箋モデル事業について（資料 4）（豊見副

会長）
　豊見副会長より事業の概要について説明された。
　電子処方箋はマイナンバーカードがない患者も発
行可能で、患者はマイナポータルや電子お薬手帳ア
プリで処方箋の内容を確認できるが、当面は紙で処
方内容の控えを渡すことを想定している。病院診療
所・薬局のメリットとして、リアルタイムで調剤情
報を共有でき重複投薬を抑制できる。患者のメリッ
トとしては、オンライン診療・オンライン服薬指導
の際に薬局・医療機関に行かなくても処方箋を受け
取れる。
　10月31日からモデル事業が始まり、2023年 1 月よ
り本運用となる。モデル事業は 1年間かけて行い、
全国 3地域40施設を想定している。 7月中に医療機
関・薬局を選定する。薬局には厚生労働省と委託事
業者による説明会を実施予定。
　下田代理事より対象薬局の選定方法について質問
があり「 5キロ圏内の10件程度」に限らず、多くの
薬局に参加していただく方向で話を進め、引き続き
検討していくことが承諾された。

（ 2）�新型コロナウイルス感染症関連について（豊見会長）
オンライン診療センターの状況等について報告され
た。

（ 3）リビングひろしま「はじまり」 9月号取材協力につ
いて（豊見会長）
内　容：�フロント特集「健康寿命を延ばすための筋

活」に合わせ、「健康サポート薬局」につ
いて紹介

スケジュール：取材／�8 月31日（水）までのご都合
の良い日時

校了／ 9月22日（金）
掲載／�9 月30日号（ 9月29日・30日

発行）
中川副会長が対応することが承認された。

（ 4）令和 4・ 5年度職域部会及び委員会等委員名簿につ
いて（資料 1－ 1、 1－ 2）（野村専務理事）
　野村専務理事より変更箇所等について説明があり、
下記を変更のうえ理事会に議案として提出すること
が承認された。
　谷川副会長より次世代指導薬剤師特別委員会に広
島総合病院薬剤部�白井敦史先生を入れていただき
たいという意見があり、松尾副会長を通して病院薬
剤師会より推薦いただくこととした。
　また、秋本常務理事より広島県地域医療介護総合
確保事業の補助金の申請について意見があり、野村
副会長が担当することとした。

（ 5）令和 4年度第 3回理事会の日程調整について（野村
専務理事）
開催日時：令和 4年 8月 4日（木）　19：00～
開催方法：オンライン（Zoom）
（令和 2年度は、 8月 1日（土）15:00～ハイブリッ
ド開催）
8 月 4 日（木）19時より Zoom開催することで承
認した。豊見会長・野村専務理事のみ来会する。

（ 6）後援、助成及び協力依頼等について（野村専務理事）

ア．令和 4年度老人保健福祉月間の主唱について（資料
2）
日　時： 9月 1日（木）～ 9月30日（金）
（毎年主唱）
主唱について承諾した。

イ．第60回（令和 4年度）広島県身体障害者福祉大会の
助成（広告掲載）について（資料 3）
日　時：10月27日（木）　10時00分～12時20分
場　所：福山市神辺文化会館　
参加者：�約600名　身体障害者代表及び市町行政関

係者、知事表彰受賞者、会長表彰受賞者、
その他

主　催：一般社団法人広島県身体障害者団体連合会
　　　　NPO法人福山市身体障害者団体連合会
　（毎回助成、助成金 1万円（広告 1 / 5 規格））
　※原稿確認資料最終ページ
　後援および昨年と同様の助成を行うことについて
承諾した。広告内容も昨年どおりとする。

2 ．報告事項　
（ 1） 6月16日定例常務理事会議事要旨（別紙 1）
（ 2）諸通知
ア．来・発簡報告（別紙 2）
イ．会務報告（別紙 3）
ウ．会員異動報告（別紙 4）

（ 3）委員会等報告
（野村専務理事）

7 /15　委員会等担当役員打合会［広島県薬剤師会
館］　

（荒川常務理事）
7 / 8 　次世代指導薬剤師特別委員会［広島県薬剤

師会館・Zoom］
7 /20　次世代指導薬剤師特別委員会［Zoom］

（竹本常務理事）
7 / 4 　薬事情報センター業務紹介・災害時の薬剤

師活動について講義及びMP見学
［広島県薬剤師会館］（薬事情報センター）　
参加者：午前14名・午後14名

7 / 9 　薬事情報センター定例研修会（テーマ：フ
レイル・サルコペニア・ロコモ）　
［広島県薬剤師会館］（薬事情報センター）　
参加者：201名

7 /12　薬事情報センター業務紹介・災害時の薬剤
師活動について講義及びMP見学　
［広島県薬剤師会館］（薬事情報センター）　
参加者：午前13名・午後 6名

（ 4）関連団体報告
（豊見会長）

7 /11　広島県医療審議会［Zoom］
7 /12　日薬賞等選考委員会［Zoom］
7 /14　社会保険診療報酬支払基金広島支部　令和

4年 7月支部運営委員会
［社会保険診療報酬支払基金広島支部］

7 /19　社会保険診療報酬支払基金情報化企画部医
療情報化推進アドバイザー野村氏来会　
［広島県薬剤師会館］　

7 /21　広島サミット県民会議（仮称）設立総会及
び第 1回総会　
［グランドプリンスホテル広島］
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県・市・商工会議所をはじめ、医師会・歯科医師
会・看護協会等の70以上の団体により構成されてお
り、広島県薬剤師会としても協力することを報告さ
れた。

（青野副会長）
7 /12　中国四国厚生局来局　［相田薬局］
7月15日に行われる個別指導の事前相談で来局され
たと報告された。
7 /19　日本医療薬学会「地域薬学ケア専門薬剤師

制度」における連携研修マッチングに係る
全国説明会　［Web会議］

（豊見副会長）
7 / 7 　内閣府来会（HMネット）［広島県薬剤師会

館］
7 /15　令和 4 年度第 3 回 HMネット運営会議［広

島県医師会館］
下記の内容について報告された。
・デロイトトーマツが広島県医師会と県庁にインタ
ビューを行っており、 7月中旬以降には薬剤師会で
も行われる予定となっている。また、インタビュー
からデロイトトーマツが整理したHMネット活用
推進上の課題の中に、薬局について理解されていな
い部分があったので指摘をした。
・薬務課よりHMBox での情報共有について現状
報告があった。健康手帳ビューワは薬局ではVPN
でアクセスしているが、検査センターで解析を進め
るため、SSL環境で利用できるようになるとのこと。

（豊見日薬常務理事）
7 /12　第 5回理事会　［東京　日薬］　
7 /19　常務理事会　［東京　日薬］（資料 5）
7 /19　地域薬学ケア専門薬剤師制度説明会［東京

日薬］
（中川副会長）

7 / 7 　21世紀、県民の健康とくらしを考える会役
員会　
［広島県医師会館（ハイブリッド開催）］（資
料 6）

令和 3 年度の事業・収支報告があり、来年度の
フォーラム開催にあたって各団体に費用負担が依頼
されること、令和 5 年 1 月21日午後から「食」を
テーマにハイブリットで研修会開催を予定している
ことを報告された。

（野村専務理事）
7 / 8 　広島県健康づくり推進課来会　［広島県薬剤

師会館］（資料 7）
がん検診サポート薬剤師による啓発活動として、県
に要望のあった事業所へ出張出前講座を行う予定で
あることを報告された。

（荒川常務理事）
7 / 8 　令和 4 年度第 1 回中国・四国ブロックエイ

ズ治療拠点病院等連絡協議会　
［広仁会館（ハイブリッド開催）］

昨年島根県で開催予定だったが中止となったため、
島根の先生が多く講師をされており、歯科との連携
などの講演があった。詳細は県薬会誌に寄稿される
予定であると報告された。

（竹本常務理事）
6 /30　令和 4 年度広島県高等学校保健会総会［広

島県医師会館］

7 / 6 　令和 4 年度学校保健及び学校安全文部科学
大臣表彰候補者の表彰等選考専門委員会
［Zoom］

薬剤師会からの推薦が承認されたこと、来年度は 2
名推薦できることを報告された。

（柚木常務理事）
7 /14　健康経営の推進に向けた実証試験の薬剤師

による健康づくりについての打合せ
［広島県薬剤師会館］（資料11）�

事業の内容について説明された。対象者選定時に薬
剤師のサポートを希望している人を集めているわけ
ではないので苦慮しているが、良いデータが出せる
よう努力していく。今後は 7・ 8・ 9 月に講演会を
行って、サポート対象者を増やしていきたいと考え
ていると報告された。

（吉田常務理事）
7 /15　令和 4 年度第 1 回リハビリテーション専門

職等人材育成調整会議　［Zoom］
（衣笠事務局長）

7 /11　広島市サミット推進室来会　［広島県薬剤師
会館］

（指導）
7 /14　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の新規個別指導　
［福山合同庁舎］（中川副会長、井上常務理
事）

7 /15　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導　［広島合同庁舎］
（竹本常務理事）

3 ．その他　
（ 1）常務理事会の開催について（野村専務理事）

8月 3日（水）午後 7時～
（議事要旨作成責任者【予定】石本　新）
8月25日（木）午後 7時～
9月 7日（水）午後 7時～
9月22日（木）午後 7時～
10月 5 日（水）午後 7時～
薬事衛生大会を10月20日（木）に開催することを検
討するため、常務理事会の日程を10月 6 日（木）と
10月19日（水）に変更することとした。

（ 2）二葉の里薬局の収支状況及び処方箋応需状況報告に
ついて（資料 8）（野村専務理事）
薬剤師 1 名の増員に向けて、県薬会誌や県薬Web
サイトで広報することとした。

（ 3）令和 4年度「適切なケアマネジメント手法」広島県
実践セミナー（大規模）の開催について（資料 9）
（野村専務理事）
日　　時： 8月27日（土）14：00～16：00
実施方法：Zoomミーティング（オンライン）
対　　象：�介護支援専門員、介護支援専門員と連携

する他職種及び自治体職員
主　　催：一般社団法人広島県介護支援専門員協会

（ 4）オンライン診療活用検討事業に係るセミナーの共催
について（資料10）（豊見副会長）
対 象 者：�医療機関、薬局の医師、看護師、薬剤師、

事務員向け
開催日時： 9月 3日（土）14：00～15：45
会　　場：広島県医師会館
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定　　員：会場参加150名、オンライン参加300名
受 講 料：無料
申込締切： 8月31日（水）
（承諾で回答済）
広報依頼等があった際には協力することを報告され
た。

（ 5）第55回日本薬剤師会学術大会（仙台大会）の参加確
認（PECS登録）について（野村専務理事）
会　期：10月 9 日（日）・10日（月・祝）
参加登録：�現地・Web とも、必ず PECS（薬剤師

研修・認定電子システム）登録
参加方法：・�現地参加の方は、QRコードで研修開

始受付と研修終了受付を行う。
・�Web 参加の方は、開始前に ID 等を
入れてWEB用参加のページにログイ
ンし、最後まで受講する。

※大会終了後、事務局で参加状況を確認します。

旅費の補助にあたって、研修認定薬剤師制度の単位
を取得しない場合でも PECS へ登録するよう依頼
された。

（ 6）その他
・中川副会長より、 8月20日に開催するシラバス研
修会の開催方法について確認があり、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、オンラインのみでの開
催に変更することとした。
・松尾副会長よりてんかん治療医療連携協議会より、
薬局薬剤師の先生に向けてアンケートを実施したい
という相談があったことを報告された。正式な依頼
が届き次第、常務理事会で検討することとした。
・豊見副会長より研修認定薬剤師制度について、他
県において PECS のデータ送信ができていないこ
とや薬剤師名簿登録番号のミスによるトラブルが発
生していることについて注意喚起された。

8月3日定例常務理事会議事要旨

日　時：令和 4年 8月 3日（水）午後 7時～ 8時30分
場　所：広島県薬剤師会館
議事要旨作成責任者：石本　新
出席者：豊見会長、谷川副会長
オンライン出席者：�青野・豊見・中川・松尾各副会長、野村

専務理事、秋本・荒川・石本・井上・岡
田・笠原・竹本・中島・二川・宮本・柚
木・吉田各常務理事

会長挨拶：つい先程、日薬より、厚労省からの通知が来まし
た。数日前から話が出ていたのですが、会社やいろいろな事
業所で、従業者等が新型コロナに感染し自宅等で療養を開始
する際に、当該事業者から保健所が発行する検査の証明や医
療機関が発行する証明書を求めない。
　やむを得ず証明書を求める場合であっても、必要のない限
り、医療機関や保健所が発行する証明書ではなく、従業員等
が自ら撮影した検査結果を示す画像や、自らMy�HER-SYS
で取得した療養証明書で確認して頂きたい等、 4つ程記載し
てあります。
　職場復帰の際や濃厚接触者にも証明書を求めるなとか、従
業員等以外の者に対しても感染の有無を確認する必要がある
場合、可能な限り自分で行った検査の結果やMy�HER-SYS
で対応する。
　HER-SYSというのは、医療機関が登録することが基本で、
東京、大阪、沖縄とかもでは、患者が医療用だと分かる包装
の検査結果の画像を添付して入力し、医師が判断してHER-
SYS に登録するという陽性者登録センターというスキーム
で感染者に認定されるというシステムがあります。そのシス
テムに患者がアクセスできる部分がMy�HER-SYS です。そ
れも無くても、そのような写真を職場に送ればいいのではな
いかということが厚生労働大臣名で通知が出されました。
　ただ広島県では、まだその流れが出来ていないということ
と、医療用キットを広島県が受け取ることを決めて、薬局が
それを請け負うことになったとすれば、何らかのシステムが
生まれるということになるということなのか、それともそう
いうことは関係なく自宅で療養してくださいと言うことなの
か、厚労大臣が言っているように、自分で写真を送って職場

が認める。My�HER-SYS 関係なく、この登録は医師でない
と出来ませんので、職場が認めれば、保険会社が関係なけれ
ばいいよという方向になっていくのだと思います。（その後
陽性者登録センターは 8月26日から広島県でも始まりました）
　薬局で配付することになれば、有症状者用の無料キットと、
今やっている無症状者用の仕事、そして販売が重なり合って、
それをどう判断するのか本当に薬局としても大変です。有症
状者に配付する場合としたら、予約をしてもらって、外や車
の中とかで待ってもらいキットを渡すとかになりますでしょ
うし、薬局の中、他の方もおられる中に「私は有症状者で
す」とキットを取りに来られる訳にはいきませんので、それ
もやらなければいけない。恐らく医師会は断るのではないか
と思っていますが、有症状者に配付しても、説明等を考えて
いたら、医療機関はその場でやった方が早い訳です。ですか
ら、有症状者に配付する意味がない。医療機関で配付し、手
間を少なくするということにはならないという考え方が主で、
手がいっぱいの発熱外来ではそのようなことをしてはおられ
ないということなんですね。医療機関では、有症状の方に無
料でキットを配付するというスキームに参加される方はいな
いのではないか。そうすると、薬局で配付する以外はないの
かなということになるのですが、そうなればまた考えなけれ
ばならないのでしょう。
　というような事で、緊急的な話をしましたが、今後のこと
は、まだまだ予断を許さない状況下であると考えています。
では、本日もよろしくお願いします。
（その後、薬局での無料配布分は行わないことになりました。）

1 ．審議事項
（ 1）新型コロナウイルス感染症関連について（資料 1）

（豊見会長）
　厚労省の求めにより、抗原検査キットの販売取り
扱い薬局を調査し地図を作成、県薬WEBサイト　
に掲載した。厚労省Webサイトからもリンクされ
ていると報告があった。
　在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について
薬剤師以外の者が配送した場合でも算定が可能であ
ること、オンライン診療センター当番薬局について
は、配送料は患者に負担を求めないこと等の要件が
確認された。
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（ 2）高齢者施策総合推進会議の委員の推薦について（資
料 2）（谷川副会長）
委嘱期間：委嘱の日から令和 7年 3月31日まで　
現　　在：豊見　雅文　会長　
回答締切： 8月12日（金）　
豊見会長を推薦することを承認した。

（ 3）第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師
会中国四国支部学術大会
薬学生対象企画展示について（資料 3）（谷川副会
長）
回答締切： 9月 5日（月）
（昨年度 : 出展）
　病薬と足並みを揃えて出店することを承認し、担
当は荒川常務理事となった。
　併せて、（ 8）に関連し、参加費の補助について、
県薬代議員数分と県薬役員数分の補助を行い、県薬
会誌にて広報を行うことを併せて承認した。支援の
方法については、次回常務理事会で承認することと
した。
　松尾副会長（県病薬�会長）より、演題募集は終
了したが、参加募集はこれから行われるため、協力
をお願いしたいと補足があった。

（ 4）11月開催の常務理事会の日程調整について（資料 4）
（谷川副会長）

ア．11月 2 日（水）令和 4 年度�日本薬剤師連盟�全国会
長・幹事長拡大会議

　　→11月 9 日（水）に変更
イ．11月17日（木）令和 4年度学校環境衛生・薬事衛生

研究協議会（第 1日目）（和歌山）
　　→11月24日（木）に変更

日程変更を承認した。
（ 5）会議等の開催について（資料 4）
ア．第39回広島県薬事衛生大会

10月20日（木）午後 3時～　於　広島県薬剤師会館
【令和 3年10月21日（木）15：00 ～　於　広島県薬
剤師会館　開催】

イ．令和 4年度薬祖神大祭
10月20日（木）午後 4時～　於　広島県薬剤師会館
【令和 3年10月21日（木）15：00 ～　於　広島県薬
剤師会館　開催】
野村専務理事より、新型コロナ感染状況を考慮して、
昨年と同様にア、イ共に会館においては、式典・祭
事のみとすることを予定していると説明があった。

ウ．県民公開講座
11月19日（土）もしくは11月26日（土）午後 2時～
於　広島県薬剤師会館
【令和 2・ 3 年度中止・令和元年10月19日（土）
15：00～　於�広島県薬剤師会館　開催】
野村専務理事より、講師を選定中であるが、役員の
方からも、いい方がおられたら推薦して欲しいと説
明があった。

エ．令和 5年薬事関係者新年互礼会
1月 5日（木）　時間・場所　未定

【令和 4年 1月 6日（木）17：00 ～　於　ホテルグ
ランヴィア広島　開催】

オ．地域・職域会長協議会
2月25日（土）午後 3時～　於　広島県薬剤師会館

【令和 4年 2月19日（木）15：00～　於�広島県薬剤
師会館　開催】

カ．理事会
2月25日（土）午後 5時～　於　広島県薬剤師会館

【令和 4年 2月19日（木）16：30～　於�広島県薬剤
師会館　開催】

キ．第62回広島県薬剤師会臨時総会
3 月26日（日）　午後 1 時～　於　広島県薬剤師会
館
【令和 4年 3月27日（日）13：00 ～　於　広島県薬
剤師会館　開催】

（ 6）広島民医連薬剤部門研修会への講師派遣について
（資料 5）（豊見副会長）
日　　時：10月22日（土）15：00～17：00
場　　所：生協けんこうプラザ
講演内容：�地域における医療・介護の質向上のため

に　～薬薬連携の具体的な業務と、現時
点での課題～

対　　象：�広島県民主医療機関連合会の加盟院所
（病院・薬局）に勤務する薬剤師

豊見副会長が講師をされると説明があった。
（ 7）�日本褥瘡学会中国四国地方会世話人の推薦について

（資料 6）（谷川副会長）
世話人： 1名
中島常務理事を推薦することを承認した。

（ 8）�第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師
会中国四国支部学術大会の支援について（谷川副会
長）
会　期：11月 5 日（土）・ 6日（日）
場　所：広島国際会議場

（ 9）�公益社団法人広島県薬剤師会役員報酬規程の適用に
ついて（資料 7）（衣笠事務局長）
明日の理事会で提案することを承認した。

（10）�後援、助成及び協力依頼等について（谷川副会長）
ア．第 6 回中国医療情報技師会研修会の後援について

（資料 8）
日　　時： 8月27日（土）13：30～16：40　
場　　所：WEB開催　
開催目的：��医療情報に求められる必要な知識、経験

を共有する
参加対象者：��医療情報に関係する医療従事者及び

ITベンダー
主　　催：中国医療情報技師会�
�（初めて）
後援することを承認した。

イ．「オレンジリング・イベント」への後援について（資
料 9）
イベント名：�世界アルツハイマーデー記念講演会

in 府中市
日　時：10月30日（日）　13：00～16：00
場　所：府中市文化センター
主　催：�広島県（受託・公益社団法人認知症の人と

家族の会広島県支部）　
（毎年後援）
後援することを承認した。

ウ．第33回日本臨床工学会の後援について（資料10）
日　時：2023年 7 月21日（金）～ 7月23日（日）
場　所：広島国際会議場　
主　催：公益社団法人日本臨床工学技士会
　　　　一般社団法人広島県臨床工学技士会�
（初めて）
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後援することを承認した。
エ．第 5回薬と健康の「やく薬フェスタ」の後援につい

て（資料16）
日　時：10月16日（日）　10：00～15：00
場　所：広島駅南口地下広場
主　催：一般社団法人広島市薬剤師会
共　催：広島県
（毎回後援）
後援することを承認した。

2 ．報告事項 
（ 1）� 7 月 6 日定例常務理事会議事要旨（別紙 1）
（ 2）�委員会等報告

（豊見会長）
7 /28　正・副会長会　［広島県薬剤師会館］
　谷川副会長より、県知事賞等の候補者を選定し、
来年 3 月までの諸行事の日程を確認したと報告が
あった。

（青野副会長）
8 / 1 　薬局後発医薬品使用促進事業委員会［広島

県薬剤師会館］（資料11）
　現状と課題について、取組についてが報告され、
意見交換があったと報告があった。

（谷川副会長）
7 /31　令和 4 年度薬剤師認知症対応力向上研修　

［広島県薬剤師会館］　
（薬事情報センター）　参加者41名　

　次回は 2月に予定されていると報告があった。
（豊見副会長）

7 /30　子どもの病気と薬を学ぶ研修会　小児救急
医療の現場から学ぶ（WEB）　
［広島県薬剤師会館（WEB）］　参加者264名

　毎回200名を超える参加者があり、次回は 8 月に
Common�disease を学ぶについて開催されると報
告があった。

（野村専務理事）
7 /27　県民公開講座運営委員会・薬事衛生大会実

行委員会合同会議［広島県薬剤師会館］
　薬事衛生大会での講演会は、県民公開講座とのコ
ラボで企画をすすめることになったと報告があった。
7 /29　選挙管理委員会［Zoom］
　提出された書類のチェックを行い全て定数どおり
受理をしたことを確認したと報告があった。

（秋本常務理事）
8 / 2 　退院時カンファレンス等メンター制度検討

委員会［Zoom］
　 9 /25に薬剤師とケアマネと合同研修会を開催す
る内容を検討し、ケアマネ側からの講師に岸川映子
先生、薬剤師側からの講師として豊見会長にお願い
することになったと報告があった。

（荒川常務理事）
7 /24　広島県薬剤師会における薬薬連携に関する

研修会～心不全に対するフォローアップ～（次
世代指導薬剤師特別委員会研修会）［Zoom］
参加者　27名

　日薬からの伝達講習会という形で「心不全」を
テーマに研修会を開催した。薬剤師として心不全療
養薬剤師という資格があるということも併せて報告
があった。

（吉田常務理事）
7 /25　復職支援研修会　［広島県薬剤師会館］　

参加者　12名（来会 8名・オンライン 4名）
7 /31　健康サポート薬局研修A［広島県薬剤師会

館・Zoom］　参加者57名　
8 / 2 　健康サポート薬局研修Aレポートチェック

［広島県薬剤師会館］
　レポートの再提出が 3名あったが、 3名とも提出
し、全員終了したと報告があった。

（ 3）関連団体報告
（豊見会長）

7 /27　日本薬剤師会第 2 回都道府県会長協議会　
［Zoom］

7 /29　第 1 回広島県医療審議会保健医療計画部会
［Zoom］

　病院では薬剤師が不足しているということと、薬
学部の入学定員を減数したり、新設を認めないとい
うことの擦り合わせが難しい問題があると報告が
あった。
　地域薬剤師会等総会　
7 /31　第36回広島県青年薬剤師会通常総会［広島

県薬剤師会館］
　会員数が減少傾向にあるようだが頑張って活動を
行って欲しいと挨拶をしたと報告があった。

（青野副会長）
7 /22　協会けんぽ広島支部来局　［相田薬局］（資

料12）
　ジェネリック医薬品の使用促進について話を聞い
た報告があった。
7 /26　第26回中国地方社会保険医療協議会総会　

［中国四国厚生局］
　広島市では不正請求に関して歯科医院の資格取り
消しについての話があったと報告があった。
7 /26　第167回中国地方社会保険医療協議会広島部

会［中国四国厚生局］
（豊見副会長）

7 /22　オンライン資格確認・電子処方箋ヒアリン
グ［豊見薬局］

　NTTデータの医療システムの担当の方が薬局関
係で関われる事がないかというヒアリングに来られ
たと報告があった。

（豊見日薬常務理事）
7 /22　令和 4 年度「医療機能情報提供制度・薬局

機能方法提供制度の全国統一システム構築
に関するプロジェクト管理支援業務」第 1
回検討委員会［WEB］

　薬局機能情報の全国システムが構築されており、
広報等の検討が行われていると報告があった。
7 /22　第 7回医療扶助に関する検討会［WEB］
　医療扶助も今後オンライン資格確認システムが利
用される。頻回受診や重複投薬の対応、医療扶助審
議会等について検討が行われていると報告があった。
7 /25　中医協レク［WEB］
7 /26　常務理事会［東京　日薬］（資料13）　
7 /27　第 2回都道府県会長協議会［東京　日薬］　
8 / 1 　令和 4 年度厚生労働科学研究費補助金（地

域医療基盤開発推進研究事業）
医療需要や医師の働き方等の変化を踏まえ
た病院薬剤師の需要把握のための研究
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第 1回班会議　［東京　日薬］
8 / 2 　常務理事会［東京　日薬］（資料15）　

（柚木常務理事）
7 /27　第 5 回健康づくり講演会［広島県薬剤師会

館］
　薬剤師の支援を受けることができる方の
講演会で第 2 弾の第 1 回目参加者は27名で
あったが、�サポートされる薬剤師の方にも
参加していただけるように早めの広報をし
たいと報告があった。

（その他）
7 /22　医薬品情報委員会（広島県病院薬剤師会）

［広島県薬剤師会館］　
（薬事情報センター）（水島薬事情報センター
長）

（指導）
7 /27　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の新規個別指導
［広島合同庁舎］（秋本・吉田各常務理事）

8 / 3 　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導［広島合同庁舎］（中
川副会長）

3 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（谷川副会長）

8月25日（木）午後 7時～
（議事要旨作成責任者【予定】井上　真）
9月 7日（水）午後 7時～

9月22日（木）午後 7時～
10月 6 日（木）午後 7時～
10月19日（水）午後 7時～

（ 2）令和 4 年度広島県四師会役員連絡協議会について
（谷川副会長）
日　時：10月26日（水）　18：30～
場　所：�ANAクラウンプラザホテル広島　 3 階　

アカシア
出席者：会長、各副会長、専務理事、各常務理事

（ 3）服薬ケア医療学会第12回大会開催について（資料
14）（谷川副会長）
会　　期：�9 月17日（土）～19日（月・祝）（17日・

18日ハイブリッド、19日オンライン）
会　　場：横浜市旭公会堂
登 録 料：事前登録8,800円（税込）
申込期限： 8月31日（水）

その他報告事項
・豊見会長より、学校薬剤師部会より「学校環境衛生
管理マニュアル」（青本）の斡旋を別途斡旋価格を
設定し行うと地域薬剤師会へ広報したと報告があっ
た。

・電子処方箋モデル事業の進捗について質問があり、
安佐市民病院で実施する方向で検討されていると情
報提供があった。

（ 4）その他行事予定（谷川副会長）
（省　略）

8月25日定例常務理事会議事要旨

日　時：令和 4年 8月25日（木）
　　　　午後 7時00分～午後 9時00分
場　所：広島県薬剤師会館 2 F在宅医療研修室
議事要旨作成責任者：井上　真
出席者：野村専務理事、笠原常務理事
オンライン出席者：�豊見会長、青野・谷川・豊見・中川・松

尾各副会長、秋本・荒川・井上・岡田・
竹本・中島・二川・宮本・吉田各常務理
事

欠席者：石本・柚木各常務理事

会長挨拶：
　薬局での無料検査で陽性結果の患者が増えてきました。
　必要な薬の逼迫状況等、審議事項でお話をしたいと思いま
すので、状況は大変ですが本日もよろしくお願いいたします。

1 ．審議事項
（ 1）新型コロナウイルス感染症関連について（豊見会長）

　豊見会長より、抗原検査キットの無料配布につい
て、他県では「 5 本入りのまま届き、薬局で小分
け」、「説明不要」、「朝早くから行列ができる」等の
事情から患者、薬局共に不平が多かったため、その
ような事態を招かぬよう、「小分けパッケージ」に
て「説明書同封」で薬局に配送されれば、薬局での
無料配布に協力できる旨薬務課に提案しているが、
広島県では、薬局に無料配布の業務が廻ってくる予

定は無い。
　さらに、ロシュのキットを厚労省が初承認し、今
後通信販売等が開始されるだろうが、配送について
は30℃以下という温度管理を必要とするため、どの
ように配送するのか不明とお話があった。
　また、コロナとは別に厚労省から「零売の広報の
制限」について通知があったが、法律にないことを
指導だけで抑えることができるのか甚だ疑問であり、
零売は薬剤師の権利でもあるし、広島では、今のと
ころこの通知を破って零売を広報している薬局は無
いため、会員には通知していないと説明された。
　薬の不足について、広島県もアセトアミノフェ
ン・カロナールの入荷が少なくなっているため、細
粒が不足した際、錠剤を粉砕することについて、薬
剤師は可能だが、そういった経験のない院内処方の
小児科医に分かるよう、二葉の里薬局の三浦薬局長、
松尾副会長に資料の作成をお願いし、発出予定。カ
ロナールシロップは 9月上旬、細粒は10月上旬まで
不足が続くことから、松尾副会長が薬務課より相談
を受けていることについて、「錠剤を粉砕すること
は薬局にて対応可能」、「苦みについては通常の小児
対応で可能」であることが確認された。
　竹本常務理事より、テレビの取材・放映に関し、
視聴者から薬局に反応があったこと、ツムラより来
訪にて、「現在不足している漢方薬数種について、
9月の上旬には解消できそうだ」というお話があっ
たと報告された。
　秋本常務理事より、明日より稼働する「広島県陽
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性者登録センター」について質問があり、豊見会長
より、薬局での対応は検査キット購入者、無料検査
の陽性者へのパンフレットの配布であり、実際の登
録に関しては患者個別で対応するとの回答があった。

（ 2）広島国際大学薬学部 1年次生「早期臨床体験」への
協力について（資料 1）（谷川副会長）
科 目 名：「早期臨床体験」（専門必修科目 1単位）
訪問日時：�9 月15日（木）14：00～16：10（終了時

間は予定）
訪問参加者：薬学部 1年次生80名、引率教員 5名
　薬事情報センター（座学形式で、情報の収集と活
用、スポーツファーマシストについての講義）、薬
局見学（調剤部門、無菌調剤について）、モバイル
ファーマシー見学（概要説明後、車内見学）等、 1
年生を対象に、「広島県薬剤師会」がどういうもの
か、学生でも日本薬剤師会の会員登録可能であるこ
と等を知ってもらう機会とする。学生実習受入委員
会、モバイルファーマシーについて災害対策委員会
及び二葉の里薬局を担当とし、検討していくことを
承認した。

（ 3）令和 4年度第 2回中国・四国ブロックエイズ治療拠
点病院等連絡協議会への出席について（資料 2）（谷
川副会長）
日　時： 9月 7日（水）14：30～17：00
場　所：�TKP ガーデンシティ広島駅前大橋（原則

オンラインでの参加）
笠原常務理事が出席することに決定した。

（ 4）令和 4年度広島県四師会役員連絡協議会の出席者及
び協議事項について（回覧）（資料 3）（野村専務理
事）
日　　時：10月26日（水）18：30～
場　　所：�ANAクラウンプラザホテル広島　 3 階

アカシア
協議事項：
回答締切： 9月30日（金）
　常務理事会出席者については全員出席で確認、欠
席者については事務局で確認することとした。

（ 5）令和 4年度広島県四師会「社会保険担当理事連絡協
議会」の出席者及び協議事項について（資料 4）（野
村専務理事）
日　　時：10月26日（水）17：15～18：15
場　　所：�ANAクラウンプラザホテル広島　 4 階

ミモザ
協議事項：
回答締切： 9月30日（金）
　例年通り、医療保険の主担当である青野・豊見・
中川副会長が出席することを決定した。
　「薬局の疑義照会」、「リフィル処方箋について」
を協議事項として挙げることを承認した。

（ 6）「薬剤師資格証発行に係る実務説明会」の参加者等
について（資料 5－ 1、 5－ 2）（豊見副会長）

●参加者
日　時： 9月14日（水）13：30～16：30
参加者：�都道府県薬剤師会担当役職員等（実務担当

者）
主　催：日本薬剤師会

●本会と日薬、本会と地域・職域薬剤師会との連携業
務内容
②～⑦もしくは③～⑦

②送付リストを元にした申請者への受取案内
③�交付窓口に来た申請者の顔、薬剤師資格証等
の顔写真、本人確認書類（マイナンバーカー
ド・パスポート・運転免許証等）の顔写真が
一致することを確認（代理人の受領は認めな
い）

⑦�申請者が署名した上記受領証に、対応した担
当者が記名押印、または署名する

●非会員の取り扱い
●地域・職域薬剤師会へ支払う手数料
　薬剤師資格証発行 1枚あたり　
　会員　　円・非会員　　円
　 9月14日に開催される説明会について、事務局
担当者が出席する他、モデル事業として先行して
開始する安佐支部の事務担当者にも案内すること
となった。
　あわせて、県薬と地域薬剤師会の業務内容につ
いても議論が行われ、支払う手数料は従来通り、
1,600円（会員の場合は800円）とすることとなっ
た。

（ 7）第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師
会中国四国支部学術大会への参加助成について（資
料16）（谷川副会長）
事前登録：9,000円
期　間：11月 5 日（土）・ 6日（日）
場　所：広島国際会議場
　各支部代議員数（計79名）分について、各自10月
12日（水）までにオンラインで参加登録をし、領収
書を各支部でとりまとめ、県薬に提出してもらうこ
とで確認すること、会誌 9月号に告知板を掲載する
ことを確認し、各支部に資料16の通知文を送付する
ことを承認した。

（ 8）広島県オンライン診療・服薬指導セミナー（第 1回）
の参加について（資料 6）（豊見副会長）
日　　時： 9月 3日（土）14：00～15：45
開催方法：オンラインのみ
概　　要：�https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

soshiki/54/online-seminar.html
対　　象：�医療機関・薬局の従事者（医師，薬剤師，

看護師，事務職員等）等
定　　員：300名
申込締切： 8月31日（水）
申 込 先：�https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

ques/questionnaire.php?openid=2424
　豊見副会長より、オンライン診療のシステムを提
供している企業がブースを出すという話で進んでい
たが、オンラインでの説明会のみに変更になったこ
と、広報については県薬HP研修会カレンダーに掲
載していると説明があった。会員への更なる周知に
ついては、薬務課に各薬局への通知を行っているか
確認をし、県薬からではなく、広島県から薬局へ必
要な周知を行うよう依頼することに決定した。（デ
ロイトトーマツから案内済みであることを翌日確認）

（ 9）広島がん高精度放射線治療センター（HIPRAC）
県民公開セミナーの周知について（資料 7）（青野
副会長）
日　　時：10月 8 日（土）14：30～17：00
開催方法：会場参加150名、Web300名）
場　　所：広島県医師会館　ホール
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（前回、会員薬局へファックス一斉同報）
ファックス一斉同報について承認された。

（10）後援、助成及び協力依頼等について（野村専務理事）
ア．第11回先端的がん薬物療法研究会開催にかかる共催

名義使用と広報について（資料 8）
日　時：�2023年 1 月 8 日（日）10：00～15：30（予

定）
場　所：グランドプリンスホテル広島�
　　　　�WEB（Zoomウェビナー）ハイブリッド

開催
主　催：�公益財団法人広島がんセミナー
（毎回共催）
共催することを承認した。

イ．広島国際大学薬学部卒後教育研修会共催・助成依頼
について（資料 9－ 1、 9－ 2）
日　時：11月26日（土）16：00～19：10
場　所：広島国際大学呉キャンパス 3号館 1階
研修会テーマ：�「Sustainable�Health�GOALS�

－健康寿命を考える－」
（毎年共催）
共催することを承認した。
　本会が共催する研修会に関し、研修センターの単
位付与に関する業務の取扱いについて議論があった。
　コードリーダーとパソコンの貸し出しについては、
本会役員が責任を持って当日対応できる場合は貸し
出してもよいこととなった。
　今後、共催依頼の検討については、この点も考慮
することとなった。

2 ．報告事項 
（ 1） 7月21日定例常務理事会議事要旨（別紙 1）
（ 2）諸通知
ア．来・発簡報告（別紙 2）
イ．会務報告（別紙 3）
ウ．会員異動報告（別紙 4）

（ 3）委員会等報告
（豊見会長）

8 / 4 　理事会［オンライン］
（谷川副会長）

8 /16　令和 4 年度「薬草に親しむ会」開催運営委
員会［広島県薬剤師会館・Zoom］

　 8月25日付中国新聞掲載広告について、子細につ
いて検討したと報告があった。
8 /23　広報委員会［広島県薬剤師会館・Zoom］
　会誌 9月号の校正会議を行ったと報告があった。

（中川副会長）
8 /20　シラバス研修会（職域での禁煙支援 - 総合

労働衛生機関として取り組み -）
［オンライン］参加者：232名

　禁煙アドバイザーの希望が150名程度あり、予想
以上の反響であったと報告があった。
8 /24　受け入れ実行委員会［広島県薬剤師会館・

Zoom］
　 6年制薬局実習の現状と、ビデオ講習会を 9月と
11月に広島と福山で開催することを確認し、年内に
薬局と大学へ指導薬剤師の説明会を行うことを決定
し検討していくこと、来期までに病院と大学の合同
説明会を開催できるよう計画していくと報告された。
ワークショップの参加費の助成について、受け入れ

を拒否する薬局もあることから、ワークショップの
参加時ではなく、実習を受け入れた時点で支払うよ
うにしてはどうかという意見があり、このことにつ
いて次回の常務理事会で提案をする予定であると報
告があった。

（野村専務理事）
8 / 4 　令和 4年度「薬草に親しむ会」現地下見　

［山県郡安芸太田町　深入山セラピーロード］
　新聞広告を掲載したところ、すぐに定員に達した
こと、会誌 9月号に開催要領を掲載し、会員10名程
度を追加予定であると報告があった。
8 /24　選挙管理委員会［書面表決］
　書面表決にて、立候補のとおり当選者が決定した
と報告があった。

（笠原常務理事）
8 /21　子どもの病気と薬を学ぶ研修会　common�

disease を学ぶ（WEB）
［広島県薬剤師会館（WEB）］　参加者：220
名

　アンケート結果で好評だったこと、次回は 9月28
日で初の平日開催の予定であると報告があった。

（竹本常務理事）
8 /21　トレーシングレポート書き方動画作成（打

合せ及び撮影）［広島県薬剤師会館］　（動画）
　尾道の山田真弘先生を中心に作成したと報告が
あった。動画を確認してもらい、意見等あれば事務
局の方へ連絡してほしいと依頼があった。

（吉田常務理事）
8 /21　健康サポート薬局研修 B［広島県薬剤師会

館］　参加者：19名
　レポートの提出について問題が発生しており、次
回の健康サポート薬局委員会で検討すると報告が
あった。

（ 4）関連団体報告
（豊見会長）

8 / 4 　社会保険診療報酬支払基金広島支部�令和 4
年 8月支部運営委員会　
［社会保険診療報酬支払基金広島支部］

（青野副会長）
8 /19　中国四国厚生局来局［相田薬局］
　指導監査課が来局し、 7月の個別指導について監
査の立会いの協力依頼があり、青野副会長が協力予
定であると報告があった。また、11月 2 日の特定共
同指導についても立会協力依頼があったと報告され
た。

（青野・中川副会長）
8 / 8 　県民が安心して暮らせるための四師会協議

会　健康寿命延伸検討WG［Zoom］
　健康寿命延伸検討WGについては事業継続が決
定したと報告があった。また、県民フォーラムにつ
いては今年度は広島県医師会担当で、テーマ「フレ
イル」で12月頃ハイブリッド開催される予定である
と報告された。

（豊見日薬常務理事）
8 / 5 　第47回日本 FIP 連絡会議［WEB］
8 / 9 　常務理事会［東京　日薬］（資料10）
8 /12　日本医療薬学会2022年度第 2 回専門薬剤師

制度運営委員会［WEB］
8 /23　常務理事会［東京　日薬］（資料11）
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8 /25　第 8回医療扶助に関する検討会［WEB］
（中川副会長）

8 / 5 　令和 4年度第 1回自立支援多職種ネットワー
ク推進会議［オンライン］

　研修のDVD、Youtube について、どちらも時
間が長いためチャプターごとに分ける等意見が出た
こと、「これから手帳」の普及について廿日市市の
事例を紹介し、専門職が「これから手帳」を知るこ
とが大事であるとの認識を共有したと報告があった。

（秋本・中島各常務理事）
8 /19　県民が安心して暮らせるための四師会協議

会医療・介護人材の育成・確保対策
WG第 4 回在宅ノウハウ連携研修の開催に
向けた第 1回講師打合せ［オンライン］

　参集形式からオンライン開催に変更されたこと、
開催時期も10月予定が延期予定であること、内容に
ついては未定だが各講師の講義について事前に収録
し、オンデマンド配信にて学習した上で参加する形
になるだろうと報告があった。

（荒川常務理事）
8 /21　令和 4 年度日本薬剤師会学校薬剤師部会�学

校環境衛生検査技術講習・学術研修会
［東京・TKPガーデンシティー竹橋］

　デジタル機器の使用方法について、実習にて学ぶ
ことができたと報告があった。機器の校正が適切に
なされていない現状について、標準的な使用方法等
学ぶ研修会を開催できればいいと感じたと報告され
た。

（岡田常務理事）
8 /20・21　リレー・フォー・ライフ・ジャパン2022広

島（尾道）（資料12）
［尾道しまなみ交流館、しまなみ交流館前広
場］

　参加者250名、Youtube 視聴が両日で約1,000名
であり、ハイブリッド開催前に比べて倍増したと報
告があった。

（竹本常務理事）
8 / 4 　広島県病院薬剤師会・地域医療連携支援検

討委員会［Zoom］
　10月 8 日の合同研修会の座長が山田先生と呉の大
塚茂雄先生に決定したこと、今後の研修会の内容を
検討したと報告があった。

（指導）
8 /25　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の新規個別指導　
［広島合同庁舎　北会議室］（下田代理事）

3 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（野村専務理事）

9月 7日（水）午後 7時～
（議事要旨作成責任者【予定】岡田　啓司）
9月22日（木）午後 7時～
10月 6 日（木）午後 7時～
10月19日（水）午後 7時～
11月 9 日（水）午後 7時～

（ 2）広島県オンライン診療・服薬指導セミナー（第 1回）
の講演者の推薦について（資料13）（豊見副会長）
日　　時： 9月 3日（土）14：00～15：45
場　　所：広島県医師会館（オンライン開催に変更）
講 演 者：災害対策委員会委員長　串田慎也先生
講演内容：コロナ禍における広島県の取組
　　　　　�「自宅療養者のための広島県オンライン

診療センターの設置」
（ 3）県民公開講座について（野村専務理事）

日　時：11月19日（土）14：00～
講　師：�野　村　功次郎　氏（防災家・危機管理ア

ドバイザー）
講師について決定したと報告があった。

（ 4）令和 4 年度広島県認知症疾患医療センター合同
WEBセミナーについて（資料14）（野村専務理事）
日　　時： 9月29日（木）18：30～20：00
開催方法：WEB形式
参 加 費：無料
申込締切： 9月15日（木）

（ 5）会営二葉の里薬局の収支状況及び処方箋応需状況報
告について（資料15）（野村専務理事）
　 7月はホテル療養患者が増えているため多くなっ
ていると報告があった。
　二葉の里薬局の求人について、ハローワークで募
集しているが応募者がなく、引き続き随時面接する
という形でハローワークでの募集を継続し、広島県
薬剤師会のHPの新着情報、求人・求職情報にも掲
載して募集を続けると報告があった。

（ 6）その他
　最後に野村専務理事より、最近19：30開始の会議
が散見されるが、WEBでの会議も活用しつつ、で
きるだけ早い時間の開始・終了に協力をお願いした
いと注意喚起があった。

9月7日定例常務理事会議事要旨

日　時：令和 4年 9月 7日（水）午後 7時～午後 9時15分
場　所：広島県薬剤師会館　
議事要旨作成責任者：岡田　啓司
出席者予定者：豊見会長、谷川副会長
オンライン出席者：�青野・豊見・中川・松尾各副会長、野村

専務理事、秋本・荒川・井上・岡田・笠
原・竹本・中島・二川・宮本・柚木・吉
田各常務理事

欠席者：石本常務理事

会長挨拶
　皆さんご存じのようにコロナもほんのすこし落ち着いてき
て、今日もオンライン診療センターの処方箋が50枚を下回っ
ているような状況です。一時に比べると半分以下に落ち着い
ています。
　人口と患者の割合ですが、広島県民の14％がかかっている
という計算になります。日本全国でも15～16%です。これは
2回目に入った人も全部、一人と数えているので、人数はこ
れよりちょっと少ないかもわかりません。アメリカは30%ぐ
らいフランスに至っては50%が罹患した事になります。日本
は第 7波に関しては行動をフリーにして患者数を増やしまし
たけれども、この第 7波の死亡者数は患者数ほどは増えてい
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ない。要するに重症化率が低いというのが分かっていてそう
いう施策を採っている。その政策で患者数は増えて行きまし
たが、死亡者数は諸外国に比べると 1 /10ぐらいです。10万
人当たりの死者数を計算した値ですが、やはり全然違います。
医療崩壊に近いとか言いながら逼迫をするだけで、重症者の
命はかなり救えているという結果であろうと思います。政策
としては間違ってなかったのではないでしょうか。
　もう 1つ話題になったのが、 5日の晩に日経新聞等々に出
てきたアマゾン薬局です。前からよくアマゾン薬局はどのよ
うな形かという話をしておりましたが、ある程度現実のもの
になるというのがニュースとして流れました。オンライン診
療から出た電子処方箋をアマゾンのプラットフォームで薬局
を選び、配送はアマゾンの配送システムを使うということで、
たぶんアマゾンと契約をした薬局で、患者さんに一番近い薬
局を選べるようにしてあるのか、その後の情報が出てないの
でわかりません。人によっては、その薬局の在庫まですべて
アマゾンに上げておいて、その在庫で間に合う処方箋を薬局
を選んで、推薦をすると言うような形になるのではないかと
も言われていますが、どちらにしても中・小薬局を使って、
アマゾンの配送システムに乗せるというシステム。例えば、
佐伯区でアマゾンの配送網を使うとしたら佐伯区の中に一軒
か二軒薬局を選べるようにしておき、そこに薬を収集に行っ
てアマゾンが配送をするというシステムであろうと思われま
す。そのオンライン服薬指導に関しては、この中にどういう
ふうな形で入っているのかはわからない。今後のアマゾンの
展開ですが 5・ 6 年したらアマゾンは直営薬局を作るんでは
ないかというような話もあります。どちらにしても結構、大
きいアタックを持つ物になるのかなというような想像をして
います。
　もう 1つ、これに近い話題で東京で医療機関と契約をして
医療機関にシステムを入れて、そこから契約をした薬局に情
報を送る。それが一枚、トータルで300円。今薬剤師会で行っ
ているファックスよりもちょっと高いですが、その一枚当た
り300円で薬局に処方箋情報を送るというシステムです。同
じ会社がやっているラインによって、その服薬指導をするシ
ステムと組み合わせて、医療機関から処方箋を送るというシ
ステムです。特定の契約をした薬局に送るシステム。それで
いいのかという疑問が出てきます。今まで薬剤師会が医療機
関に置いているファックスであれば、登録をしてない薬局に
も送れるようなシステムであり。選択をしたところだけに、
送れるシステムは独占禁止法に触れると厳しく言われていま
す。ところがこれで、ビジネスとしてやるところが出てくる
とそうはいかずに、その契約をしたところだけ送れる。これ
はいかがなものかと、これをそのままにして良いのでしょう
か。このシステムに関しては5,000件ぐらいの薬局が既に登
録をしているということが入っています。こういう面は急激
に進んできており、患者さんが薬局に行かなくても薬局が配
送をする。そして、オンラインで服薬指導するというシステ
ムはどんどんどんどん広がってきています。これらの対策を
いろいろ考えなくてはならないでしょう。これからも薬剤師
会に何ができるかということも考えながら進んでいかなくて
はいけないというふうに思っています。

1 ．審議事項　
（ 1）新型コロナウイルス感染症関連について（資料 1）

（豊見会長）
　アセトアミノフェンの一斉同報を行った。この加
算については今の所通知は出ていません。
　実際の現場では、小児用だけではなく大人も困っ

ている。そういう状況であるのはもうドクターはわ
かってくれているだろうとは思うが、よく連携取っ
てる先生なんかは、状況も伝えやすいし、理解もし
てもらいやすいが、連携取れないこともあって、そ
ういった時にこちらの提案というかお願いをしても、
なかなか受け入れてもらえないケースもある。難し
いからこそ薬剤師会でそういった意見というか、発
信ができればと思った。
　今度の協議会の時に、一応医師会、歯科医師会に
向けて話をする必要がある。その対応策として、ほ
かの薬局に行ってくださいというような返答をされ
てしまうのが一番困る。薬局を選ばれて来られてい
る方で、他のお薬でも大丈夫だという提案をしてい
るのに、お金かけて探してもらえっていうような返
答になっちゃうと思ってしまう。隣の薬局に戻せと
かいうようなドクターも出てくる可能性もある。患
者さんもその薬でないと困るといわれる方もいる。
患者さんがやっぱり食い下がってくる話も聞きます。
　医師会には会長が個別に連絡することとした。
　患者さんへ、お薬の内容が変わったり、ジェネ
リック希望の方にも仕方なく先発品をお渡しをした
りする場合もありますという悲惨な状況だというこ
とがわかっていただけるようなポスターを吉田常務
理事中心で広報委員会で作成することとなった。
　豊見副会長より、電話で服薬指導をした場合の報
告について、薬剤交付支援事業終了後も報告が必要
とされており、薬局の負担感が非常に大きいことに
ついて、厚労省に確認したが、引き続き報告が必要
とされたこと、またこの件について会員所属の薬局
に FAX一斉同報を行ったことが報告された。

（ 2）認定実務実習指導薬剤師養成WSの費用負担につ
いて（資料 2）（中川副会長）
　ワークショップの参加費について来年度から、
ワークショップ受講後に学生の受け入れをし、実習
費の支払いの事後報告を受けた上で支払う事にした
いと考えている。令和 5年度からは、指導薬剤師を
養成するためのワークショップ参加費をこういう手
順で支払うことを通知をしながら、進めていくこと
とした。現在、登録薬局は県内に412あるが、実際
に指導薬剤師がいる登録薬局は282しかない。その
うち実際に配属できている薬局が144しかないって
いう現状を、いかに増やして行くかというための策
である。この方向性で、中川・青野・谷川・松尾副
会長で検討することとした。
　また、谷川副会長より、薬局と大学の先生への説
明会を年度内に開催しようという話も進めていると
報告された。

（ 3）医薬品の適正使用検討特別委員会委員の推薦につい
て（資料 3）（谷川副会長）

（現　�在）　谷　川　正　之　　副会長
　　　　　豊　見　　　敦　　副会長

�（松尾副会長は広島大学病院薬剤部とし
て就任）

任　　期　委嘱の日～令和 5年 3月31日
回答期限　令和 4年 9月12日（月）
引き続き上記メンバーとすることが承認された。

（ 4）令和 4年度版広島県薬剤師会会員名簿の作成につい
て（谷川副会長）
内　容：今まで通り
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送付先：今まで通り
最後の頁に名簿を処分する際の注意事項を加えるこ
ととした。

（ 5）21世紀、県民の健康とくらしを考える会　県民
フォーラムのタイトルについて（資料 4）（谷川副
会長）
メインテーマ：「食」
募 集 期 限： 9月27日（火）正午まで
何か案があれば 9月20日までに事務局に報告するこ
ととした。

（ 6）公的機関・関係団体への委員等の推薦について（資
料 5）（谷川副会長）

ア．広島県地域包括ケア強化推進検討委員会（委員　有
村典謙）（県へ書類依頼済）
中島常務理事を推薦することとした。

イ．広島県地域保健対策協議会在宅医療・介護連携推進
専門委員会（委員　有村典謙）（地対協へ書類依頼
済）
野村専務理事を推薦することとした。

ウ．広島県介護支援専門員協会（理事　有村典謙）
中川副会長を推薦することとした。

（ 7）オンライン資格確認等に関する意見・要望について
（資料10）（豊見会長）
何か意見等があれば 9月20日までに事務局に報告す
ることとした。

（ 8）後援、助成及び協力依頼等について（谷川副会長）
ア．第38回広島院内感染対策研究会の共催について（資

料 6）
日　時：10月22日（土）14：00～17：00
場　所：広島県医師会館
主　催：�特定非営利活動法人ひろしま感染症ネット

ワーク
（前回：承諾）
共催することを承認した。

2 ．報告事項　
（ 1） 8月 3日定例常務理事会議事要旨（別紙 1）
（ 2）委員会等報告

（谷川副会長）
9 / 1 　広島国際大学「早期臨床体験」打合会［広

島県薬剤師会館］
　15日に 1年生が81名早期体験で来館する。自分、
情報センター長、薬局長、竹本常務理事の順で、薬
剤師会、情報センター、薬局、にモバイルファーマ
シー等の説明を行うことについて、国際大学の三宅
先生と打合せをし、その方向で動いていると報告さ
れた。

（中川副会長）
9 / 6 　研修シラバス検討委員会［広島県薬剤師会

館・Zoom］
　令和 5年 2 月のシラバス研修会がトレーシングレ
ポートだったので、山田先生に交渉をお願いするこ
とにした。令和 5年度のシラバスの研修会の年間計
画は、情報センターの定例研修会との日程を調整し
ながらということで、できれば年間五回、六回目指
してやっていきたいということになっていると報告
された。

（秋本常務理事）
8 /31　在宅医療推進に向けた研修会合同WG（廿

日市）［オンライン］
　昨年度は廿日市地域ではオンライン形式の研修会
を開催したが、今年度は現地集合型の研修会を行う
ことにしている。日程を12月23日金曜日にして、グ
ループワークをメインに進めていく予定。開催まで
もう一回開いて詳細をつめると報告された。

（竹本常務理事）
9 / 5 　在宅医療推進に向けた研修会合同WG（福

山）［オンライン］
　昨年に引き続き、福山を担当している。今後、尾
道と一緒にやるかどうかについて、福山としては、
福山だけでやりたいということが確認できたので、
前回と同じメンバーで行っていきたい。 2月ぐらい
に今年度の研修会を開催する。それに向けて打ち合
わせを11月末か12月の頭ぐらいに会議を開催するこ
とになった。昨年は、廿日市と同じようにオンライ
ンでの研修会だったが、今年度はぜひ集合でやりた
いと報告された。

（ 3）関連団体報告
（豊見会長）

8 /27　第48回広島県国保診療施設地域医療学会［広
島市文化交流会館］

　今年は来賓も含めてズームでの参加でしたと報告
された。
9 / 2 　厚生労働省医薬・生活衛生局総務課・広島

県健康福祉局薬務課来会（電子処方箋のモ
デル事業）［広島県薬剤師会館］

　電子処方箋のモデル事業の関係で、厚生労働省の
方が来られた。
　打ち合わせの中で、現状のオンライン診療の問題
点について指摘した。院内処方で不適切な医薬品を
送付する等ガイドライン違反の形態を広告している
医院が多くあるが放置されているのではないかと指
摘したところ、注視しているということであった。
（地域薬剤師会等総会）
9 / 4 　第68回広島県女性薬剤師会総会［広島県薬

剤師会館］
　女性薬剤師会の会長が松村先生から安井先生に交
代されたと報告された。

（青野副会長）
8 /26　第168回中国地方社会保険医療協議会広島部

会［中国四国厚生局］
（豊見副会長）

8 /26　中国新聞取材［南海老園豊見薬局］
　陽性者登録センターが稼働する件について取材が
あったと報告された。

（豊見日薬常務理事）
8 /26　令和 4 年度全国医療機能情報提供制度及び

薬局機能情報提供制度の全国統一システム
構築に係るプロジェクト管理支援業務第 1
回住民・患者による活用促進のあり方に関
する検討ワーキンググループ［WEB］

8 /29　日本医療薬学会2022年度第 4 回定例理事会
［WEB］

8 /29　調剤と情報編集会議［WEB］
8 /30　日本製薬団体連合会「患者向医療用医薬品

情報提供資材」作成基準検討委員会
（仮称）［東京　日本製薬団体連合会］

8 /30　常務理事会［東京　日薬］（資料 7）
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8 /31　日本医療薬学会2022年度第 5 回地域薬学ケ
ア専門薬剤師認定委員会［WEB］

8 /31　FIP 加盟団体リーダー会議［WEB］
9 / 1 　令和 4 年度厚生労働科学研究「地域におけ

る効果的な薬剤師確保の取組に関する調査
研究」臨時班会議［WEB］

9 / 2 　厚生労働省「労災レセプトのオンライン化
に向けた普及促進事業」第 2 回普及促進活
動検証委員会［WEB］

（中川副会長）
8 /10　広島リビング新聞社取材［ノムラ薬局牛田

旭店］
（松尾副会長）

9 / 1 　日本薬剤師会研修プラットフォーム説明会
［オンライン］

　日薬としてはオンラインで学べる環境を提供した
いという大きな目的があり、医師会や看護協会は既
にこういうプラットフォームを持っており、薬剤師
会だけ持ってなかったので導入するということ。全
国的に統一した研修会を日薬が提供したい時に、こ
のプラットフォームを通すことで、各県薬の例えば
伝達講習とか、そういったことをしなくても済むと
いうことでした。主催者側の各県薬は研修会をこの
プラットフォーム上で構成して作成することがで
きる。ウェブ研修会であったり、今、県薬はピー
ティックスを使っていますけれども、研修会の登録
とか料金の徴収も可能である。非会員もこのプラッ
トフォームに登録すれば、受けることができるとい
うようなシステムで、会員側としては、このシステ
ムに登録をすればシステム上で、チケットを購入し
たりすることが出来る。日薬とか他県が他の県に向
けての研修会の開催も案内ができるような形で、例
えば岡山県主催で広島県の人に聴いてもらえるよう
に設定すれば、広島県で登録している薬剤師にも案
内がきて、その研修会に参加できるようなシステム。
今後、広島県薬として、どのように導入して使って
いくかについて検討する必要があると報告された。
9 / 1 　地対協WG［広島県薬剤師会館・Zoom］
　今年の活動についての方向性とアンケート調査と
研修会について検討したと報告された。

（笠原常務理事）
9 / 7 　令和 4 年度第 2 回中国・四国ブロックエイ

ズ治療拠点病院等連絡協議会［オンライン］
　詳細は会誌で報告をさせていただくと報告された。

（柚木常務理事）
8 /10　健康経営推進実証事業委員会［広島県薬剤

師会館］
8 /31　第 6 回健康づくり講演会［広島県薬剤師会

館］
　 8月 4 日に出席したデータを活用した働きざかり
世代の生活習慣改善策に係る県の検討委員会の状況
について、 8月10日に豊見副会長と吉田常務理事に
報告した。また、この事業の方向性についての検討
を行った。その後、 8月31日に対象者の方に向けて
の高脂血症についての講演会をウォンツの前田先生
にお願いした。20数名の参加者があったが、今まで
より少し質問等も多く、ちょっと面白い会になった
と報告された。

（柚木・吉田各常務理事）

9 / 3 　広島県オンライン診療・服薬指導セミナー
（第 1回）［オンライン］

　串田委員より、県北や三次など、当番薬局を決め
ていない地域について、今後どうするか、課題提起
があったと報告された。
　野村専務理事より、明日薬事衛生大会と薬祖神祭
の委員会を開催するにあたり、今の状況下で保留に
なっている懇親会を状況をみて決めるということ
だったが、20日なので減少してる気はするが、開催
する方向で進めてもいいかという提案があり、大き
く増えるようなことがあったらまた別途検討するこ
とで了承された。
　会長より、薬剤師会の表彰式をどうするかという
話があったが、薬剤師会しか表彰対象がないような
ので、薬事衛生大会で行うのではなく、県薬の総会
で代議員の前で表彰式を行うことで了承された。

（その他）
8 /29　広島県オンライン診療・服薬指導セミナー

打合せ［オンライン］（串田災害対策委員会
委員長）

（指導）
9 / 7 　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の個別指導［広島合同庁舎　北
会議室］（竹本常務理事）

3 ．その他　
（ 1）常務理事会の開催について（谷川副会長）

9月22日（木）午後 7時～　
（議事要旨作成責任者【予定】笠原　庸子）
10月 6 日（木）午後 7時～
10月19日（水）午後 7時～
11月 9 日（水）午後 7時～
11月24日（木）午後 7時～

（ 2）広島県アルコール健康障害サポート医（専門）等養
成研修会について（資料 8）（竹本常務理事）

●令和 4 年度広島県アルコール健康障害サポート医
（専門）養成研修Ⅰ
日　　時：10月 1 日（土）13：55～16：00
開催方法：オンライン（Zoom）
定　　員：60名（先着）
申 込 先：ファックス　082-892-1390　
　　　　　メール　h-kyoten@senoriver.corn

●令和 4 年度広島県アルコール健康障害サポート医
（専門）養成研修Ⅱ
日　　時：11月12日（土）13：55～17：00
開催方法：オンライン（Zoom）
定　　員：60名（先着）
申 込 先：ファックス　082-892-1390　
　　　　　メール　h-kyoten@senoriver.corn

●詳　　細：広島県ホームページ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/57/
alcohol-support-doctor.html

（ 3 ）令和 4年度広島県地域リハビリテーション専門職等
専門研修（オンライン）について（資料 9）（谷川
副会長）
第 1回　10月29日（土）　�広島、広島西、呉、広島

中央圏域　定員50名程度
第 2回　11月12日（土）　備北圏域　定員50名程度
第 3回　11月26日（土）　�広島、広島西、呉、広島
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中央圏域　定員50名程度
第 4回　12月 6 日（火）　�広島、広島西、呉、広島

中央圏域　定員50名程度
第 5回　12月13日（火）　�尾三、福山・府中圏域　

定員50名程度
（ 4）第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師

会中国四国支部学術大会へ「ピンクリボングッズ販
売」ブースの出展について（柚木常務理事）
期　間：11月 5 日（土）・ 6日（日）
場　所：広島国際会議場
　カープ球団とのコラボグッズTシャツとマフラー
タオルを販売すると報告があった。

　会長より、毎年の薬事衛生指導員と学校薬剤師の
合同研修会だが、和歌山の西前先生にお願いをしよ
うと思っている。早く日程を決めたいので、会場を
抑えている委員会は日程を早めに決めていただきた
いと依頼があった。
　竹本常務理事よりトレーシングレポートの動画を
会員向けのページに載せさせていただきたいという
ことと、病薬がリンクを張らしてほしいということ
の報告があった。豊見副会長より、Vimeo であれ
ば、会員限定でパスワードもつけることができ、サ
イトに埋め込み事もでき、アクセス解析とかもでき
るということで、検討することとした。

県薬日誌

日　　　付 行　事　内　容

8月21日 日

･ リレー・フォー・ライフ・ジャパン
2022広島� （しまなみ交流館）

･健康サポート薬局研修B
･ 令和4年度日本薬剤師会学校薬剤師
部会　学校環境衛生検査技術講習・
学術研修会

� （東京・TKPガーデンシティー竹橋）
･トレーシングレポート書き方動画作
成（打合せ及び撮影）

･ 子どもの病気と薬を学ぶ研修会　
common�diseaseを学ぶ

� （オンライン）

22日 月 会計チェック

23日 火 広報委員会

24日 水 ･ 選挙管理委員会（書面表決）
･薬局実務実習受け入れ実行委員会

25日 木

･ 中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の新規個別指導

� （広島合同庁舎　北会議室）
･常務理事会

26日 金
･ 第168回中国地方社会保険医療協議会
広島部会� （中国四国厚生局）

･中国新聞取材� （南海老園豊見薬局）

日　　　付 行　事　内　容

27日 土

･ 第48回広島県国保診療施設地域医療
学会� （広島市文化交流会館）

･第6回中国医療情報技師会研修会
� （オンライン）

29日 月 広島県オンライン診療・服薬指導セミ
ナー　打合せ� （オンライン）

31日 水
･ 第6回健康づくり講演会
･ 在宅医療推進に向けた研修会合同
WG（廿日市）� （オンライン）

9月1日 木

･ 日本薬剤師会研修プラットフォーム
説明会� （オンライン）

･広島国際大学「早期臨床体験」打合
会

･地対協WG

2日 金

･ 社会保険診療報酬支払基金広島支部
来会

･厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、
広島県健康福祉局薬務課来会（電子
処方箋のモデル事業）

3日 土
広島県オンライン診療・服薬指導セミ
ナー（第1回）
� （広島県医師会館・オンライン）

4日 日
･ 第68回広島県女性薬剤師会総会
･安田女子大学薬学部卒後教育研修会
� （安田女子大学）
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日　　　付 行　事　内　容

5日 月 在宅医療推進に向けた研修会合同WG
（福山）� （オンライン）

6日 火 研修シラバス検討委員会

7日 水

･ 中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導

� （広島合同庁舎　北会議室）
･令和4年度第2回中国・四国ブロッ
クエイズ治療拠点病院等連絡協議会

� （オンライン）
･常務理事会
･令和4年度第4回HMネット運営会議
� （広島県医師会館）

8日 木

･ 令和4年度第39回広島県薬事衛生大
会実行委員会

･社会保険診療報酬支払基金広島支部�
令和4年9月支部運営委員会

�（社会保険診療報酬支払基金広島支部）
･広報委員会
･広島県病院薬剤師会地域医療連携支
援検討委員会� （オンライン）

9日 金 ･ 公認会計士会計処理確認指導
･抗HIV薬服薬指導研修会委員会

10日 土

･ 薬事情報センター定例研修会（テーマ：
片頭痛）

･広島大学霞管弦楽団�Aurumn�Concert�
2022� （広島市南区民文化センター）

12日 月

･ デロイト社インタビュー（オンライン）
･在宅支援薬剤師専門研修委員会
･ 在宅医療推進に向けた研修会合同
WG（尾道）� （オンライン）

14日 水

･ デロイト社インタビュー�（オンライン）
･中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導

� （広島合同庁舎　北会議室）
･日本薬剤師会薬剤師資格証発行に係
る実務説明会

15日 木

･ 広島国際大学薬学部1年次生「早期
臨床体験」

･在宅医療の人材（訪問看護師）確保
のための推進事業における検討委員
会（第1回）� （オンライン）

･退院時カンファレンス等メンター制
度検討委員会� （オンライン）

日　　　付 行　事　内　容

16日 金

･ 新型コロナウイルス感染症対策担当
課来会

･電子処方箋モデル事業安佐地域キッ
クオフ� （広島市立安佐市民病院）

･地対協　在宅医療・介護連携推進専
門委員会第1回実務者会議

� （オンライン）

18日 日 認定実務実習指導薬剤師養成講習会

18日・19日 第61回薬学教育者ワークショップ中国・
四国�in�岡山� （就実大学）

21日 水

･ 中国四国厚生局来局（「オンライン資
格確認」の早期申込・早期導入に向
けた取組について）� （相田薬局）

･広報委員会（会誌11月号　巻頭特集
対談）

･健康サポート薬局委員会

22日 木

･ 中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の新規個別指導

� （広島合同庁舎　北会議室）
･常務理事会

23日 金 がん検診サポート薬剤師出前講座
� （フジグラン広島（健康フェスタ））

25日 日

･ 令和4年度「薬草に親しむ会」
　（山県郡安芸太田町　深入山セラピー
ロード）

･在宅医療推進に向けた研修会（退院
時カンファレンス等メンター制度検
討委員会）� （オンライン）

26日 月 復職支援研修会

27日 火
･ 第169回中国地方社会保険医療協議会
広島部会� （中国四国厚生局）

･認定基準薬局運営協議会

28日 水

･ 第7回健康づくり講演会
･子どもの病気と薬を学ぶ研修会　医
療的ケア児について学ぶ

� （オンライン）

29日 木

･「21世紀、県民の健康とくらしを考え
る会」第2回役員会

� （広島県医師会館）
･令和4年度広島県認知症疾患医療セ
ンター合同WEBセミナー

� （オンライン）

10月1日 土「建国を祝う集い」運営委員会
� （RCC文化センター）
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日　　　付 行　事　内　容

2日 日
･ 2022年度緩和ケア薬剤師研修
･福山大学薬学部開設40周年記念式典・
記念講演� （福山大学）

3日 月 薬剤師資格証発行に係る実務説明会打
合せ

4日 火 在宅医療推進に向けた研修会合同WG
（尾道・因島）� （オンライン）

5日 水

･ 中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導

� （広島合同庁舎　北会議室）
･社会保険診療報酬支払基金広島支部
来会

6日 木

･ 社会保険診療報酬支払基金広島支部
来会（新センター長挨拶）

･常務理事会
･令和4年度第1回在宅医療推進委員
会

7日 金
･ 第39回広島県薬事衛生大会（司会者
との打ち合わせ）

･薬剤師資格証発行に係る実務説明会

8日 土

･ 日本薬剤師会第3回都道府県会長協
議会

�（宮城県仙台市　江陽グランドホテル）
･宮城県薬剤師会ウェルカムパーティー
�（宮城県仙台市　江陽グランドホテル）
･広島県病院薬剤師会地域医療連携支
援検討委員会研修会

9日・10日

･ 第55回日本薬剤師会学術大会
� （仙台国際センター）
･第62回薬学教育者ワークショップ中
国・四国�in�福山� （福山大学）

日　　　付 行　事　内　容

11日 火 中国新聞取材� （南海老園豊見薬局）

12日 水
中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の新規個別指導
� （広島合同庁舎）

13日 木

･ 広島県薬剤師会薬事情報センター業
務紹介、薬剤師の災害活動について講
義およびモバイルファーマシー見学

･社会保険診療報酬支払基金広島支部�
令和4年10月審査運営協議会

�（社会保険診療報酬支払基金広島支部）

14日 金 健康経営推進実証事業委員会

15日 土 日薬中国ブロック会議
� （山口　ホテルニュータナカ）

16日 日
･ 2022年度緩和ケア薬剤師研修
･第5回薬と健康の「やく薬フェスタ」
� （広島駅南口地下広場）

18日 火

･ 会計チェック（部会、会館、研修協
議会）

･広島県薬剤師会薬事情報センター業
務紹介、薬剤師の災害活動について講
義およびモバイルファーマシー見学

19日 水 常務理事会

20日 木

･ 第39回広島県薬事衛生大会
･令和4年度薬祖神大祭
･広報委員会
･令和4年度第1回広島県認知症地域
支援体制推進会議� （オンライン）
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行事予定（令和 4年11月）

11月 3 日（木） 広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅰ

11月 5 日（土） 日本薬学会中国四国支部令和 4年度第 2回役員会／日本薬学会中国四国支部・日本薬剤師
会中国四国ブロック・日本病院薬剤師会中国四国ブロック合同会議

　　〃
第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会

11月 6 日（日） （広島国際会議場）
11月 8 日（火） がん検診サポート薬剤師出前講座（広島ガーデンパレス）

11月 9 日（水） がん検診サポート薬剤師出前講座（メキシケムジャパン（株）三原製造所）

　　〃 常務理事会

　　〃 令和 4年度第 2回在宅医療推進委員会

11月10日（木） 広島大学薬学部実務実習事前学習指導（広島大学薬学部）

11月12日（土） 薬事情報センター定例研修会（テーマ：認知症における多職種連携）

11月17日（木） 広島大学薬学部実務実習事前学習指導（広島大学薬学部）

　　〃
令和 4年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会（和歌山城ホール）

11月18日（金）

11月19日（土） 県民公開講座

11月20日（日） 在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製剤処理研修③④）

　　〃 第75回広島医学会総会（広島県医師会）

11月23日（水） 認定実務実習指導薬剤師養成講習会（まなびの館ローズコム）

11月24日（木） 第171回中国地方社会保険医療協議会広島部会（中国四国厚生局）

　　〃 常務理事会

11月26日（土） 広島国際大学薬学部卒後教育研修会（広島国際大学呉キャンパス）

11月27日（日） 安田女子大学薬学共用試験（OSCE）直前講習会（安田女子大学）

11月28日（月） 第100回広島県薬事審議会（オンライン）
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行事予定（令和 4年12月〜令和 5年 1月）

12月 2 日（金） 令和 4年度第 2回自立支援多職種ネットワーク推進会議（オンライン）

12月 3 日（土） シラバス研修会（論文、文献をもとにしたデータ解析）（仮）

12月 4 日（日） 安田女子大学薬学共用試験（OSCE）本試験（安田女子大学）

12月 7 日（水） 中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担当者の個別指導（広島合同庁舎）

　　〃 常務理事会

　　〃 令和 4年度第 3回在宅医療推進委員会

12月 8 日（木） 中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担当者の新規個別指導（福山商工会議所）

12月11日（日） 県民が安心して暮らせるための四師会協議会　令和 4年度県民フォーラム

12月14日（水） 中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担当者の個別指導
（広島合同庁舎　北会議室）

12月18日（日） 健康サポート薬局研修A（オンライン）

12月22日（木） 中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担当者の新規個別指導（広島合同庁舎）

　　〃 常務理事会

12月23日（金） 在宅医療推進に向けた研修会（廿日市市商工会議所）

12月26日（月） 第172回中国地方社会保険医療協議会広島部会（中国四国厚生局）

1月 5日（木） 令和 5年薬事関係者新年互礼会（場所未定）

1月11日（水） 日本薬剤師会第 4回都道府県会長協議会（東京・日薬）

　　〃 日本薬剤師会新年賀詞交歓会（明治記念館）

　　〃 中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担当者の新規個別指導及び個別指導
（広島合同庁舎　北会議室）

1月13日（金） 在宅医療推進に向けた研修会（尾道・因島）（オンライン）

1月14日（土） 薬事情報センター定例研修会（テーマ：更年期障害と漢方）

1月15日（日） 「薬剤師のための予防接種研修プログラム」研修・講義
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	 令和 4 年 8 月 8日

公益社団法人広島県薬剤師会会長 様
一般社団法人広島県病院薬剤師会会長 様
広島県医薬品卸協同組合理事長 様

	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について （通知）

　このことについて、令和 4年 8月 5日付け薬生発0805第23号により厚生労働省医薬・生活衛生局長から別紙のとお
り通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　勝原）

別　紙
	 薬生発0805第23号
	 令和 4年 8月 5日

各　
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長

　殿

	 厚生労働省医薬・生活衛生局長

処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について

　処方箋医薬品以外の医療用医薬品（薬局製造販売医薬品以外の薬局医薬品をいう。以下同じ。）の販売方法等につ
いては、「薬局医薬品の取扱いについて」（平成26年 3 月18日付け薬食発0318第 4 号厚生労働省医薬食品局長通知。以
下「薬局医薬品通知」という。）において、薬局医薬品の取扱い及び留意事項等を示しているところですが、薬局医
薬品通知の趣旨を逸脱した不適切な販売方法が散見されることから、下記のとおり改めて整理しましたので、御了知
の上、貴管下関係団体、関係機関等へ周知いただき、不適切な事例については指導を徹底されるようお願いします。

記

1．処方箋医薬品以外の医療用医薬品の処方箋に基づく薬剤の交付
　処方箋医薬品以外の医療用医薬品については、処方箋医薬品と同様に、医療用医薬品として薬剤師、薬局開設
者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若し
くは飼育動物診療施設の開設者（以下「薬剤師等」という。）によって使用されることを目的として供給される
ものであるため、薬局医薬品通知の第 1の 1．（ 2）に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬
剤師による薬剤の交付が原則であること。



46 2022 Vol.47 No.6　広島県薬剤師会誌

2 ．処方箋医薬品以外の医療用医薬品の処方箋に基づく薬剤の交付の例外
 （ 1）考え方
　薬局における処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売又は授与（以下「販売等」という。）は、要指導医薬品又
は一般用医薬品（以下「一般用医薬品等」という。）の販売等による対応※を考慮したにもかかわらず、やむを得
ず販売等を行わざるを得ない場合に限られていること。
　なお、販売等に当たっては、（ 2）の事項を遵守すること。
　また、（ 3）に掲げるような表現を用いて、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の購入を消費者等に促すことは不
適切であること。

　　　※　要指導医薬品又は一般用医薬品の販売等による対応
　同様の効能効果を有する一般用医薬品等がある場合はまずは当該一般用医薬品等を販売等することとし、一
般用医薬品等の在庫がない場合は他の薬局や店舗販売業を紹介等するなど、一般用医薬品等の販売等による対
応を優先すること。

 （ 2）遵守事項
ア　受診勧奨
　必要な受診勧奨を行った上で、販売等しなければならないこと。

　　イ　必要最小限の数量
　処方箋医薬品以外の医療用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医療用医薬品を使用しようと
する者に対し、他の薬局開設者からの当該医療用医薬品の購入又は譲受けの状況を確認し、医療機関を受診でき
るまでの期間及び医薬品の特性等を考慮した上で、販売等を行わざるを得ない必要最小限の数量に限って販売等
しなければならないこと。
　また、反復継続的に医薬品を漫然と販売等するようなこと（いわゆるサブスクリプションなどを含む。）は、
医薬品を不必要に使用するおそれがあり、不適切であること。
　加えて、薬事承認された効能・効果、用法・用量の範囲を超えた、適応外使用を目的とする者への販売等は不
適切であること。

　　ウ　販売記録の作成
　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第 1号。以
下「医薬品医療機器等法施行規則」という。）第14条第 3 項及び第 4項の規定に基づき、処方箋医薬品以外の医
療用医薬品の品名、数量、販売等の日時等を書面に記載し、当該書面を 2年間保存しなければならないこと。
　また、同条第 6項の規定により、当該医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書面に記載し、これを保
存するよう努めなければならないこと。

　　エ　保管場所
　調剤室又は薬局等構造設備規則（昭和36年厚生省令第 2号）第 1条第 1項第 9号に規定する貯蔵設備を設ける
区域において保管しなければならないこと。

　　オ　分割方法
　調剤室において、薬剤師自らが必要最小限の数量を分割した上で、販売等しなければならない。なお、医薬品
の販売等にあたり、あらかじめ決まった数量に分包等しておくことは、小分け製造に該当するため、医薬品製造
業の許可等が必要であること。

　　カ　対面による販売等及び服薬指導の実施
　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品
医療機器等法」という。）第36条の 4及び医薬品医療機器等法施行規則第158条の 8の規定により、薬局開設者は、
その薬局において医薬品の販売等に従事する薬剤師に、当該薬局内の情報の提供及び指導を行う場所において、
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対面により、書面等を用いて必要な情報（用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬品との併用を避けるべき医
薬品その他の当該薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報）を提供させ、処方箋医薬品以外の医療用医薬品
が一般用医薬品とは異なり医療において用いられることを前提としていることを十分に考慮し、必要な薬学的知
見に基づく服薬指導を行わなければならないこと。
　また、薬剤師は、あらかじめ、当該医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況、
性別、症状等を確認しなければならないこと。
　さらに、当該医薬品を使用しようとする者に対して提供した当該情報及び服薬指導の内容を理解したこと並び
に質問の有無について確認しなければならないこと。

　　キ　直接の容器又は被包への記載
　分割販売する処方箋医薬品以外の医療用医薬品には、医薬品医療機器等法第50条に規定する事項及び同法第52
条に規定する容器等への符号等の記載又はその写しの添付を行うなどしなければならないこと。

　　ク　使用者本人への販売等
　医薬品医療機器等法第36条の 3第 2項の規定により、薬剤師等が業務の用に供する目的で薬局医薬品を購入し、
又は譲り受けようとする場合に販売等する場合を除き、使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、
販売等を行ってはならないこと。
　なお、正当な理由については、薬局医薬品通知の第 2の 2．のとおり。

　　ケ　薬剤服用歴の管理
　販売等された処方箋医薬品以外の医療用医薬品と医療機関において処方された薬剤等との相互作用・重複投薬
を防止するため、当該医薬品を使用しようとする者の薬剤服用歴の管理を実施するよう努めなければならないこ
と。
　また、医薬品の適正使用の観点から、当該医薬品を使用しようとする者の状況や、販売等した数量を適正と判
断した理由を記載すること。

　　コ　お薬手帳
　処方箋医薬品以外の医療用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持していない場合はその所持を勧奨し、当
該者が手帳を所持している場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び服薬指導を行わなければな
らないこと。

　　サ　薬剤使用期間中のフォローアップ
　医薬品医療機器等法第36条の 4 第 5 項及び医薬品医療機器等法施行規則第158条の 9 の 2 の規定に基づき、処
方箋医薬品以外の医療用医薬品を購入し、又は譲り受けた者における当該医薬品の使用状況を継続的かつ的確に
把握し、必要な情報を提供し、又は必要な薬学的知見に基づく服薬指導を行わなければならないこと。

　　シ　手順書の作成及び手順書に基づく業務の実施
　処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売等する場合は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体
制を定める省令（昭和39年厚生省令第 3号）第 1条第 2項第 4号及び第 5号に規定する手順書に、その販売等に
必要な手順等を明記する必要があること。
　また、当該手順書に基づき、適正に業務を実施しなければならないこと。

　　ス　広告
　医薬品を使用しようとする者のみの判断に基づく選択がないよう、引き続き、処方箋医薬品以外の医療用医薬
品を含めた全ての医療用医薬品について、一般人を対象とする広告は行ってはならないこと。

 （ 3）不適切な表現
　薬局における処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売等は、やむを得ず販売等を行わざるを得ない場合に限られて
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おり、次のような表現を用いて、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の購入を消費者等に促すことは不適切であること。

・「処方箋がなくても買える」
・「病院や診療所に行かなくても買える」
・「忙しくて時間がないため病院に行けない人へ」
・「時間の節約になる」
・「医療用医薬品をいつでも購入できる」
・「病院にかかるより値段が安くて済む」

　また、上記に限らず、やむを得ず販売等を行わざるを得ない場合以外でも、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を
購入できるなどと誤認させる表現についても同様であること。

	 令和 4年 8月 9日

公益社団法人広島県薬剤師会会長 様
広島県医薬品卸協同組合理事長 様

	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき 
緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧の公表について」 

の一部改正について（通知）

　このことについて、令和 4年 8月 9日付け薬生総発0809第 2 号により、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長から
別紙のとおり通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　勝原）

別　紙
	 薬生総発0809第 2 号
	 令和 4 年 8 月 9 日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　殿

	 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
	 （公		　　 印	 　　省 	　　略）

「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき 
緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧の公表について」 

の一部改正について

　医薬行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。



49広島県薬剤師会誌　2022 Vol.47 No.6

　緊急避妊に係る診療の提供体制の整備に関する取組については、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を
踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について（依頼）」（令和 2年 1月17日付け薬生総
発0117第 7 号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知）に基づき緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対して研修を実施
することとしています。また、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき緊急避妊薬の調剤が対応可能
な薬剤師及び薬局の一覧の公表について」（令和 2年 4 月 2 日付け薬生総発0402第 2 号厚生労働省医薬・生活衛生局
総務課長通知。以下「一覧公表通知」という。）に基づき、当該研修を修了した薬剤師等の一覧の情報を厚生労働省
のホームページにおいて公表しているところです。
　今般、オンライン診療を行う医師及び緊急避妊薬の処方・調剤を求める患者が、緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬
剤師及び薬局を確認する際の利便性の観点から、一覧の形式を改めて薬局ごとに情報を掲載するとともに、一覧公表
通知を下記のとおり改正することとしましたので、御了知いただくとともに、当該内容について、貴管下の薬局、関
係団体等に対し周知をお願いします。
　なお、一覧に掲載されている薬局におかれましては、緊急避妊薬の調剤に関する体制を確実に整備するとともに、
薬局及び薬剤師の一覧に掲載されている情報に変更が生じた場合や、薬局内に研修を修了した薬剤師が在籍しなくな
るなど「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づいた緊急避妊薬の調剤対応ができなくなる場合は速やか
に届け出るよう、御留意をお願いいたします。

記

　一覧公表通知の一部を別添のとおり改正する。

	 （別添）
改正後 改正前

1　（略）

2　公表された薬剤師及び薬局における留意事項
 （	1 ）公表された薬剤師及び薬局においては、薬剤師
が「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（令
和元年 7月31日付け医政発0731第 7 号厚生労働省医政
局長通知。以下「指針」という。）に基づき調剤等を
行うために、緊急避妊薬の備蓄、患者のプライバシー
への十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料
水の確保等に対応できるような体制を整備すること。

 （ 2）　（略）
 （	3 ）薬局は、当該薬局又は当該薬局に所属する薬剤
師について、薬局及び薬剤師の一覧に掲載されてい
る情報に変更があった場合には、別添 2 の様式を用
いて、薬局が所在する都道府県の都道府県薬剤師会
に速やかに届け出ること。都道府県薬剤師会におい
ては、届出を受理した後、 1（ 1）の提出先に当該
内容を電子媒体で提出すること。

1　（略）

2　公表された薬剤師及び薬局における留意事項
 （	1 ）公表された薬剤師及び薬局においては、薬剤師
が「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（令
和元年 7 月31日付け医政発0731第 7 号厚生労働省医
政局長通知。）（以下「指針」という。）に基づき調剤
等を行うために、緊急避妊薬の備蓄、プライバシー
への十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料
水の確保等に対応できるような体制を整備すること。

 （ 2）　（略）
 （	3 ）研修を修了した薬剤師は、薬剤師等の一覧に掲
載されている情報に変更があった場合には、別添 2
の様式を用いて、研修を受講した都道府県薬剤師会
に速やかに届け出ること。都道府県薬剤師会におい
ては、届出を受理した後、 1（ 1）の提出先に当該
内容を電子媒体で提出すること。
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	 令和 4 年 8 月26日
　各関係団体の長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロナウイルス 
抗原定性検査キットの製造販売時等の取扱いについて（通知）

　このことについて、令和 4 年 8 月24日付け薬生機審発0824第 2 号、薬生安発0824第 1 号及び薬生監麻発0824第11	
号より厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長、同局医薬安全対策課長及び同局監視指導・麻薬対策課長
から別紙のとおり通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　製薬振興グループ、薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　無線	7-99-3223、3222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　深本、後河内）

別　紙
	 薬生機審発0824第 2 号
	 薬生安発0824第 1 号
	 薬生監麻発0824第11号
	 令和 4 年 8 月 2 4 日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　殿

	 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
	 （公	　　 　　印	　　 　　省	　 　　　略）
	 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
	 （公	　　 　　印	　　 　　省	　 　　　略）
	 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
	 （公	　　 　　印	　　 　　省	　 　　　略）

新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロナウイルス 
抗原定性検査キットの製造販売時等の取扱いについて

　現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、体外診断用医薬品である新型コロナウイルス感染症に係る医
療用抗原定性検査キット（以下「医療用抗原検査キット」という。）の需要が増加しています。国内の製造販売業者
各社が可能な限り増産に努めて供給の強化を進めていますが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、抗原
検査キットをより入手しやすくし、家庭等において、体調が気になる場面等にセルフチェックとして自ら検査を実施
する体制を強化し、感染拡大防止を図るため、「一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットに係る製造販売承認
申請の取扱いについて」（令和 4年 8 月17日付け薬生機審発0817第 2 号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管
理課長通知）別添の「一般用 SARS コロナウイルス抗原キットに係る一般用検査薬ガイドライン」が策定されたこ
とを踏まえ、一般用医薬品としての新型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原検査キット（以下「一般用抗原検査
キット」という。）が承認されることが見込まれます。ついては、医療用及び一般用抗原検査キットの両製造販売承
認を取得した製造販売業者が、一般用抗原検査キットを製造販売する場合の取扱いについて、下記のとおりとするこ
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ととしましたので、貴管下の関係者に周知願います。
　なお、下記の取扱いについては、新型コロナウイルスの感染者が増加している状況に鑑みた臨時的・特例的な対応
であり、今後の流行状況の変化等を踏まえ、取扱いを変更・廃止する場合には、厚生労働省からその旨を連絡するの
で、ご留意頂くようお願い致します。

記

1 	．一般用抗原検査キットとして製造販売承認を得た医薬品について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「法」という。）第50条の規定による記載を直接の容器又は
直接の被包に行ういとまがない場合、法第52条第 2項の規定に基づく事項を記載した文書（以下「添付文書」とい
う。）を添付することにより一般の消費者等が法第50条の規定による記載事項を認識できる状態であることから、
法第50条の規定による記載事項が直接の容器又は直接の被包に記載されていることを要しないこと。また、その場
合において、その直接の容器又は直接の被包に「医療用医薬品」と記載されていることは差し支えないこと。なお、
シール等を容器又は被包へ貼付することにより、法第50条各号又は法第52条第 2項の記載事項を表示することも認
められること。
　この場合、製造販売業者は製造販売する製品を医療用医薬品又は一般用医薬品のいずれとして製造販売したのか、
製造番号又は製造記号等で適切に管理し、卸売販売業者、薬局又は店舗販売業者において適切に取り扱われるよう
に必要な情報提供等を行うこと。

2 	．通常、添付文書の添付（個装箱等内へは封入せず、別添として添付文書と個装箱等とを一体化させる行為を含む。）
やシール等の貼付による外装の変更については、医薬品の製造業者が行うが、昨今の新型コロナウイルス感染症の
流行状況に鑑み、供給確保の観点からやむを得ない場合においては、一般用抗原検査キットとして製造販売承認を
取得した医薬品について、製造販売業者の責任の下で、薬局、店舗販売業者又は卸売販売業者がこれらの行為を行
うことについては差し支えないこと（ただし、添付文書又はシールは製造販売業者が提供するものに限る）。

3 	．医療用抗原検査キットとしての出荷判定後に、製造販売業者又は製造業者の倉庫に保管されていた医療用抗原検
査キットについて、再度、小分け、包装、表示等を行った上で、一般用抗原検査キットとしての出荷判定に合格し
た後に、一般用抗原検査キットとして出荷することは差し支えないこと。

4 	．本通知が廃止された場合は、一般用抗原検査キットとしての、直接の容器又は直接の被包の記載に従った陳列、
販売及び情報提供等を行うこと。また、本通知が変更された場合は、変更後の通知に従うこと。

5 	．一般用抗原検査キットの広告を行うにあたり、同一の製造販売業者が医療用抗原検査キットとして承認を取得し
た製品又はその個装箱の写真を使用することは差し支えないが、当該広告が一般用抗原検査キットの広告であるこ
とを一般人が容易に認識できるよう留意すること。

	 令和 4年 8月26日
　各関係団体の長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロナウイルス 
抗原定性検査キットの販売時における留意事項について（通知）

　このことについて、令和 4年 8月24日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、同省医薬・生活
衛生局総務課、同局医療機器審査管理課、同局医薬安全対策課及び同局監視指導・麻薬対策課から別紙のとおり事務
連絡がありました。



52 2022 Vol.47 No.6　広島県薬剤師会誌

　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　製薬振興グループ、薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　無線	7-99-3223、3222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　深本、後河内）

別　紙
	 事　務　連　絡
	 令和 4年 8月24日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）　御中

	 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
	 厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 総 務 課
	 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課
	 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課
	 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロナウイルス 
抗原定性検査キットの販売時における留意事項について

　今般、新型コロナウイルス感染症に係る一般用抗原定性検査キット（以下「抗原検査キット（OTC）」という。）
について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「薬
機法」という。）第23条の 2 の 5 第 1 項の承認を得て、製造販売されることとなったことを踏まえ、抗原検査キット
（OTC）を販売するに当たっての留意点を下記のとおり整理しましたので、御了知いただくとともに、貴管内の薬局
及び店舗販売業者へ周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

記

第 1　基本的な考え方
○　抗原検査キット（OTC）は使用者自身で新型コロナウイルス感染症の診断を行うものではなく、家庭等にお
いて、体調が気になる場合等にセルフチェックとして自ら検査を実施することにより、適切な行動の選択の参考
とし、より確実な医療機関の受診等につなげ、感染拡大防止を図るためのものであること。

○　抗原検査キット（OTC）は、感染していてもウイルス量が少ない場合には、結果が陰性となる場合があるため、
無症状者に対する確定診断には使用できず、陰性であったとしても引き続き感染予防策を講じる必要があること。

○　体調不良等の症状を感じる者が購入のために来局・来店することは、感染対策の観点から避けるべきであり、
そのような場合は、代理人による購入若しくはインターネット販売等を利用した購入又は症状に応じて医療機関
の受診を考慮するものであること。

○　抗原検査キット（OTC）は薬機法における第一類医薬品であり、販売に当たっては、以下の事項等を踏まえ、
丁寧な説明や、販売に当たっての記録の保存等を適切に行う必要があること。
・薬剤師により書面を用いて情報提供を行う義務があること
・相談があった場合には薬剤師が対応する義務があること
・販売した数量や日時、情報提供の内容を理解したことの確認結果の保存等が求められていること

○　これらを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査キット（OTC）を販売するに当たっては、第 2
の対応を求めること。
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第 2　抗原検査キット（OTC）の販売方法
　 1．販売時の情報提供

　抗原検査キット（OTC）の販売に当たっては、特に次に示す内容について、購入希望者に対し丁寧に説明し、
理解したことを確認して販売することが必要であること。
　なお、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法（オンライ
ン）による情報提供を行い販売することも差し支えないこと。

　 （ 1 	）抗原検査キット（OTC）は、家庭等において、体調が気になる場合等にセルフチェックとして使用するも
のであり、使用者自身で新型コロナウイルス感染症の診断を行うことはできないものであり、以下の事項等に
ついて、丁寧に説明を行うこと。
・偽陰性の可能性があること
・陰性証明として用いることはできないこと

　 （ 2 	）検査の実施方法等について、十分に理解できるよう、製造販売業者が作成した説明用資料を適切に用い、図
や動画等も活用しながら、丁寧に説明を行うこと。

　 （ 3 	）結果の判定について、使用者が検査後に適切な行動を選択できるよう、特に以下の内容について、丁寧に説
明を行うこと。
・	　陽性の判定の場合には、医師を配置する健康フォローアップセンター等（例：陽性者登録センター）への
登録や診療・検査医療機関の受診など、使用者の居住する自治体の受診等の案内に従って、受診等を行うこと

・	　陰性の判定の場合でも、偽陰性の可能性があることも考慮し、症状がない場合であっても、引き続き、外
出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けること。症状がある場合には、使用者の居住する
自治体の受診等の案内に従って、受診等を行うこと

　あわせて、陽性となった使用者から相談があった場合は、使用者に対し、使用者の居住する自治体の受診等
の案内に従って、必要な連絡先等を案内する等の対応を行うこと。

　 （ 4 	）対面販売ではなく、インターネット販売等特定販売を行う場合には、メール等により提供した情報全体につ
いて理解したことだけを確認するのではなく、個別にチェックボックスを設けるなど（ 1）～（ 3）の項目ごと
に個別に理解したことを確認すること。

　 （ 5 	）販売に当たり、購入した抗原検査キット（OTC）の全部又は一部を他者に販売又は授与する行為（転売）は、
薬機法第24条第 1項に違反するおそれがあることを情報提供するなど、適切に対応すること。

　 2．陳列、広告、販売、搬送及び記録
　 （ 1 	）販売等に当たり、抗原検査キット（OTC）と、新型コロナウイルス抗原の有無を測定するキットのうち、

診断を目的とせず研究用等と称する製品（以下「研究用抗原検査キット」という。）を併売するなど、購入者
が両者を混同するような陳列、広告及び販売等は行わないこと。
　なお、研究用抗原検査キットについては、その性能等が保証されていないものであり、販売を控えるなど、
消費者が適切に薬機法に基づく承認を受けた抗原検査キットを選択できる環境整備に努められたい旨を示して
きたところであり、引き続きその趣旨を踏まえた対応を行うこと。

　 （ 2 	）「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」（平成26年 3 月10日付け薬食発0310第 1 号
厚生労働省医薬食品局長通知）に示しているとおり、搬送についても薬局の管理者や店舗管理者の管理業務に
含まれるものであり、販売した抗原検査キット（OTC）を搬送する際は、抗原検査キット（OTC）の品質が
適切に管理できる方法で搬送することが求められること。このため、配送業者等に対して必要な指示を出すこ
と等を通じて、抗原検査キット（OTC）の適正管理を行わなければならないこと。

　 （ 3 	）第一類医薬品を販売等した場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施
行規則（昭和36年厚生省令第 1号）第14条第 3項、第146条第 3項及び第149条の 5第 3項の規定により、品名、
数量、日時等を書面に記載し、 2年間保存しなければならないこと。
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	 令和 4 年 8 月26日
　各関係団体の長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 薬 務 課 長
	 （〒730-8511　広島市中区基町10-52）

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの 
販売に関する監視指導及び留意事項について（通知）

　このことについて、令和 4年 8月24日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び同省医薬・生
活衛生局監視指導・麻薬対策課から別紙のとおり事務連絡がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　無線	7-99-3222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　後河内）

別　紙
	 事　務　連　絡
	 令和 4年 8月24日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）　御中

	 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
	 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの 
販売に関する監視指導及び留意事項について

　「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及び留意事項について」（令和 3
年12月22日付け事務連絡）、「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する留意事項につい
て」（令和 4年 5 月 2 日付け事務連絡）及び「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに関する留意
事項について（その 2）」（令和 4年 8月19日付け事務連絡）において、新型コロナウイルス抗原の有無を測定する検
査キットのうち、診断を目的とせず研究用等と称する製品（以下「研究用抗原定性検査キット」という。）の取扱い
について示したところです。
　今般、当該事務連絡発出後の状況も踏まえ、研究用抗原定性検査キットについて、下記 1のとおり販売に関する留
意事項を整理しましたので、関係者に周知いただくとともに、関係部局と連携して貴管下販売業者等に対する指導を
行って頂きますようお願いいたします。また、あたかも医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律（昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。）に基づく承認を受けた体外診断用医薬品と誤認を与える
ものについて下記 2のとおり、貴管下販売業者に対する指導、取締りの徹底をお願いいたします。
　なお、本事務連絡については、消費者庁及び公正取引委員会に確認済みであることを申し添えます。

記

1　販売に関する留意事項
　新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）
において、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある「新
型インフルエンザ等感染症」に位置づけられており、感染対策の観点から、疑い患者も含めて確実に受診につなげる
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ことが重要である。
　このため、「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに係る留意事項について（周知依頼）」（令和
3年 2月25日付け事務連絡）において、研究用抗原定性検査キットについては、薬機法に基づく承認を受けておらず、
性能等が確認されたものではないこと、また、新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べるために必要な検査の
種類や検査結果の取扱いは各検査の特性・性能等に基づき医学的に判断する必要があることから、消費者の自己判断
により、新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べる目的で使用すべきではないこと等をお示しするとともに、
リーフレット等を活用し、その周知を行ってきたところである。
　さらに、消費者個人がセルフチェック等に使う場合であっても、薬機法に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査
キットを用いることを前提に、適切な方法等で使用することや、結果が陽性だった場合には医療機関を受診すること、
結果が陰性であっても偽陰性の可能性があることなどを理解する必要があることから、令和 3年 9月27日付けで、薬
局において、薬機法に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査キットの販売を認めたところである。
　なお、研究用抗原定性検査キットの販売に当たり、あたかも薬機法に基づく承認を受けたものと誤認を与えるよう
な表示やあたかも研究用抗原定性検査キットを用いることで新型コロナウイルス感染症の罹患の有無が判断できると
誤認を与えるような表示を行う等、紛らわしい表示や広告を行うこと等により、実際よりも著しく優良であると示す
表示をする場合には、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）に違反するおそれがある。
　薬機法の承認を受けていない等、質の確保が保証されていない研究用抗原定性検査キットについては、消費者が感
染しているにもかかわらず、結果が陰性であった場合に、新型コロナウイルス感染症に罹患していないと誤解するこ
と等により、医療機関への受診が遅れ、本人の健康に重大な影響を与える可能性や周囲の者に感染を拡大させるおそ
れがあることから、今後、薬機法の承認を受けていない等、質の確保が保証されていない研究用抗原定性検査キット
の販売を控えるなど、消費者が適切に薬機法に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査キットを選択できる環境整備
に努められたい。

2　薬機法に基づく監視指導について
　研究用抗原定性検査キットのうち新型コロナウイルス感染症の診断を行うことが可能である旨の広告・販売を行う
ものについては、体外診断用医薬品であるとの誤認を与えるため、以下のいずれかに該当する製品については、関係
部局と連携して指導を行うこと。また、以下に限らず、医薬品的効果効能を標ぼうし又は暗示するものは同様に指導
を行うこと。
 （ 1 	）新型コロナウイルス感染症の診断目的・診断用途である旨が明示又は暗示されているもの（PCR検査等を行

うためのスクリーニング目的での検査、感染疑いの判定補助を含む。）
例	）「陽性の場合は医療機関を受診してください」などの検査結果によって感染症に対する対応を促す記載があ
るもの

 （ 2 	）新型コロナウイルス感染症に罹患していること又は罹患していないことが確認できる旨が明示又は暗示されて
いるもの

 （ 3）諸外国において、医薬品又は医療機器として承認等されている旨が明示されているもの
例）IVD、海外において体外診断用医薬品又は医療機器としての承認等を取得

 （ 4 	）薬機法に基づく承認を受けた体外診断用医薬品を用いた PCR検査、抗原検査との比較表等を用い、あたかも
新型コロナウイルス感染症の診断が可能であるかのように誤認させるもの

 （ 5 	）以上のほか、使用目的が明示されていないなど「診断以外の目的で使用するもの」であることが明らかでない
ものや「研究用」と称しながらも次の例示のように研究の用途とは異なる販売方法や標ぼうを行うもの
①　「研究用」と判断されず、指導の対象となる販売方法
例）・	一般消費者を対象とする店舗又はインターネットサイトにおいて、医薬品、医薬部外品、体外診断用

医薬品又は医療機器と並べて広告、販売するもの
 　　　　　・	一般消費者を対象とする店舗又はインターネットサイトにおいて、新型コロナウイルス感染症対策、

健康管理等のポップや広告、感染症対策の商品と共に陳列し、販売するもの
 　　　　　・	一般消費者を対象とする店舗又はインターネットサイトにおいて、使用者の口コミとして、医療用又

は一般用抗原定性検査キットの代替で用いることができる旨の口コミを掲載しているもの
 　　　　　・	（自薬局又は隣接する薬局において）医療用抗原定性検査キットを販売している旨の掲示を行っている

場合であって、研究用抗原定性検査キットの購入を希望する者に対し、「研究用」と称するキットは薬
機法に基づく承認を受けた体外診断用医薬品ではないことを説明せずに販売するもの
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 　　　　　・	医療用又は一般用抗原定性検査キットを求める客に対し、同じ目的のために代替して使用できる旨説
明して販売するもの

 　　　　　・	一般用 SARS コロナウイルス抗原キットに係る一般用検査薬ガイドラインが策定された又は医薬品で
ある抗原定性検査キットのインターネット販売が解禁されたとの説明と共に陳列、広告、販売するもの

②　「研究用」と判断されず、指導の対象となる標ぼう（同様の意図を暗示する演述、図画を含む。）
例）・大切な仲間と一緒に過ごす時間を取り戻すために

 　　　　　・外出前や人が集まるイベントに参加する前に手軽にチェックできる
 　　　　　・不特定多数の人と関わる機会が多い人におすすめ
 　　　　　・大切な人たちを守るために
 　　　　　・家族みんなの安心のために
 　　　　　・自分が感染者として感染拡大させる不安を払拭するために
 　　　　　・新型コロナウイルスへの感染を疑う諸症状があり不安に感じている方に
 　　　　　・来店するお客様に安全性を示せる
 　　　　　・帰省前に
 　　　　　・マナーとしての検査（セルフチェック）用に

	 令和 4年 9月12日
　各関係団体の長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 薬 務 課 長
	 （〒730-8511　広島市中区基町10-52）

新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査キットの 
適正な選択に関するリーフレットについて（通知）

　このことについて、令和 4年 9月 8日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び同省医薬・生
活衛生局監視指導・麻薬対策課から別紙のとおり事務連絡がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　無線	7-99-3222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　後河内）

別　紙
	 事　務　連　絡
	 令和 4年 9月 8日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）　御中

	 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
	 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査キットの 
適正な選択に関するリーフレットについて

　新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットについては、これまで、
　・　	「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに係る留意事項について（周知依頼）」（令和 3年 2



57広島県薬剤師会誌 2022 Vol.47 No.6

月25日付け事務連絡）
　・　	「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及び留意事項について」（令

和 3年12月22日付け事務連絡）
　・　	「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する留意事項について」（令和 4年 5月 2

日付け事務連絡）
　・　	「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及び留意事項について」（令

和 4年 8月24日付け事務連絡）
により、	

「研究用」と称して市販されている抗原定性検査キットは、国
が承認した「体外診断用医薬品」ではなく、性能等が確認され
たものではないことにご注意ください。

！
国が承認した医薬品を使いましょう！
※※「研究用」は国が承認したものでは

ありません。
国が承認した医療用医薬品又は一般用医薬品
（OTC）の抗原定性検査キットは、
 【体外診断用医薬品】又は【第１類医薬品】

と表示されています。
 取扱い薬局・薬店（インターネット含む）で

薬剤師に相談して購入してください。

新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは国が
承認した「体外診断用医薬品」を選んでください！!

(※1)「研究用」は健康フォローアップセンターでの登録等には使えません。
(※2)体外診断用医薬品によるセルフチェックを行った場合であっても診断

にはなりませんので、留意してください。

キットを使用し、新型コロナウイルスの感染が疑
われる場合には、受診等が必要ですので、薬剤師
からの情報に従ってください。

・購入時に薬剤師から使い方な
どについて説明があります。

体外診断用医薬品
新型コロナウイルス
抗原定性検査キット

研究用

新型コロナウイルス
抗原定性検査キット

体外診断用医薬品
新型コロナウイルス
抗原定性検査キット

・「医薬品」との表示はありません

研究用

新型コロナウイルス
抗原定性検査キット

（注）○×は承認の有無を示します。

　・　	消費者の自己判断により、新型コロナウイルス感染症
の罹患の有無を調べる目的で使用すべきでないこと

　・　	消費者は、研究用抗原定性検査キットではなく、医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（昭和35年法律第145号。以下「薬機法」
という。）に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査
キットを選ぶよう周知を行う

など、その取扱いをお示ししてきたところです。
　今般、新型コロナウイルス感染症に係る一般用抗原定性検
査キットが薬機法に基づき承認を得て、製造販売されること
になったことを踏まえ、周知に当たってのリーフレットを別
添のとおり改訂しましたので、上記の事務連絡に記載の留意
事項にご留意いただくとともに、関係各所への周知のほど、
お願い申し上げます。また、消費者が研究用抗原定性検査
キットではなく薬機法に基づく承認を受けた医療用又は一般
用抗原定性検査キットを選ぶよう、改めて周知を行っていた
だくようお願いいたします。併せて上記の事務連絡の趣旨を
踏まえ、貴管下販売業者に対する指導を引き続きお願いいた
します。
　なお、本事務連絡については、消費者庁と協議済みであり、
同庁から関係各所にも周知されることを申し添えます。

	 令和 4年 9月14日
　各関係団体の長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 薬 務 課 長
	 （〒730-8511　広島市中区基町10-52）

新型コロナウイルス抗原定性検査キットの
インターネット販売の留意事項について（通知）

　このことについて、令和 4年 9月13日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局総務課から別紙のとおり事務連絡があり
ました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　無線	7-99-3222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　勝原）
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別　紙
	 事　務　連　絡
	 令和 4年 9月13日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）　御中

	 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルス抗原定性検査キットの 
インターネット販売の留意事項について

　今般、新型コロナウイルス感染症に係る一般用の抗原定性検査キット（以下「一般用抗原検査キット」という。）
については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「薬
機法」という。）第23条の 2の 5第 1項の規定により、体外診断用医薬品として製造販売の承認を受けたものが、順次、
製造販売され、インターネットでの販売が認められることとなりました。一方、新型コロナウイルス感染症に係る医
療用の抗原定性検査キット（以下「医療用抗原検査キット」という。）の販売については、「新型コロナウイルス感染
症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて」（令和 3年 9 月27日付事務連絡（令和 4年
3 月17日一部改正））で示した取扱いから変更はなく、そもそも薬機法上インターネットでの販売は認められていま
せん。
　今般、医療用抗原検査キットをインターネットで販売する等の薬機法違反の疑い事例が報告されているため、改め
て、医療用抗原検査キットの販売に係る注意事項を下記のとおりお示ししますので、貴管内の薬局、店舗販売業者及
び卸売販売業者へ周知いただきますとともに、監視指導方、よろしくお願いいたします。

記

第 1　基本的な事項
　 1．医療用抗原検査キットのインターネット販売は認められていないこと。

　 2 	．一般用抗原検査キットとして販売（インターネット販売を含む）できるのは、製造販売業者から一般用抗原検
査キットとして表示され、製造販売（出荷）されたもののみであること。

　　	　一般用抗原検査キットとして承認された製品は以下を参照されたいこと。https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_27779.html

　 3 	．一般用抗原検査キットと容器・包装が同じであっても、一般用抗原検査キットとして表示・製造販売（出荷）
されていない医療用抗原検査キットは、一般用抗原検査キットではないため、インターネット販売できないこと。

　 4 	．これらを踏まえ、第 2のとおり、医療用抗原検査キットと一般用抗原検査キットを混同することなく、適正に
販売すること。

第 2　抗原検査キット販売時の留意事項
　 1 	．インターネット販売可能な抗原検査キット
　　	　インターネット販売は、一般用抗原検査キットとして承認された製品であって、一般用抗原検査キットとして

表示・製造販売（出荷）された製品に限ること。

　 2．医療用抗原検査キットと一般用抗原検査キットの区別
　医療用抗原検査キットとして製造販売（出荷）された製品を購入し、一般用抗原検査キットとして販売しては
ならないこと。
　「新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットの製造販売時等の
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取扱いについて」（令和 4年 8 月24日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課、医薬安全対策課及
び監視指導・麻薬対策課長通知）において、一般用抗原検査キットの製造販売について、医療用抗原検査キット
の記載事項のまま一般用抗原検査キットの添付文書を添付すること等により、一般用抗原検査キットの表示とし
て差し支えない旨が示されているが、この表示は製造販売業者の責任の下で行われるべきものであり、薬局の判
断で添付文書等の表示変更を行わないこと。
　なお、医療用抗原検査キットと一般用抗原検査キットの製造販売業者が同一であり、両者が同一の容器・包装
で出荷される場合であっても、製造販売業者において、製造番号等により両者を区別し管理しているため、薬局
において両者を同時に販売する場合は、製造番号等を確認の上、保管・管理の際に、両者を混同しないよう留意
すること。

　 3．医療用・一般用抗原検査キットと研究用抗原検査キットの区別
　インターネット販売や店舗での販売において、研究用抗原検査キットを、承認を受けた医療用抗原検査キット
又は一般用抗原検査キット（以下「医療用・一般用抗原検査キット」という。）と混同させるような販売方法を
行わないこと。
　特に、インターネット販売において、一般用抗原検査キットを購入しようとした消費者が、「検査キット」等
と検索した際に、研究用抗原検査キットが一般用抗原検査キットと混同して検索結果として表示されることがな
いよう、「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに係る留意事項について（周知依頼）」（令和
3年 2月25日付け事務連絡）等において研究用抗原検査キットの販売自粛等について示した内容を踏まえ、適切
に対応すること。
　また、抗原検査キットの販売サイトには、「新型コロナの検査キットは「研究用」ではなく国が承認した「体
外診断用医薬品」又は「第 1類医薬品」を選びましょう！」のリーフレット（https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_27779.html 等に掲載）を掲載するなど、研究用抗原検査キットを医療用・一般用抗原検査キットで
あると消費者が誤って認識して購入しないよう、注意喚起を行うこと。

	 令和 4年 9月21日
　各関係団体の長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

要指導医薬品として指定された医薬品について（通知）

　このことについて、令和 4年 9月16日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課から、別紙のとおり事
務連絡がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。
　なお、別紙の医薬品に関する情報については、厚生労働省ホームページに掲載されています。
　（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yoshidoiyakuhin.html）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　製薬振興グループ、薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3223、3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　深本、勝原）
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別　紙
	 事　務　連　絡
	 令和 4年 9月16日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）薬務主管課　御中

	 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

要指導医薬品として指定された医薬品について

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 4条第 5項第 3号の規定に基づき厚生労働
大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件（令和 4年厚生労働省告示第287号）が本日告示され、別表の医薬
品が要指導医薬品として指定されましたので、お知らせします。
　別表の医薬品を含む要指導医薬品の一覧は、後日、医薬品の販売制度に関する厚生労働省のホームページ（https://
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yoshidoiyakuhin.html）において掲載することとしております。

（別　表）
有効成分 販売名 製造販売業者 承認年月日 調査期間（予定）

ポリカルボフィルカ
ルシウム

ギュラック 小林製薬株式会社 令和 4年 9月16日 安全性等に関する製造
販売後調査期間（ 3年）

	 令和 4年 9月20日
　各関係団体の長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

令和 3 年度医薬品販売制度実態把握調査結果について（通知）

　このことについて、令和 4年 9月16日付け薬生総発0916第 1号及び薬生監麻発0916第 1号により、厚生労働省医薬・
生活衛生局総務課長及び同局監視指導・麻薬対策課長から別紙のとおり通知がありました。
　薬局及び医薬品販売業において、この調査で特に遵守率が不十分であった「第一類医薬品」や「濫用等のおそれの
ある医薬品」の販売体制を始めとして、より適切な販売体制が確立できるよう、貴会（組合）会員への周知徹底をお
願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　勝原）
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別　紙
	 薬生総発0916第 1 号
	 薬生監麻発0916第 1 号
	 令和 4 年 9 月 1 6 日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　殿

	 厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 総 務 課 長
	 （公	　　 　　印	　　 　　省	　 　　　略）
	 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
	 （公	　　 　　印	　　 　　省	　 　　　略）

令和 3 年度医薬品販売制度実態把握調査結果について

　厚生労働省では、薬局・店舗販売業が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行って
いるかどうか等についての調査を平成21年度から毎年度行っています。平成26年度からは、一般用医薬品のインター
ネットでの販売状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めて調査を行っており、今般、令和 3年度の調査結果を
取りまとめましたので、別添のとおりお知らせします。
　今回の調査では、店舗での販売においては、全体的な遵守率は前回から横ばいで推移しているものの、前回の調査
で遵守率が低かった項目である「第一類医薬品の情報提供を行ったうち、文書による情報提供の有無」や「濫用等の
おそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応」に関しては、前回から改善しているものの依然として他の
項目より低い結果となっているため、これらの項目の更なる遵守率の向上に向けて販売ルールの徹底が必要です。
　インターネットでの販売においては、例年遵守率の低い項目である「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しよ
うとしたときの対応が適切であった」に関して、前回から低下し、他の項目より低い割合となっているため、店舗で
の販売と同様に販売ルールの徹底が必要です。
　ついては、今回の調査で遵守率が不十分であった項目等を中心に監視指導の強化を行うとともに、販売に従事する
薬剤師、登録販売者の資質向上に係る研修等について周知徹底いただくなど、より一層の医薬品販売制度の遵守徹底
に向けた対応をお願いします。
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況
 

②
 要

指
導
 医

薬
品

の
販

売
方

法
（

本
人

確
認

、
薬

剤
師

に
よ
る
販

売
）
 

③
一
般

用
医

薬
品
の
情

報
提

供
、

相
談

対
応

の
状

況
 

等
 

 （
２
）

薬
局

・
店

舗
販

売
業

の
特

定
販

売
（

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
販

売
）

に
関

す
る

調
査
 

特
定
販

売
の

届
出

を
行

い
、

イ
ン

タ
ー
ネ
ッ

ト
で

一
般

用
医
薬
品

を
販

売
し

て
い

る
サ

イ
ト

5
1
7

件
を
対

象
に

、
医
薬
品

の
販

売
ル

ー
ル

に
係

る
事

項
等

に
関

し
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

で
の

販
売

状
況

等

に
つ
い

て
調

査
（
調
査

期
間

は
令

和
３

年
1
1
月
～

令
和

３
年

1
2
月

）
 

  

 

 
 

（
別
添

）
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 ３
．
主

な
調

査
結

果
（

括
弧

内
の

数
字

は
昨
年

度
の

結
果
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（

小
数

第
２

位
を

四
捨
五

入
し

て
お
り

、
合

計
が

1
0
0
％

と
な

ら
な
い

場
合

が
あ

り
ま
す

）
 

  （（
１１

））
  
薬薬

局局
・・

店店
舗舗
販販

売売
業業

のの
店店
舗舗

販販
売売

にに
関関
すす

るる
調調

査査
  

①
 
従

事
者
の
名
札
等

に
よ

り
専
門
家
の
区
別
が

で
き
た
か

：
 

区
別
で

き
た
 
8
8
.
7
%
(
8
7
.
5
%
)
／
区
別
で
き

な
か
っ
た
等

 
1
1
.
3
%
(
1
2
.
5
%
)
 

 

 
※
平
成
2
1
年
度
か
ら
2
5
年
度
は
「
名
札
を
付
け
て
い
た
か
ど
う
か

」
を
調
査
 

 ②
 
要

指
導

医
薬
品
の

購
入
者
が
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
本
人
か
ど
う
か
の
確
認
：
 

確
認
あ

り
 

8
9
.
1
%
(
8
5
.
2
%
)
／
確
認
な
し
 

1
0
.
9
%
(
1
4
.
8
%
)
 

 

  

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

6
2
.
5
7
2
.
8
8
4
.
8
8
8
.
7
9
1
.
4
8
6
.
9
8
5
.
5
8
3
.
2
7
9
.
7
8
8
.
4
8
6
.
6
8
7
.
5
8
8
.
7

薬
局

6
4
.
9
7
0
.
5
7
7
.
7
8
6
.
6
8
7
.
7
8
3
.
6
8
7
.
8
8
3
.
3
7
3
.
9
8
9
.
4
8
8
.
3
8
8
.
4
8
7
.
9

店
舗
販
売
業

6
0
.
2
7
5
.
0
9
1
.
2
9
0
.
3
9
3
.
9
8
9
.
5
8
4
.
7
8
3
.
1
8
2
.
2
8
7
.
9
8
5
.
6
8
6
.
9
8
9
.
3

5
0
.
0

6
0
.
0

7
0
.
0

8
0
.
0

9
0
.
0

1
0
0
.
0

％

従
事
者

の
名

札
等

に
よ

り
専
門

家
の

区
別

が
で

き
た

割
合

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

8
0
.
1

8
5
.
2

8
1
.
0

8
2
.
9

8
0
.
0

8
7
.
1

8
5
.
2

8
9
.
1

薬
局

8
0
.
4

8
8
.
6

8
2
.
0

8
2
.
2

7
9
.
8

9
0
.
0

8
6
.
5

8
8
.
9

店
舗
販

売
業

7
9
.
6

8
0
.
9

7
9
.
2

8
4
.
3

8
0
.
4

7
8
.
9

8
2
.
2

8
9
.
5

5
0
.
0

6
0
.
0

7
0
.
0

8
0
.
0

9
0
.
0

1
0
0
.
0

％

要
指
導

医
薬

品
の

購
入

者
が
使

用
し

よ
う

と
す

る
者

本
人
か

ど
う

か
の

確
認

が
さ

れ
た
割

合

3
 

 

 
③
 
要
指

導
医

薬
品
販
売

時
に
お
け
る
使
用
者
の
状
況
（
＊
）
に
つ
い
て
の
確
認
：
 

確
認
あ
り
 
9
5
.
6
%
(
9
4
.
0
%
)
／
確
認
な
し
 
4
.
4
%
(
6
.
0
%
)
 

 
 

 
 

 
＊
年
齢
、
症
状
、
他
の
医
薬
品
の
使
用
の
状
況
等
 

  ④
 
要

指
導

医
薬

品
販
売
に
お
け
る
文
書
に
よ
る
情
報
提
供
の
有
無
：
 

 
文
書

を
用

い
て
情
報
提
供

が
あ
っ
た
 
8
5
.
7
%
 
(
8
6
.
1
%
)
／
文
書
を
渡
さ
れ
た
が
詳
細
な
説
明
が
な

か
っ
た
 
3
.
9
%
 
(
2
.
3
%
)
／
口
頭
の
み
で
の
説
明
だ
っ
た

 
1
0
.
4
%
 
(
1
1
.
6
%
)
 

 
 

 
※
情
報
提
供
が
あ
っ
た
店
舗
（
令
和
３
年
度
9
4
.
7
％
）
に
つ
い
て
、
そ
の
う
ち
文
書
を
用
い
て
 

 
 

 
 

情
報
提
供
が
あ
っ
た
等
の
数
値
 

 

 
 H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

8
9
.
5

9
1
.
8

8
7
.
3

8
6
.
9

9
1
.
4

9
4
.
3

9
4
.
0

9
5
.
6

薬
局

8
9
.
5

9
4
.
6

8
8
.
2

8
6
.
3

9
1
.
4

9
6
.
1

9
5
.
4

9
5
.
8

店
舗
販

売
業

8
9
.
4

8
8
.
3

8
5
.
6

8
8
.
1

9
1
.
5

8
9
.
2

9
0
.
7

9
5
.
1

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

％

販
売
者

か
ら

使
用

者
の

状
況
に

つ
い

て
の

確
認

が
さ

れ
た
割

合

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

7
2
.
9

7
9
.
5

7
5
.
8

7
8
.
0

7
5
.
0

7
5
.
3

8
6
.
1

8
5
.
7

薬
局

7
3
.
2

7
8
.
3

7
1
.
5

7
6
.
6

7
2
.
9

7
4
.
9

8
6
.
4

8
5
.
7

店
舗
販

売
業

7
2
.
4

8
1
.
1

8
3
.
3

8
0
.
6

8
0
.
1

7
6
.
6

8
5
.
2

8
5
.
6

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

％

要
指
導

医
薬

品
販

売
に

お
け
る

文
書

に
よ

る
情

報
提

供
の
有

無
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⑤
 
要

指
導

医
薬
品
販
売
時
の
情
報
提
供
を
行
っ
た
者
の
資
格
：
 

薬
剤
師
 

9
8
.
9
%
 
(
9
8
.
2
%
)
／
 
登
録
販
売
者

 
0
.
2
%
 
(
0
.
2
%
)
／
一

般
従

事
者

 
0
.
2
%
 
(
0
.
3
%
)
／
名

札
未
着

用
等
の
た
め
不
明
 
0
.
7
%
 
(
1
.
4
%
)
 

 
 

 
 

 

⑥
 
第

１
類

医
薬
品
販
売
時
に
お
け
る
使
用
者
の
状
況

（
＊

）
に
つ
い
て
の
確
認
：
 

確
認
あ

り
 

9
4
.
4
%
(
9
4
.
5
%
)
／
確
認
な
し
 

5
.
6
%
(
5
.
5
%
)
 

 
 

 
＊
年
齢
、
症
状
、
他
の
医
薬
品
の
使
用
の
状
況
等
 

 

 
 H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

9
1
.
1

9
6
.
9

9
6
.
3

9
7
.
2

9
6
.
8

9
7
.
8

9
8
.
2

9
8
.
9

薬
局

9
1
.
3

9
7
.
0

9
6
.
2

9
6
.
7

9
7
.
2

9
7
.
9

9
8
.
5

9
8
.
5

店
舗
販

売
業

9
0
.
7

9
6
.
7

9
6
.
6

9
8
.
3

9
6
.
0

9
7
.
5

9
7
.
4

1
0
0
.
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

％

要
指
導

医
薬

品
販

売
時

の
情
報

提
供

を
行

っ
た

者
が

薬
剤
師

で
あ

っ
た

割
合

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

8
7
.
6

8
9
.
6

8
8
.
8

9
1
.
0

9
0
.
3

9
1
.
3

9
4
.
5

9
4
.
4

薬
局

8
8
.
1

9
2
.
5

9
0
.
1

9
1
.
7

9
0
.
5

9
2
.
2

9
4
.
8

9
5
.
0

店
舗
販

売
業

8
6
.
6

8
5
.
9

8
5
.
6

8
9
.
5

9
0
.
0

8
9
.
3

9
3
.
4

9
2
.
4

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

％

販
売
者

か
ら

使
用

者
の

状
況
に

つ
い

て
の

確
認

が
さ

れ
た
割

合

5
 

 

⑦
 
第
１
類
医
薬
品
販
売
に
お
け
る
文
書
に
よ
る
情
報
提
供
の
有
無
：
 

文
書
を
用
い
て
情
報
提
供
が
あ
っ
た
 
7
6
.
5
%
 
(
7
2
.
4
%
)
／
文
書
を
渡
さ
れ
た
が
詳
細
な
説
明
が
な

か
っ
た
 
1
.
5
%
 
(
2
.
4
%
)
／
口
頭
の
み
で
の
説
明
だ
っ
た

 
2
2
.
0
%
 
(
2
5
.
1
%
)
 

 

※
情
報
提
供
が
あ
っ
た
店
舗
（
令
和
２
年
度
9
2
.
7
％
）
に
つ
い
て
、
そ
の
う
ち
文
書
を
用
い
て
 

情
報
提
供
が
あ
っ
た
等
の
数
値
 

   
 
⑧
 
第
１
類

医
薬

品
販
売
の
情
報
提
供
さ
れ
た
内
容
を
理
解
し
た
か
ど
う
か
等
の
確
認
の
有
無
：
 

確
認
が
あ
っ
た
 
7
7
.
7
%
 
(
7
5
.
6
%
)
／
 
確
認
が
な
か
っ
た
 
2
2
.
3
%
 
(
2
4
.
4
%
)
 

 

 

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

5
0
.
5
3
1
.
5
5
5
.
2
6
0
.
7
6
7
.
5
7
1
.
0
7
3
.
6
6
8
.
2
7
1
.
5
7
0
.
6
6
8
.
8
7
2
.
4
7
6
.
5

薬
局

4
6
.
5
2
9
.
7
5
5
.
6
6
2
.
1
6
9
.
0
7
1
.
4
7
3
.
2
6
8
.
7
7
2
.
3
7
1
.
7
6
8
.
2
7
3
.
6
7
7
.
8

店
舗
販

売
業

5
5
.
4
3
5
.
5
5
4
.
5
5
8
.
5
6
5
.
3
7
0
.
2
7
4
.
1
6
7
.
1
6
9
.
9
6
8
.
0
7
0
.
2
6
8
.
1
7
1
.
6

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

%第
１
類

医
薬

品
販

売
に

お
け
る

文
書

に
よ

る
情

報
提

供
の
有

無

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

5
6
.
2

6
7
.
8

6
7
.
4

7
3
.
6

6
7
.
0

6
8
.
3

7
5
.
6

7
7
.
7

薬
局

5
8
.
2

6
7
.
6

6
7
.
0

7
2
.
9

6
6
.
7

6
6
.
7

7
5
.
7

7
6
.
0

店
舗
販

売
業

5
2
.
5

6
8
.
0

6
8
.
2

7
5
.
1

6
7
.
7

7
2
.
1

7
5
.
1

8
3
.
5

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

％

第
１
類

医
薬

品
販

売
の

情
報
提

供
さ

れ
た

内
容

を

理
解
し

た
か

ど
う

か
等

の
確
認

の
有

無
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⑨

 
⑦

の
情

報
提
供
を
行
っ
た
者
の
資
格
：
 

薬
剤
師
 

9
6
.
9
%
 
(
9
6
.
5
%
)
／
 
登
録
販
売
者

 
0
.
1
%
 
(
0
.
8
%
)
／
一

般
従

事
者

 
0
.
1
%
 
(
0
.
1
%
)
／
名

札
未
着

用
等
の
た
め
不
明
 
2
.
9
%
 
(
2
.
6
%
)
 

 

  ⑩
 
第

１
類

医
薬
品
に
関
す
る
相
談
に
対
し
、
適
切
な
回
答
が
あ
っ
た
か
（

＊
）
：
 

適
切
な

回
答
が
あ
っ
た

 
9
8
.
0
%
 
(
9
8
.
4
%
)
／
 
適
切
な
回
答

が
な

か
っ

た
 

2
.
0
%
 
(
1
.
6
%
)
  

 
＊
「
こ
の
薬
眠
く
な

り
や
す
い
で
す
か
」
等
を
質
問
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
注
意
事
項
（
添
付
文
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
事
項
）
等
が
回
答
さ
れ
た
場
合
を
「
適
切
な
回
答
が
あ
っ
た
」
と
し
た
。
 

 

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

7
0
.
4
7
4
.
0
8
4
.
5
8
8
.
4
9
0
.
3
9
0
.
9
9
4
.
1
9
2
.
4
9
5
.
3
9
6
.
1
9
6
.
3
9
6
.
5
9
6
.
9

薬
局

6
5
.
8
7
3
.
7
8
2
.
1
8
7
.
8
8
8
.
6
9
0
.
3
9
3
.
7
9
1
.
6
9
4
.
8
9
6
.
1
9
5
.
7
9
6
.
6
9
7
.
0

店
舗
販

売
業

7
5
.
9
7
4
.
6
8
8
.
3
8
9
.
5
9
2
.
7
9
2
.
0
9
4
.
7
9
4
.
4
9
6
.
5
9
6
.
3
9
7
.
7
9
6
.
2
9
6
.
4

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

％

第
１
類

医
薬

品
販

売
時

の
情
報

提
供

を
行

っ
た

者
が

薬
剤
師

で
あ

っ
た

割
合

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

7
5
.
2
9
5
.
1
9
5
.
3
9
6
.
2
9
5
.
3
9
8
.
8
9
7
.
3
9
7
.
3
9
8
.
6
9
7
.
4
9
8
.
4
9
8
.
0

薬
局

7
2
.
6
9
5
.
5
9
5
.
2
9
6
.
3
9
5
.
0
9
8
.
8
9
7
.
4
9
7
.
0
9
8
.
8
9
8
.
0
9
8
.
8
9
7
.
8

店
舗
販
売
業

8
1
.
1
9
4
.
5
9
5
.
5
9
6
.
2
9
5
.
9
9
8
.
8
9
6
.
9
9
8
.
1
9
8
.
2
9
6
.
1
9
6
.
9
9
8
.
6

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

％

適
切
な

回
答

が
あ

っ
た

店
舗
の

割
合

7
 

 

⑪
 
⑩
の
相
談
に
対
応
し
た
者
の
資
格
：
 

薬
剤
師
 
9
5
.
7
%
 
(
9
5
.
8
%
)
／
 
登
録
販
売
者
 
0
.
2
%
 
(
0
.
6
%
)
／
一
般
従
事
者

 
0
.
8
%
 
(
0
.
2
%
)
／
名

札
未
着
用
等
の
た
め
不
明
 
3
.
3
%
 
(
3
.
4
%
)
 

 
 

  

⑫
 
指

定
第

２
類

医
薬
品
の
注
意
喚
起

（
＊
）
の
状
況

：
 

 
 
 

認
識

で
き

た
 
8
6
.
7
%
(
8
1
.
7
%
)
／
認
識
で
き
な
か
っ
た
 
1
3
.
3
%
(
1
8
.
3
%
)
 

 
 

 
＊
「
禁
忌
を
確
認
す
る
こ
と
」
、
「
薬
剤
師
ま
た
は
登
録
販
売
者
に
相
談
す
る
こ
と
」
を
勧
め
る
旨
 

    

 
 H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

全
て

8
9
.
8

9
4
.
6

9
0
.
1

9
3
.
7

9
4
.
5

9
5
.
7

9
5
.
8

9
5
.
7

薬
局

8
8
.
8

9
4
.
2

8
9
.
2

9
3
.
1

9
4
.
7

9
5
.
2

9
5
.
9

9
5
.
5

店
舗
販

売
業

9
1
.
6

9
5
.
1

9
2
.
2

9
5
.
1

9
4
.
0

9
7
.
0

9
5
.
7

9
6
.
2

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

％

相
談
に

対
応

し
た

者
が
薬
剤
師

で
あ

っ
た

割
合

H
2
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H
2
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H
2
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H
2
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H
3
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R
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R
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R
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6
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.
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7
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7
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1

7
6
.
0

7
4
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8

8
1
.
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8
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.
7

8
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薬
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6
8
.
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7
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.
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7
8
.
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8
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.
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7
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8
4
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8
1
.
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9
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舗
販

売
業

6
3
.
7

7
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.
3

7
3
.
7

7
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.
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7
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.
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8
1
.
3

8
1
.
7

8
6
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5
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6
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7
0

8
0

9
0

1
0
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％

指
定
第

２
類

医
薬

品
の

注
意
喚

起
が

認
識

で
き

た
割

合
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8
 

 

⑬
 
濫

用
等

の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
（
＊
1
）
を
複
数
購

入
し
よ
う
と
し
た
と
き
の
対
応
（
＊

2
）
：
 

１
つ
し

か
購
入
で
き
な
か
っ
た
 
6
7
.
1
%
(
6
0
.
4
%
)
／
複
数
必

要
な
理
由

を
伝

え
た

と
こ

ろ
、

購
入
 

で
き
た
 

1
4
.
9
%
(
1
2
.
9
%
)
／
質
問
等
さ
れ
ず
に
購
入
で
き
た

 
1
8
.
1
%
(
2
6
.
7
%
)
／
そ
の

他
 

0
.
0
%
(
0
.
0
%
)
 

  

  
  
  

＊
１
 
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
、
コ
デ
イ
ン
（
鎮
咳
去
痰
薬
に
限
る
）
、
ジ
ヒ
ド
ロ
コ
デ
イ
ン
（
鎮
咳
去
痰
薬
に
限
 

る
）
、
ブ
ロ
ム
ワ
レ
リ
ル
尿
素
（
ブ
ロ
モ
バ
レ
リ
ル
尿
素
）
、
プ
ソ
イ
ド
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
、
メ
チ
ル
エ
フ

ェ
ド
リ
ン
（
鎮
咳
去
痰
薬
の
う
ち
、
内
服
液
剤
に
限
る
）
を
成
分
と
し
て
含
有
す
る
医
薬
品
 

＊
２
 
「
１
つ
し
か
購
入
で
き
な
か
っ
た
」
、
「
複
数
必
要
な
理
由
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
購
入
で
き
た
」
、

 

「
そ
の
他
（
購
入
せ
ず
に
医
者
を
受
診
す
る
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
た
等
）
」
を
販
売
方
法
が
適
切
で
あ
っ

た
と
し
た
。
 

  
  H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
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R
1

R
2

R
3

全
て
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.
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6
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6
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.
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6
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.
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薬
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.
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6
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6
9
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8
5
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店
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販

売
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6

6
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2

6
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6
1
.
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.
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7
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％
販

売
方

法
が

適
切

で
あ

っ
た
店

舗
の

割
合

9
 

 （ （
２２
））

  
特特
定定
販販

売売
（（
イイ
ンン
タタ
ーー

ネネ
ッッ
トト

販販
売売
））
にに
関関
すす

るる
調調
査査
  

①
 
第
１

類
医

薬
品
販
売
時
の
使
用
者
の
状
況

（
＊
）
に
つ
い
て
の
確
認
状
況

：
 

確
認
あ
り
 
9
9
.
2
%
(
9
8
.
0
%
)
／
確
認
な
し
 
0
.
8
%
(
2
.
0
%
)
 

 
 
 

 

 
＊
年
齢
、
症
状
、
他
の
医
薬
品
の
使
用
の
状
況
等
 

 

 

②
 
第
１

類
医

薬
品
販
売
時
の
情
報
提
供
の
有
無
：
 

 
情
報

提
供

あ
り
 
9
1
.
6
%
(
8
8
.
1
%
)
／
情
報
提
供
な
し

 
8
.
4
%
(
1
1
.
9
%
)
 

 

       

8
3
.
9

9
0
.
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9
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.
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販
売
者

か
ら

使
用

者
の

状
況
に

つ
い

て
の

確
認

が
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れ
た
割

合
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第
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薬

品
販

売
時

の
情
報

提
供

の
有

無
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1
0
 

 

③
 

②
の

情
報
提
供
を
行
っ
た
者
の
資
格
：
 

薬
剤
師
 

8
1
.
7
%
 
(
7
6
.
4
%
)
／
 
登
録
販
売
者

 
1
.
8
%
 
(
1
.
1
%
)
／
 

そ
の
他

・
わ
か
ら
な
か
っ
た

 
1
6
.
5
%
 
(
2
2
.
5
%
)
 

 
 

  

④
 

第
１

類
医
薬
品
販
売
時
の

相
談
に
対

し
回
答
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
：
 

回
答
あ

り
 
9
3
.
2
%
 
(
9
6
.
0
%
)
／
回
答

な
し

 
6
.
9
%
 
(
4
.
0
%
)
 

 
 
 
※
平
成
2
2
年
度
か
ら
2
5
年
度
は
リ
ス
ク
区
分
に
限
ら
ず
ラ
ン
ダ
ム
に
相
談
し
返
信
が
あ
っ
た
割
合
 

※
平
成
2
6
年
度
か
ら
リ
ス
ク
区
分
ご
と
に
調
査
（
「
9
3
.
2
％
」
は
第
１
類
医
薬
品
に
お
け
る
回
答
）
 

     

9
0
.
9

8
2
.
0
 

6
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7
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7
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情
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提

供
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行
っ

た
者

が
薬
剤

師
で

あ
っ

た
割

合
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R
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％

相
談
に

対
し

回
答

が
あ

っ
た
割

合

1
1
 

 

⑤
 
④
の
相
談

に
対
応
し
た
者
の
資
格
：
 

薬
剤
師
 
7
6
.
4
%
 
(
7
2
.
9
%
)
／
 
登
録
販
売
者
 
1
.
8
%
 
(
1
.
0
%
)
／
そ
の
他
・
 

わ
か
ら

な
か

っ
た
 
2
1
.
8
%
 
(
2
6
.
0
%
)
 

 
 

 
 

 

⑥
 
第
２

類
医

薬
品
等
に
関
す
る
相
談
に
対
し
回
答
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

：
 

回
答
あ
り
 
9
7
.
0
%
(
9
5
.
9
%
)
／
回
答
な
し
 
3
.
0
%
(
4
.
1
%
)
 

 

※
相
談
に
対
し
返
信
が
あ
っ
た
割
合
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2
.
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7
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7
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.
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相
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で
あ

っ
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割
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対
し
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が
あ

っ
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割
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1
2
 

 

⑦
 

⑥
の

相
談
に
対
応
し
た
者
の
資
格
：
 

薬
剤
師
 

1
6
.
5
%
(
1
7
.
2
%
)
／
登
録
販
売
者
 

2
4
.
4
%
(
2
0
.
6
%
)
)
／
 

そ
の
他

・
わ
か
ら
な
か
っ
た

 
5
9
.
1
%
(
6
2
.
2
%
)
 

 

  

⑧
 

指
定

第
２
類
医
薬
品
に
関
す
る
注
意
喚
起
（
＊
）
の
状
況

：
 

認
識
で

き
た
 
9
8
.
8
%
(
9
5
.
8
%
)
／
認
識
で
き
な
か
っ
た
 

1
.
2
%
(
4
.
2
%
)
 

 

 
 
 

＊
「
禁
忌
を
確
認
す
る
こ
と
」
、
「
薬
剤
師
ま
た
は
登
録
販
売
者
に
相
談
す
る
こ
と
」
を
勧
め
る
旨
 

       

5
0
.
9
 

4
9
.
0
 

3
3
.
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2
5
.
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3
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.
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4
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.
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3
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.
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4
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.
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2
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2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

％

情
報
提

供
を

行
っ

た
者

が
薬
剤

師
ま

た
は

登
録

販
売

者
で
あ

っ
た

割
合
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9
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.
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9
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9
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.
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9
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.
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9
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9
8
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指
定
第

２
類

医
薬

品
に

関
す
る

注
意

喚
起

が
認

識
で

き
た
割

合

1
3
 

 

⑨
 
濫
用

等
の

お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
（
＊
1
）
を
複
数
購
入
し
よ
う
と
し
た
と
き
の
対
応
（
＊

2
）
：
 

１
つ
し
か
購
入
で
き
な
か
っ
た
（
＊
3
）
 
6
3
.
9
%
(
6
6
.
4
%
)
／
複
数
必
要
な
理
由
を
伝
え
た
と
こ
 

ろ
、
購

入
で

き
た
 
3
.
1
%
(
6
.
4
%
)
／
質
問
等
さ
れ
ず
に
購
入
で
き
た
 
3
3
.
0
%
(
2
7
.
3
%
)
／
そ
の
他
 

0
.
0
%
(
0
.
0
%
)
 

 

  
  
  

＊
１
 
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
、
コ
デ
イ
ン
（
鎮
咳
去
痰
薬
に
限
る

）
、
ジ
ヒ
ド
ロ
コ
デ
イ
ン
（
鎮
咳
去
痰
薬
に
限
 

る
）
、
ブ
ロ
ム
ワ
レ
リ
ル
尿
素
（
ブ
ロ
モ
バ
レ
リ
ル
尿
素
）
、
プ
ソ
イ
ド
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
、
メ
チ
ル
エ
フ

ェ
ド
リ
ン
（
鎮
咳
去
痰
薬
の
う
ち
、
内
服
液
剤
に
限
る
）
を
成
分
と
し
て
含
有
す
る
医
薬
品
 

＊
２
 
「
１
つ
し
か
購
入
で
き
な
か
っ
た
」
、
「
複
数
必
要
な
理
由
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
購
入
で
き
た
」
、

 

「
そ
の
他
（
購
入
せ
ず
に
医
者
を
受
診
す
る
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
た
等
）
」
を
販
売
方
法
が
適
切
で
あ
っ

た
と
し
た
。
 

＊
３
 
「
１
つ
し
か
購
入
で
き
な
か
っ
た
」
際
の
好
事
例
と
し
て
、
プ
ル
ダ
ウ
ン
等
で
カ
ー
ト
に
１

 

つ
し
か
入
れ
ら
れ
な
い
仕
様
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
般
的
に
、
一
定
期
間
は
 

連
続
し
て
購
入
が
出
来
な
い
仕
様
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
好
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
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で
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	 令和 4 年10月 3 日
　各関係団体の長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第27回報告書」及び 
「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　2021年　年報」 

の周知について（通知）

　このことについて、令和 4年 9月30日付け薬生総発0930第 2 号及び薬生安発0930第 1 号により厚生労働省医薬・生
活衛生局総務課長及び同局医薬安全対策課長から別紙のとおり通知がありましたので、貴会会員への周知をお願いし
ます。
　なお、当該報告は公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページに掲載されています。
　（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　勝原）

別　紙
	 薬生総発0930第 2 号
	 薬生安発0930第 1 号
	 令和 4 年 9 月30日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　殿

	 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
	 （公	　　 　印	　 　　省	 　　　略）
	 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
	 （公	　　 　印	　 　　省	 　　　略）

「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第27回報告書」及び 
「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　2021年　年報」 

の周知について

　医薬行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業（以下「本事業」という。）は、公益財団法人日本医療機能評価機構（以
下「機構」という。）による厚生労働省補助事業であり、平成21年 4 月から、薬局におけるヒヤリ・ハット事例等を
収集、分析し提供しています。本事業は、医療安全対策に有用な情報について、各薬局に広く共有するとともに、国
民に対して情報を提供し、医療安全対策の一層の推進を図ることを目的として実施されています。
　この度、機構が、令和 4年 1月から 6月までに報告されたヒヤリ・ハット事例を収集し分析を行った「薬局ヒヤリ・
ハット事例収集・分析事業　第27回報告書」及び令和 3年 1月から12月までに報告されたヒヤリ・ハット事例の収集・
分析の内容をとりまとめた「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　2021年　年報」を公表しました。これらの報
告書は、機構から各都道府県、各保健所設置市及び各特別区の長宛に送付されており、機構のホームページにも掲載
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されています（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/）。
　貴職におかれましては、下記留意事項とともに、薬局等におけるヒヤリ・ハットの発生防止のため、貴管下薬局の
他、医療機関及び関係団体に対し、本報告書を周知いただくとともに、各薬局において本報告書を通じてヒヤリ・ハッ
トの要因や傾向等を把握し、発生防止により一層取り組まれるよう御配慮願います。

記

1 	．本事業への参加登録等の手続きに際しては、機構ホームページに掲載されている「参加の手引き」を事前に確認
いただくよう、周知をお願いいたします。また、診療報酬の取扱いに関しては機構では回答できないため、以下の
URLの診療報酬に関する照会先へ問合せいただくよう、併せて周知方お願いいたします。

※診療報酬に関する照会先のURL：https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000604242.pdf

2 	．本事業で令和 4年 1 月 1 日から令和 4年 6 月30日までに報告された件数は54,750件となり、そのうち、「調剤」
の事例は9,293件、「疑義照会」の事例は45,376件あり、医療安全に資する事例の報告が増えています。
　本通知の内容については、貴管下薬局等の薬局の管理者、医薬品の安全使用のための責任者、医療機関の医療安
全に係る安全管理のための委員会の関係者、医療安全管理者、医薬品の安全使用のための責任者等に対しても周知
されるよう御配慮願います。

　 【参考】
　本通知を含め、医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発信された際に、その情報をメールによっ
て配信する「医薬品医療機器情報配信サービス（PMDAメディナビ）」が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
において運営されています。以下のURLから登録できますので、御活用ください。

医薬品医療機器情報配信サービス（PMDAメディナビ）
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html

	 令和 4年10月 3 日
　各関係団体の長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

オンライン服薬指導の実施要領について（通知）

　このことについて、令和 4年 9月30日付け薬生発0930第 1 号により厚生労働省医薬・生活衛生局長から別紙のとお
り通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　勝原）
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別紙 1
	 薬生発0930第 1 号
	 令和 4年 9月30日

各　
都道府県知事
保健所設置市長
特　別　区　長

　殿

	 厚生労働省医薬・生活衛生局長
	 （公	 　　印	　　 省	 　　略）

オンライン服薬指導の実施要領について

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第63号）
による医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「薬機法」
という。）の改正により、薬機法第 9条の 4において、薬剤を販売又は授与する際の薬剤師による服薬指導について、
対面によるものに加え、「映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方
法その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定める
もの」によるもの（以下「オンライン服薬指導」という。）が認められ、その具体的な要件については医薬品、医療
機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第 1号。以下「施行規則」とい
う。）第15条の13第 2 項において定めてきたところです。
　今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和
4年厚生労働省令第137号）により施行規則の一部を改正し、薬局開設者は、薬局内の他、当該薬局における調剤に
従事する薬剤師と相互に連絡をとることができる場所においてもオンライン服薬指導を行わせることができることと
なりました。
　本改正内容を踏まえ、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改
正する省令の施行について（オンライン服薬指導関係）」（令和 4年 3月31日付け薬生発0331第17号厚生労働省医薬・
生活衛生局長通知）による取扱いの一部を改め、オンライン服薬指導の実施要領を別添のとおり定めましたので、御
了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏な
きよう、お願いいたします。

	 別　添

オンライン服薬指導の実施要領

第 1　オンライン服薬指導について（施行規則第15条の13第 2 項第 1号関係）
　オンライン服薬指導については、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること
が可能な方法であって、患者の求めに応じて、その都度薬剤師の判断と責任に基づき、行うことができるものとす
ること。

第 2　オンライン服薬指導の実施要件（施行規則第15条の13第 2 項第 1号及び第 2号関係）
　 （ 1）薬剤師の判断（第 1号関係）

　薬局開設者は、オンライン服薬指導の実施に際して、その都度、当該薬局の薬剤師の判断と責任に基づき、行
わせること。
　当該薬局において服薬指導を実施したことがない患者及び処方内容に変更のあった患者に対してオンライン服
薬指導を行う場合においては、当該患者の服薬状況等を把握した上で実施すること。患者の服薬状況の把握は、
対面と同様に、例えば、以下の情報のいずれか又は組み合わせによることが考えられる。
 （ア）患者が保有するお薬手帳に基づく情報
 （イ）患者の同意の下で、当該患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
 （ウ）処方箋を発行した医師の診療情報（患者から聴取した情報も含む）
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 （エ）患者から聴取した併用薬、副作用歴その他参考となる情報
　ただし、注射薬や吸入薬など、使用にあたり手技が必要な薬剤については、（ア）から（エ）までの情報に加え、
受診時の医師による指導の状況や患者の理解度等に応じ、薬剤師がオンライン服薬指導の実施を困難とする事情
がないか確認すること。
　なお、当該薬剤師がオンライン服薬指導を適切に行うことが困難であると判断し、対面での服薬指導を受ける
よう促すことは薬剤師法（昭和35年法律第146号）第21条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。

　 （ 2）患者に対し明らかにする事項（第 2号関係）
　薬局開設者は、当該薬局の薬剤師に、次の（ア）及び（イ）に掲げるオンライン服薬指導に関する必要事項を
明らかにした上でオンライン服薬指導を実施させること。
　なお、当該事項を明らかにするに当たっては、服薬指導に利用する情報通信機器やアプリケーション、当該薬
局のホームページに表示する方法等によることも可能とすること。
 （ア）オンライン服薬指導を行うことの可否についての判断の基礎となる事項
　	　服用にあたり手技が必要な薬剤の初回処方時等、薬剤師がオンライン服薬指導を行わないと判断した場合
にオンライン服薬指導を中止した上で、対面による服薬指導を促す旨（情報通信環境の障害等によりオンラ
イン服薬指導を行うことが困難になる場合を含む。）を説明すること。

 （イ）オンライン服薬指導に係る情報の漏えい等の危険に関する事項
　　オンライン服薬指導時の情報の漏洩等に関する責任の所在が明確にされるようにすること。

　なお、オンライン服薬指導に関する必要事項を説明するに当たっては、以下について留意すべきであること。
　　・	　患者に重度の認知機能障害がある等により薬剤師と十分に意思疎通を図ることができない場合は、説明の際

に、患者の家族等を患者の代わりに指導の対象とすることができること。
　　・　必要事項に変更が生じた場合には、改めて患者に明らかにすること。

第 3　オンライン服薬指導を実施する際の留意事項
　薬剤師は、オンライン服薬指導等を行うに当たり、患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正
使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、必要に応じ、
ア　事前に薬剤情報提供文書等を患者に送付してから服薬指導等を実施する（画面に表示しながらの実施も含む）
イ　対面による服薬指導と同様に、患者の求めに応じて、改めて、薬剤の使用方法の説明等を行う
ウ　対面による服薬指導と同様に、薬剤交付後の服用期間中に、服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
エ	　対面による服薬指導と同様に、上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバッ
クする

　　等の対応を行うこと。

第 4　オンライン服薬指導に関するその他の留意事項
　 （ 1）オンライン服薬指導の体制

　薬歴管理が適切に行われるために、オンライン服薬指導は、患者の意向の範囲内で、かかりつけ薬剤師・薬局
により行われることが望ましいこと。

　 （ 2）訪問診療を受ける患者への対応
　複数の患者が居住する介護施設等においては、患者ごとにオンライン服薬指導の実施可否を判断すること。複
数人が入居する居室の場合においても、第 4（ 7）に留意しつつ、患者のプライバシーについて、対面による服
薬指導と同程度配慮したうえで患者ごとにオンライン服薬指導を行うこと。

　 （ 3）本人の状況の確認
　原則として、薬剤師と患者双方が、身分確認書類（例えば、薬剤師は顔写真付きの身分証明書、HPKI カード
や薬剤師免許等、患者は保険証やマイナンバーカード等。）を用いて、薬剤師は薬剤師であること、患者は患者
本人であることの確認を行うこと。ただし、社会通念上、当然に薬剤師、患者本人であると認識できる状況であ
る場合には、服薬指導の都度本人確認を行う必要はないこと。
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 　（ 4）通信環境（情報セキュリティ・プライバシー・利用端末）
　オンライン服薬指導の実施における情報セキュリティ及びプライバシー保護等の観点から、「「オンライン診療
の適切な実施に関する指針」の策定について」（平成30年 3月30日付け医政発0330第46号厚生労働省医政局長通知。
以下「オンライン診療指針」という。）に示された内容を参考に、必要な通信環境を確保すること。なお、医療
情報システムに影響を及ぼす可能性があるシステムを用いる場合、「医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン」に沿った対策を行うこと。特に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」では、個人所
有端末の業務利用については、一定の要件が求められていることに留意すること。患者側の通信環境については、
患者の希望に応じたデバイスやネットワークに対応できるよう配慮すること。

 　（ 5）薬剤師に必要な知識及び技能の確保
　オンライン服薬指導の実施に当たっては、薬学的知識のみならず、情報通信機器の使用や情報セキュリティ等
に関する知識が必要となるため、薬局開設者は、オンライン服薬指導を実施する薬剤師に対しオンライン服薬指
導に特有の知識等を習得させるための研修材料等を充実させること。その際、厚生労働省HPに掲載予定のオン
ライン服薬指導に関する e-learning 等が教材として活用可能であるので、参考にすること。

 　（ 6）薬剤の交付
　薬局開設者は、オンライン服薬指導後、当該薬局において当該薬局の薬剤師が調剤した薬剤を、品質を確保し
た状態で速やかに患者に届けさせること。
　調剤済みの薬剤の郵送又は配送を行う場合には、薬剤師による患者への直接の授与と同視しうる程度に、当該
薬剤の品質の保持や、患者本人への授与等がなされることを確保するため、薬局開設者は、あらかじめ配送のた
めの手順を定め、配送の際に必要な措置を講ずること。なお、薬局は、薬剤の配送後、当該薬剤が確実に患者に
授与されたことを電話等により確認すること（配達業者の配達記録やアプリケーション等での受領確認、配達記
録が記載されたメール等による確認も含む）。
　また、品質の保持（温度管理を含む。）に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤、麻薬・
向精神薬や覚醒剤原料、放射性医薬品、毒薬・劇薬等流通上厳格な管理を要する薬剤等については、適切な配送
方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。
　初診からオンライン診療を実施する医療機関に関して、オンライン診療指針に規定する以下の要件について、
これまでの来局の記録等から判断して疑義がある場合には、対面による服薬指導と同様に、処方した医師に遵守
しているかどうか確認すること。

初診の場合には以下の処方は行わないこと。
　・　麻薬及び向精神薬の処方
　・　	基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品（診療報酬における

薬剤管理指導料の「 1」の対象となる薬剤）の処方
　・　基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する 8日分以上の処方

 　（ 7）服薬指導を受ける場所
　患者がオンライン服薬指導を受ける場所は、適切な服薬指導を行うために必要な患者の心身の状態を確認する
観点から、プライバシーが保たれるよう配慮すること。ただし、患者の同意があればその限りではない。

 　（ 8）服薬指導を行う場所
　薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、患者の求めがある場合又は患者の異議がない場合には、薬局以外
の場所でも可能であること。この場合において、当該場所は、調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可能である
とともに、対面による服薬指導が行われる場合と同程度に患者のプライバシーに配慮がなされていること。また、
オンライン服薬指導を開始した後に、患者から対面での服薬指導への移行の求めがあった場合に、オンライン服
薬指導を行った薬剤師又は他の薬剤師によって当該求めに対応可能であること。
　薬剤師は、騒音により音声が聞き取れないその他の事情によって、オンライン服薬指導を行う薬剤師による適
切な判断が困難となるおそれがある場所でオンライン服薬指導を行わないこと。
　オンライン服薬指導は患者の心身の状態に関する情報が含まれるものであることを踏まえ、当該情報を適切に
保護する観点から、オンライン服薬指導を行う薬局に所属する者以外の第三者が容易に立ち入ることができない
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空間その他当該情報の全部又は一部が当該第三者に認知されない措置が講じられている場所でオンライン服薬指
導を行うこと。
　また、薬局以外の場所からオンライン服薬指導を行う場合について、オンライン服薬指導を行う薬剤師は、調
剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬剤師とすること。
　なお、薬局開設者は、その所属する薬剤師に薬局以外の場所からオンライン服薬指導を行わせるにあたり、当
該薬剤師が服薬指導を行うために必要な情報を得られるよう、対象患者の調剤録の内容の共有を可能とする措置
その他必要な措置を講じること。

 　（ 9）処方箋
　薬局は患者が持参または郵送等した処方箋に基づき調剤等を行う必要があるが、処方医等が処方箋を発行した
際に、患者から、薬局に送付して欲しい旨の申出があった場合は、当該医療機関は、当該処方箋を患者に対して
交付する代わりに当該薬局に直接送付することができること。
　「オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて」（令和 4年 3月31日付け厚生労働省医薬・生活衛生局
総務課、医政局医事課事務連絡）により医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原
本を入手するまでの間は、ファクシミリ、メール等により送付された処方箋を薬剤師法第23条から第27条まで及
び薬機法第49条における処方箋とみなして調剤等を行うこと。
　薬局は、医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ、メール等で送付された処方箋情報とともに
保管すること。
　なお、対面診療やオンライン診療の実施後、薬剤師の判断若しくは患者の希望によりオンライン服薬指導から
対面での服薬指導に切り替えた場合又はオンライン診療のために患者に対し処方箋を即時に手交できず、その後
対面の服薬指導を受ける場合も、ファクシミリ、メール等により送付された処方箋を薬剤師法第23条から第27条
まで及び薬機法第49条における処方箋とみなして調剤等を行うことは可能であること。その際も、薬局は、医療
機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ、メール等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

 　（10）その他
　患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決
済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。
　また、薬局は、オンライン服薬指導等を行う場合の以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載
等を通じて、あらかじめ患者等に周知すること。
ア　オンライン服薬指導の時間に関する事項（予約制等）
イ　オンライン服薬指導の方法（使用可能なソフトウェア、アプリケーション等）
ウ　薬剤の配送方法
エ　費用の支払方法（代金引換サービス、クレジットカード決済等）

別紙 2

新通知と旧通知の比較表
　新通知：	「オンライン服薬指導の実施要領について」（令和 4年 9月30日付け薬生発0930第 1 号厚生労働省医薬・生

活衛生局長通知）
　旧通知：	「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の

施行について（オンライン服薬指導関係）」（令和 4年 3月31日付け薬生発0331第17号厚生労働省医薬・生
活衛生局長通知）

　（注）内容に影響しない語句の修正は除く。

新通知 旧通知

（削る）
第 1　オンライン服薬指導について（施行規則第15条の
13第 2 項第 1号関係）
　（ 1）・（ 2）　（略）

第 2　オンライン服薬指導の内容
（ 1）オンライン服薬指導の実施（改正省令第15条の13
第 2 項第 1号関係）
　①・②　（略）
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第 2・第 3　（略）

第 4　オンライン服薬指導に関するその他の留意事項
 （ 1）オンライン服薬指導の体制
　 （略）
 （ 2）訪問診療を受ける患者への対応
　複数の患者が居住する介護施設等においては、患者
ごとにオンライン服薬指導の実施可否を判断すること。
複数人が入居する居室の場合においても、第 4（ 7）
に留意しつつ、患者のプライバシーについて、対面に
よる服薬指導と同程度配慮したうえで患者ごとにオン
ライン服薬指導を行うこと。

 （ 3）本人の状況の確認
　 （略）
 （	4 ）通信環境（情報セキュリティ・プライバシー・利
用端末）
　オンライン服薬指導の実施における情報セキュリティ
及びプライバシー保護等の観点から、「「オンライン診
療の適切な実施に関する指針」の策定について」（平
成30年 3 月30日付け医政発0330第46号厚生労働省医政
局長通知。以下「オンライン診療指針」という。）に
示された内容を参考に、必要な通信環境を確保するこ
と。なお、医療情報システムに影響を及ぼす可能性が
あるシステムを用いる場合、「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」に沿った対策を行うこ
と。特に「医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン」では、個人所有端末の業務利用については、
一定の要件が求められていることに留意すること。患
者側の通信環境については、患者の希望に応じたデバ
イスやネットワークに対応できるよう配慮すること。

 （ 5）～（ 7）　（略）

（ 2）・（ 3）　（略）

 （ 4）オンライン服薬指導に関するその他の留意事項
 ①　オンライン服薬指導の体制
　 （略）
 ②　訪問診療を受ける患者への対応
　複数の患者が居住する介護施設等においては、患者
ごとにオンライン服薬指導の実施可否を判断すること。
複数人が入居する居室の場合においても、（ 4）⑦に
留意しつつ、患者のプライバシーに対面による服薬指
導と同程度配慮したうえで患者ごとにオンライン服薬
指導を行うこと。

 ③　本人の状況の確認
　 （略）
 ④	　通信環境（情報セキュリティ・プライバシー・利

用端末）
　オンライン服薬指導の実施における情報セキュリティ
及びプライバシー保護等の観点から、「「オンライン診療
の適切な実施に関する指針」の策定について」（平成30
年 3 月30日付け医政発0330第46号厚生労働省医政局長通
知。以下「オンライン診療指針」という。）に示された
内容を参考に、必要な通信環境を確保すること。患者側
の通信環境については、患者の希望に応じたデバイスや
ネットワークに対応できるよう配慮すること。

 ⑤～⑦　（略）

 （ 8）服薬指導を行う場所
　薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、患者の
求めがある場合又は患者の異議がない場合には、薬局
以外の場所でも可能であること。この場合において、
当該場所は、調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可
能であるとともに、対面による服薬指導が行われる場
合と同程度に患者のプライバシーに配慮がなされてい
ること。また、オンライン服薬指導を開始した後に、
患者から対面での服薬指導への移行の求めがあった場
合に、オンライン服薬指導を行った薬剤師又は他の薬
剤師によって当該求めに対応可能であること。
　薬剤師は、騒音により音声が聞き取れないその他の
事情によって、オンライン服薬指導を行う薬剤師によ
る適切な判断が困難となるおそれがある場所でオンラ
イン服薬指導を行わないこと。

⑧　服薬指導を行う場所
　薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、その調
剤を行った薬局内の場所とすること。この場合におい
て、当該場所は、対面による服薬指導が行われる場合
と同程度にプライバシーに配慮すること。
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　オンライン服薬指導は患者の心身の状態に関する情
報が含まれるものであることを踏まえ、当該情報を適
切に保護する観点から、オンライン服薬指導を行う薬
局に所属する者以外の第三者が容易に立ち入ることが
できない空間その他当該情報の全部又は一部が当該第
三者に認知されない措置が講じられている場所でオン
ライン服薬指導を行うこと。
　また、薬局以外の場所からオンライン服薬指導を行
う場合について、オンライン服薬指導を行う薬剤師は、
調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬剤
師とすること。
　なお、薬局開設者は、その所属する薬剤師に薬局以
外の場所からオンライン服薬指導を行わせるにあたり、
当該薬剤師が服薬指導を行うために必要な情報を得ら
れるよう、対象患者の調剤録の内容の共有を可能とす
る措置その他必要な措置を講じること。

（ 9）処方箋
　薬局は患者が持参または郵送等した処方箋に基づき
調剤等を行う必要があるが、処方医等が処方箋を発行
した際に、患者から、薬局に送付して欲しい旨の申出
があった場合は、当該医療機関は、当該処方箋を患者
に対して交付する代わりに当該薬局に直接送付するこ
とができること。
　「オンライン服薬指導における処方箋の取扱いにつ
いて」（令和 4 年 3 月31日付け厚生労働省医薬・生活
衛生局総務課、医政局医事課事務連絡）により医療機
関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関か
ら処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ、
メール等により送付された処方箋を薬剤師法第23条か
ら第27条まで及び薬機法第49条における処方箋とみな
して調剤等を行うこと。

⑨　処方箋
　処方医等が処方箋を発行した際に、患者から、薬局
に送付して欲しい旨の申出があった場合は、当該医療
機関は、当該処方箋を当該薬局に直接送付することが
できること。

　「オンライン服薬指導における処方箋の取扱いにつ
いて」（令和 4 年 3 月31日付け厚生労働省医薬・生活
衛生局総務課、医政局医事課事務連絡）により医療機
関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関か
ら処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ、
メール等により送付された処方箋を薬剤師法第23条か
ら第27条まで及び薬機法第49条における処方箋とみな
して調剤等を行うこと。

　薬局は、医療機関から処方箋原本を入手し、以前に
ファクシミリ、メール等で送付された処方箋情報とと
もに保管すること。
　なお、対面診療やオンライン診療の実施後、薬剤師
の判断若しくは患者の希望によりオンライン服薬指導
から対面での服薬指導に切り替えた場合又はオンライ
ン診療のために患者に対し処方箋を即時に手交できず、
その後対面の服薬指導を受ける場合も、ファクシミリ、
メール等により送付された処方箋を薬剤師法第23条か
ら第27条まで及び薬機法第49条における処方箋とみな
して調剤等を行うことは可能であること。その際も、
薬局は、医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファ
クシミリ、メール等で送付された処方箋情報とともに
保管すること。

　薬局は、医療機関から処方箋原本を入手し、以前に
ファクシミリ、メール等で送付された処方箋情報とと
もに保管すること。
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	 事　務　連　絡
	 令和 4年10月 3 日
　各関係団体　様
	 薬 　　務 　　課

オンライン服薬指導の実施要領に係るQ＆Aについて

　このことについて、令和 4年 9月30日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局総務課から別紙のとおり事務連絡があり
ました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　勝原）

別　紙

	 事　務　連　絡
	 令和 4年 9月30日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）　御中

	 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

オンライン服薬指導の実施要領に係るQ＆Aについて

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和 4年厚
生労働省令第137号）が、令和 4年 9月30日に公布され、同日施行されたところです。また、「オンライン服薬指導の
実施要領について」（令和 4年 9 月30日付け薬生発0930第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）をお示ししたと
ころです。
　今般、別添のとおり、オンライン服薬指導の実施要領に係るQ＆Aをとりまとめましたので、貴管下の医療機関、
薬局等に周知していただくようお願いいたします。

	 別　添

Ｑ	1 　薬局に薬剤師が 1人しかいない場合（いわゆる一人薬剤師の場合）に、又は薬局が開いていない時間帯に、
自宅等から服薬指導することは差し支えないか。

 Ａ	1 　薬局外で服薬指導を行うに当たっては、変更調剤が生じた場合等を踏まえ、服薬指導を行う薬剤師とは別に
薬局において調剤に従事する薬剤師と相互に連絡をとることができる必要があります。そのため、他の薬剤師が
薬局外で服薬指導を行う場合には、薬局開局時間帯であり、かつ、薬局内に 1名以上の薬剤師が調剤に従事する
状況である必要があります。
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Ｑ	2 　「労務を提供している薬剤師」とあるが、週一定時間以上の勤務時間、正規雇用、非正規雇用、派遣等の条
件はあるか。

 Ａ	2 　週一定時間以上の勤務時間、正規雇用、非正規雇用、派遣等の雇用形態について特段の制限はありませんが、
薬局外で服薬指導を行う薬剤師については、労務を提供している薬局において実地において調剤等に当たってい
る又は当たっていた薬剤師を想定しています。

Ｑ	3 　薬局外で薬剤師が服薬指導を行うにあたり、薬局開設者としてはどのような対応をとる必要があるか。

 Ａ	3 　薬局開設者としては、医薬品医療機器等法第 9条の 4に基づき、薬局外で薬剤師が服薬指導を行う場合には、
薬局内で服薬指導を行う場合と同様に、薬剤師に調剤された薬剤に関する情報提供及び指導を適切に行わせる必
要があります。

Ｑ		4 　薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第 1条第 1項第13号において、薬剤師
に調剤された薬剤に関する情報提供及び指導その他の調剤の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、
従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていることが求められているが、オンライン服薬指導を
行う場合には、オンライン服薬指導に係る内容を含める必要があるということか。

 Ａ	4 　ご指摘のとおり、オンライン服薬指導を行う場合には、体制省令第 1条第 1 項第13号に基づき講じる措置に
オンライン服薬指導に係る内容を含める必要があります。
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	 令和 4 年 9 月28日
　公益社団法人広島県薬剤師会会長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

麻薬取扱者年間届及び麻薬取扱者免許（継続）申請に係る 
広報について（依頼）

　薬務行政の推進については、日頃から御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
　さて、これらの事務の手続については、各対象者に対して別途連絡をしていますが、貴会からも、別紙を広報誌に
掲載するなど会員に周知してくださるようお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　麻薬グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　（082）513-3221（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　山戸）

別　紙

麻薬取扱者年間届出書及び麻薬取扱者免許申請について

☆届出及び申請にかかる押印は不要になりました。

1　麻薬取扱者年間届出書について
　麻薬小売業者及び麻薬管理者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条及び第48条の規定により、前年の10月 1 日から
当年の 9月30日まで 1年間の麻薬取扱状況を県知事に届け出なければなりません。令和 5年度の届出については、
次のとおり行ってください。
　ただし、広島市内の麻薬小売業者については、平成29年 4 月 1 日から権限移譲しているため、免許権者である広
島市に御確認ください。

　○提出期限　　令和 4年11月30日（水）　※広島市については、麻薬小売業者を除く。

　○提 出 先
麻薬業務所の所在地 提　　出　　先

広　島　市 広島市保健所環境衛生課・各区分室
呉　　　市 呉市保健所地域保健課
福　山　市 福山市保健所総務課
上 記 以 外 県保健所生活衛生課（保健所支所の場合は衛生環境課）

　○提出部数　　 2部

　○そ の 他　　期間内に麻薬の取扱いがない場合も届出が必要です。
　　　　　　　　	不明な点等については、広島県健康福祉局薬務課又は管轄する県保健所（支所）にお問い合わせく

ださい。
　	 	 	（広島市に麻薬業務所がある場合〔麻薬小売業者を除く〕は広島県健康福祉局薬務課、呉市にある

場合は広島県西部保健所呉支所、福山市にある場合は広島県東部保健所福山支所）

2　麻薬取扱者免許申請（継続）について
　平成28年 4 月 1 日から麻薬取扱者免許の有効期間が最長 2年から最長 3年に延長されました。令和 2年 1月 1日
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から令和 2年12月31日までに免許になった麻薬取扱者の免許は、令和 4年12月31日で有効期間が満了します。令和
5年 1月 1日以降も引き続き免許を必要とされる方は、次のとおり免許申請を行ってください。

　○申請期限　　令和 4年11月10日（木）　※広島市については、麻薬小売業者を除く。
　　　　　　　　（提出先により申請期限が異なる場合もありますので、御確認ください。）

　○提 出 先
麻薬業務所の所在地 提　　出　　先

広　島　市 広島市保健所環境衛生課・各区分室
呉　　　市 呉市保健所地域保健課
福　山　市 福山市保健所総務課
上 記 以 外 県保健所生活衛生課（保健所支所の場合は衛生環境課）

　○提出書類
　　（麻薬小売業者）
　　 ・免許申請書
　　 ・組織規程図又は業務分掌表（	法人の場合のみ。業務を行う役員は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律で届け出た役員と同じ者とすること。）
　　 ・診断書（法人の場合は業務を行う役員全員）
　　 ・登記事項証明書（法人の場合のみ）
　　 　注：法人の場合で、全役員の診断書を提出する場合は、組織規程図又は業務分掌表の提出は不要です。
　　（麻薬管理者）
　　 ・免許申請書
　　 ・診断書
　　　 注：勤務証明書については、平成29年 4 月 1 日から廃止したため、提出は不要です。

　○そ の 他　　免許証の有効期間を確認の上、手続を行ってください。
　　　　　　　　	不明な点等については、広島県健康福祉局薬務課又は管轄する県立保健所（支所）にお問い合わせ

ください。
　　　　　　　　	（広島市に麻薬業務所がある場合〔麻薬小売業者を除く〕は広島県健康福祉局薬務課、呉市にある

場合は広島県西部保健所呉支所、福山市にある場合は広島県東部保健所福山支所）

3　その他
　麻薬取扱者年間届出書あるいは麻薬取扱者免許申請（継続）に必要な書類は、広島県のホームページからも出力
できます。

　　広島県健康福祉局薬務課ホームページ
　　　「麻薬小売業者・麻薬管理者・麻薬研究者の年間届を提出するとき」
　　　（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/sub-mayaku/nenkantodoke.html）
　　　「麻薬取扱者の免許申請をするとき」
　　　（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/1239006076784.html）

　【問合せ先】
　　広島県健康福祉局薬務課　　　　　　　　　　　　TEL　082-513-3221
　　広島県西部保健所生活衛生課　　　　　　　　　　TEL　0829-32-1181
　　広島県西部保健所広島支所衛生環境課　　　　　　TEL　082-228-2111
　　広島県西部保健所呉支所衛生環境課　　　　　　　TEL　0823-22-5400
　　広島県西部東保健所生活衛生課　　　　　　　　　TEL　082-422-6911
　　広島県東部保健所生活衛生課　　　　　　　　　　TEL　0848-25-2011
　　広島県東部保健所福山支所衛生環境課　　　　　　TEL　084-921-1311
　　広島県北部保健所生活衛生課　　　　　　　　　　TEL　0824-63-5181
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	 令和 4 年10月 6 日
　公益社団法人広島県薬剤師会会長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

麻薬小売業者間譲渡許可（継続）申請に係る広報について（依頼）

　薬務行政の推進については、日ごろから御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
　このことについて、別紙により広報誌への掲載を行うなど、会員に周知くださるようお願いします。
　なお、各対象者については、別途連絡をしています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　麻薬グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　（082）513-3221（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　山戸）

別　紙

麻薬小売業者間譲渡許可の継続申請について

　令和 4年12月31日で有効期間が満了する麻薬小売業者間譲渡許可について、令和 5年 1月 1日以降も引き続き許可
を必要とされる方は、次のことに留意のうえ、共同して許可申請の手続を行ってください。
　また、全ての許可業者に案内を送付していますので、グループで担当の方が取りまとめて申請してください。

○申請期限　　令和 4年11月30日（水）

○提 出 先　　広島県健康福祉局薬務課麻薬グループ　（〒730-8511	広島市中区基町10-52）

○提出書類
提出書類 部数 注意事項

麻薬小売業者間
譲渡許可申請書 1部

・ 4以上の麻薬小売業者が共同して申請を行う場
合は、別紙様式第19号を利用してください。

・押印は不要です。

全麻薬小売業者の	
麻薬小売業者免許証の写し 各 1部

・麻薬小売業者免許を令和 4年12月31日の免許期
間満了により継続申請する場合は、免許証に代
えて、保健所の受領印が押印された麻薬小売業
者免許申請書の写しを提出してください。

各麻薬小売業者の
相互位置関係がわかる地図 1部

各麻薬小売業者間の
おおよその距離及び
移動時間がわかる書面

1部

返信用封筒 1通
・郵送での許可書交付を希望される場合
・特定記録または簡易書留で返送可能な料金分の
切手が貼付されたもの。レターパックでも可。

○申請手数料
　申請手数料は、不要です。
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○その他
麻薬小売業者間譲渡許可（継続）申請等に必要な書類や制度改正の詳細については、広島県のホームページをご覧
ください。

　広島県ホームページ　「麻薬小売業者間譲渡許可の申請をするとき」
　（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/sub-mayaku/kouriaidakyoka.html）

【問合せ先】
　広島県健康福祉局薬務課麻薬グループ　　　　　　　　TEL　082-513-3221（ダイヤルイン）

行政だより　参考サイト一覧
タイトル 別紙 URL

01 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法
等の再周知について 令和 4年 8月 5日薬生発0805第23号 https://www.mhlw.go.jp/content/	

000974058.pdf

02

「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
に基づき緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤
師及び薬局の一覧の公表について」の一部改
正について

令和 4年 8月 9日薬生総発0809第 2 号 https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuu	
hininnyaku.html

03
新型コロナウイルス感染症流行下における一
般用新型コロナウイルス抗原定性検査キット
の製造販売時等の取扱いについて

令和 4 年 8 月24日薬生機審発0824第 2 号、
薬生安発0824第 1号、薬生監麻発0824第11号

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/
tsuchi/T220901I0010.pdf

04
新型コロナウイルス感染症流行下における一
般用新型コロナウイルス抗原定性検査キット
の販売時における留意事項について

令和 4年 8月24日付け事務連絡 https://www.mhlw.go.jp/content/	
000980340.pdf

05
新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性
検査キットの販売に関する監視指導及び留意
事項について

令和 4年 8月24日付け事務連絡 https://www.mhlw.go.jp/content/	
000980334.pdf

06
新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査
キットの適正な選択に関するリーフレットに
ついて

令和 4年 9月 8日付け事務連絡 https://www.mhlw.go.jp/content/	
000987399.pdf

07 新型コロナウイルス抗原定性検査キットのイ
ンターネット販売の留意事項について 令和 4年 9月13日付け事務連絡 ―

08 要指導医薬品として指定された医薬品について 令和 4年 9月16日付け事務連絡
h t t p s : //www .mh lw . g o . j p /s t f /	
seisakunitsuite/bunya/yoshidoiyakuhin.
html

09 令和 3 年度医薬品販売制度実態把握調査結果
について

令和 4 年 9 月16日薬生総発0916第 1 号、
薬生監麻発0916第 1 号

h t t p s : //www .mh lw . g o . j p /s t f /
seisakunitsuite/bunya/0000082514.html

10

「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業第
27回報告書」及び「薬局ヒヤリ・ハット事例
収集・分析事業　2021年　年報」の周知につ
いて

令和 4 年 9 月30日薬生総発0930第 2 号、
薬生安発0930第 1 号

http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.
or.jp/

11 オンライン服薬指導の実施要領について 令和 4年 9月30日薬生発第 1号 https://www.mhlw.go.jp/content/	
000995230.pdf

12 オンライン服薬指導の実施要領に係るQ＆A
について 令和 4年 9月30日付け事務連絡 https://www.mhlw.go.jp/hourei//

doc/tsuchi/T220930I0020.pdf

13 ウイルス性肝炎に関する啓発資材の活用につ
いて 令和 4年10月 6 日 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

site/kanenshinsei/hepaflier.html

14 広島県肝炎治療特別促進事業取扱要領の一部
改正について 令和 4年10月 6 日付け通知

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
site/kanenshinsei/kanenkouhishitei	
iryoushinsei.html

15
肝炎対策事業における後期高齢者医療の窓口
負担割合の見直し等に係る配慮措置の取扱い
について

令和 4年10月 6 日 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
site/kanenshinsei/hcclc.html

16 麻薬取扱者年間届及び麻薬取扱者免許（継続）
申請に係る広報について 令和 4年 9月28日 ―

17 麻薬小売業者間譲渡許可（継続）申請に係る
広報について 令和 4年10月 6 日 ―



　広島県青年薬剤師会では、今後も「あっ、これ気にな
る！」と思っていただけるような勉強会やイベントを企
画します。青薬入会の有無や年齢は問わずどなたでも参
加していただけますが、青薬会員になると勉強会費は
500円！正会員（40歳未満の会員）のみではなく、準会
員（40歳以上の会員）も500円となりますので断然お得
に参加できます！会員募集は随時していますので、興味
のある方はお気軽にホームページや Facebook 分室等
からお問い合わせください！

諸団体だより

広島県青年薬剤師会

会長　石本　新

　　新型コロナウイルスの影響もあり、思
うように活動が出来ていない現状が続いて
おります。

　勉強会も当分開催できていないため、今年度の会報の
内容がかなり寂しくなるので、これを機に役員の自己紹
介なんかを載せてみようと思います。素顔に迫る形に
なっておりますので楽しみにしていただけたらと思いま
す。

　勉強会の方も単位の申請ができるように手配しており
ますので今しばらくお待ちいただければと思います。

　確定はしていないので次回の勉強会は未定とさせてい
ただいております。
　勉強会の詳細は FAXまたはメールにてご確認くださ
い。

【運営スタッフ募集】
運営・企画に興味がある方

ぜひ一緒に盛り上げていきませんか？
薬剤師の経験年数や勤務先など
まったく関係ありません！

実際、１年目の新人薬剤師の方も
スタッフとして一緒に頑張っています！

〈募集要項〉
○正会員（40歳未満の会員）
○病院薬剤師、薬局薬剤師問わず

まずは、▶︎info@hiroseiyaku.org まで
ご連絡ください。

　 9月 4日（日）はお天気も良く、驚異的な新型コロナ
の感染力が気になりながらも第68回広島県女性薬剤師会
総会、特別講演を開催できました。この総会において会
長職を引き継ぐことになり、微力ながら会の発展のため
に努めていきたいと思います。また松村智子前会長は今
年度の薬事功労者県知事賞を受賞される運びとなり、十
数年にわたり広島県女性薬剤師会のために尽力していた
だいたご苦労に対し会員一同感謝しつつ、心よりお喜び
申し上げます。そして今まで導いていただいた道をこれ
からも皆で進んでいこうと思っています（今回はオンラ
インにて参加されています）。

　総会では広島県薬務課参事　片平尚貴様、並びに広島
県薬剤師会　豊見雅文会長をお招きして、今後の新型コ

広島県女性薬剤師会

会長　安井　友子

ロナへの対策や電子処方箋の開始とオンライン資格等確
認の義務化など教えていただきました。マイナンバー
カードと保険証を紐づけることで重複投与を防ぐことが
でき、処方医と薬局の連携がスムーズになり疑義照会も
今より簡便になります。また患者自身が処方の履歴を確
認することもできると便利なことばかりですが、HPKI
カードの取得が必要となり軌道に乗るまではなにかと大
変かと思います。そこで会としては会員限定の「すずめ
勉強会」で「電子処方箋の運用方法」について授業形式
で随時質問をしながら学習しようと企画しました。12月
3 日（土）を予定しています。
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　さてこの度の特別講演では富士製薬工業株式会社様の
共催を得て広島中央通り香月産婦人科　理事長　香月孝
史先生をお迎えし、「妊娠・不妊治療～現状の周産期・
不妊治療～薬の使用～薬剤師の役割」についてハイブ
リッド形式でお話していただきました。初めに妊娠・不
妊についての総論、そして不妊治療の検査、治療方法
（薬の使い方）、妊娠中の投薬について学び、次に日本の
出産・結婚の状況、日本・広島の周産期・産婦人科の現
状について教えていただきました。
　女性の社会進出により晩婚・高齢出産のため、約 5組
の夫婦のうち 1組は不妊について悩んでいるそうです。
ではなぜ女性は35歳を過ぎると妊娠しにくいのか。もと
もと女性は初潮を迎えるころには20～30万個の原子卵胞
を持っているが、 1 回の月経ごとに999個の卵が消失・
吸収され、35歳になると数が 0に近づきつつあります。
また卵の質の低下とともに染色体異常が増加し、妊娠し
ても流産しやすい為だとか。ただ、不妊の原因は女性ば
かりでなく半分は男性にも原因があり、夫婦で検査する
必要があるとのこと。不妊についてよく周りから女性は
責められがちですが、この間違った考えを是正するよう
広く伝えるべきだと思いました。また、不妊治療を選ん
だ方は非常に勉強されており、投薬時には必要以上の言
葉がけはかえって感情を逆なでするため、ただ笑顔で
「良い結果になるとよいですね」と送り出して欲しいと
先生に教えられました。
　今の日本の出産の現状は出産年齢の高齢化だけでな
く、産婦人科医の減少と出産する施設の減少が伴い、少
子化が予想をはるかに超えて進んでいます。そのうえ県
内の分娩施設はこの10年で21ヶ所減り、現在県内53か所
となっています。母子二人の命を365日24時間守り続け
る過酷な労働（分娩はいつ始まるか予想ができない）と
訴訟リスクも高く、新たな産婦人科医を確保できない。
そして欧米に比べて政府の少子化対策の抜本的なサポー
トが整っていないため、子どもを産む環境を作りにくい、
と様々な要因があげられます。
　介護施設はどんどん増えていくのに、今後日本を背
負っていく子どもたちを産む施設が減っていくのをなぜ
政府は食い止めるようもっと積極的に動いていかないの
か。不妊治療において制限がありながらも保険適用に
なったことは大きな一歩だと思いますが、国民全体で少

子化対策を深く考えなければこの国は寂しい国になるの
ではと心配になりました。
　しかしそのような大変なこの時代に香月先生をはじめ
産婦人科医の先生方は、「元気な我が子を腕の中に抱け
るまで、そしてその後も女性の一生を見届けるまでずっ
と走り続けていきます」と強く思われており、嬉しくま
た頼もしく思いました。先生方、いつもありがとうござ
います。
　これからの香月先生のご発展とご活躍を願いながらお
礼にかえさせていただきます。

今後の予定

第54回研修会
日時：11月19日（土）19時～
会場：広島県薬剤師会館　 2階ふたばホール
　　　Web配信（ハイブリッド形式）

講演：�「腎性貧血治療とHIF-PH�阻害剤」
講師：特定医療法人あかね会　中島土谷クリニック

院長　森石　みさき�先生
共催：アステラス製薬株式会社

すずめ勉強会
日時：（仮）12月 3 日（土）19時～
会場：広島県薬剤師会館　 2階在宅医療研修室
演題：「電子処方箋の運用について」
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症候群の初期対処法」についてご講演されました。続い
て特別講演Ⅰでは東北大学大学院医学系研究科　漢方・
統合医療学共同研究講座　特命教授　高山真先生が「新
型コロナウイルス感染症4500例の治療経験」、特別講演
Ⅱでは皇漢堂林薬局　林誠一先生が「傷寒論の三陽病」
について講演されました。会員発表は 2演題で木原敦司
先生、夜久公也先生が症例を報告しました。「症例検討
シンポジウム」では山崎正寿先生が、ご自身が経験した
3症例を出題、 3名のシンポジストがその症例に対して
有効と考える漢方処方を発表しました。同じ症例でも先
生によって色んな考え方があり、症例を検討して処方を
考えることがいかに難しいか大変勉強になりました。
広島漢方研究会が主幹となり 1 年かけて準備し、当日
は広漢会員27名が大会スタッフとして一丸となって大会
の運営を行いまし
た。講師・演者の
先生方の講演・発
表も素晴らしく、
質疑では白熱した
議論も行われ、大
変充実した大会と
なりました。今回、初めてのハイブリッド開催につき、
Web配信については専門の業者に依頼しました。会場・
Web配信ともトラブルはなく、また時間通りの進行で
無事に終了することが出来ました。

　広島漢方研究会では、11月以降も第二日曜日 9：30～
12：30（二時限制）に薬剤師会館にて月例会を開催しま
す。薬剤師研修単位 2単位（漢方薬・生薬認定薬剤師の
更新必須研修単位としても利用可）です。会員以外の方
も10名程度はオープン参加（ 1 日参加費3,000円）が可
能です。詳細につきましては広島県薬剤師会研修会カレ
ンダーにてご確認ください。

テツムラ漢方薬局
℡：082−232−7756　info@tetsumura.jp

　 9 月11日（日）、広島出身で江戸時代の
有名な漢方医である吉益東洞を顕彰する第
25回吉益東洞顕彰会を、東洞碑（石碑）の

ある広島大学医学部　広仁会館において開催しました。
本年度から広島漢方研究会、日本東洋医学会中四国支部、
日本生薬学会が共催して開催することになりました。コ
ロナ感染が収束していない中での会場開催でしたが約40
名の参加がありました。午前
中の一般発表では、菊本修先
生、福嶋裕造先生、山崎正寿
先生の 3名が発表されました。
続いて医学部内にある東洞碑
前にて顕花式を行いました。
午後からは特別講演『新発見
史料・吉益東洞の南部侯往診
記録から見える江戸幕藩体制下の東洞医術』という演題
で、富山大学名誉教授・千葉中央メディカルセンター和

漢診療科　寺澤捷年先生にご講
演頂きました。寺澤先生は、韓
国ドラマ「チャングムの誓い」
の日本語版を監修された日本漢
方を代表する著名な漢方医です。
　広島漢方研究会が所属する日
本漢方交流会が毎年開催してい
ます全国学術総会が、令和 4 年

10月 9 日（日）広島にて「感染症と漢方」をテーマに開
催されました。会場は広仁会館及びWeb併用のハイブ
リッド開催を実施、薬剤師を中心に約300名（会場参加
は65名）の参加がありました。また、企業展示は製薬会
社と書店合わせて 6社が出展しました。大会は、まず日
本漢方交流会会長の山崎正寿先生と大会会頭の吉本悟先
生の挨拶から始まり、会頭講演では吉本悟先生が「かぜ

広島漢方研究会

第25回吉益東洞顕彰会及び
第55回日本漢方交流会全国学術総会広島大会報告

理事長　鉄村　努

会長　山崎正寿先生挨拶 受付

大会会場

寺澤捷年先生

顕彰碑にて
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広島県医薬品卸協同組合
 ＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

　この寄稿が皆様の目に触れるころは、今の現状はどう
変化しているでしょうか？
　 2 年前の2020年 1 月25日　私は、埼玉にいました。
前年は「QUEEN」の映画が大ヒットしました。そうで
す！QUEENの日本ツアー、さいたまスーパーアリー
ナにいました。長女からプレゼントで手を伸ばせばメン
バーに手が届きそうな席が抽選で当たり大興奮していま
した。アダム・ランバートがボーカルとして参戦。フレ
ディ・マーキュリーが蘇ったかのようでした。会場はも
のすごい熱気。後ろなど見る余裕はありませんでしたが、
最初から最後まで総立ちで踊り狂いでした。昨日のこと
の様に思い出せます。
　まさにその時、ダイヤモンド・プリンセス号は 5日前
の 1月20日から横浜港に停泊していました。誰が、その
後を想像することができたでしょうか？
　エボラ出血熱・SARS/MERSなど世の中を震撼させ
る感染症はありましたが、対岸の火事としてみていたよ
うな気がします。
　コロナ感染が日本中をめぐるのはあっという間でした。
コロナに関する情報が少ないと「怖い」だけが一人歩き
し、ツイッターなどの情報網で間違った情報もどんどん
リツイートされていきました。とにかく早かったです。
　ほぼ同時進行で、製薬会社の件を皮切りに、出荷調整
が出荷停止になり雪だるま式に事態が悪くなっていきま
した。製薬会社は 1個単位ではなく、全て繋がっていて
一つの医療業界が出来ていることを目の当たりにしまし
た。当然、患者の手元に薬が届くのが難しくなってきま
した。製薬会社、卸、病院、薬局、施設どこもかしこも
ギリギリかもしくはマイナスです。何とか都合を付け患
者さんの元へ薬を運ぼうと必死になっているのが現状で
す。

　コロナの世界的蔓延に加えて世界情勢悪化の追い打ち
で原材料も輸入されない事態に陥ってきました。
　しかも西日本豪雨のあたりから異常気象は目に見えて
ひどくなってきていると感じます。今年は世界に目を向
ければ熱波・干ばつ・大洪水で国の領土の 3分の 1が水
没するなど災害規模も尋常ではなくなっています。変動
の大きさと速さ追いつけず脅威としてしか見ることがで
きないのも辛いところです。
　ところでここ東広島営業所は今年で13年位です。比較
的若い営業所です。
　平成17年に東広島市は合併し、とても大きな市になり
ました。この営業所の担当範囲は山間部は豊栄から海側
は安芸津・大崎上島までを範囲としています。
　東広島市西条と言えば、言わずと知れた日本三大酒の
一つで、酒都は西条酒、吟醸酒発祥地の安芸津の酒の 2
つの酒処です。日本三大酒は硬水で辛口、通称男酒の灘。
中軟水で甘口の女酒と言われる伏見。西条は中軟水で甘
口なので女酒になるのでしょうか。
　東広島は広島大学・近畿大学・広島国際大学がある学
園都市です。2003年頃、地元に帰ってきてこの変わりよ
うに驚きました。田んぼ・畑・山しかなかったこの土地
が、映画館のあるような商業施設までできていました。
若い子育て世代には住みやすい地域に変貌していました。
人口は今も増え続けています。
　一方で山間部の豊栄・福富は過疎化が深刻化していま
す。田舎の空き家を斡旋する企業もあるようです。福富
では田舎のきれいな水を生かして、おいしいパン屋さん
が出来ています。豊栄では、オオサンショウウオが見つ
かり保護活動がはじまっています。
　東広島には古いお寺や神社もあります。古いものだと　
重要文化財になっている安芸国分寺があります。天平勝
宝 2（750）年に建てられているようです。
　竹林寺・並滝寺・福成寺・御建神社・本宮八幡神社・
榊山八幡神社などなど沢山あります。
　地元の歴史的な建物を見て回るのも楽しいかもしれま
せん。
　「温故知新」で受け継がれている中から打開策を見つ
けることができたらと思います。

東広島営業所　浅井　玲子
株式会社セイエル
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令和４年度 広島県医療的ケア児等支援者養成研修受講応募要領 
 

１ 目 的 
 
  人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療的ケアを要する状態にある障害

児や重症心身障害児等（以下「医療的ケア児等」という。）が地域で安心して暮らしていけるよう，医療

的ケア児等に対する支援が適切に行える人材を養成することを目的とする。 
 
２ 実施主体 
 
  主  催：広島県 
  共  催：広島市 
  実施機関：広島県福祉事業団（広島県立障害者リハビリテーションセンター） 
 
３ 研修日程・対象者・会場 

日   程 研修対象者・定員 実施方法 
  
 【   講講  義義   】 
 
動画配信期間 

 令和４年１１月２１日（月）９：００～ 

令和４年１１月２８日（月）１６：００まで 

  
 
  
 
 
 

 

 
医療的ケア児等支援者養成研修 

（規定の講義のみ） 
 

障害児通所支援所，訪問看護ステ

ーション，居宅支援事業所，保育所，

学校等で医療的ケア児等を支援し

ている者。及び今後支援を予定する

者他（医療・福祉領域を専攻してい

る大学生・専門学生を含む），医療

従事者及び障害福祉行政担当者 
【定員１００名】 
※定員になり次第受付終了 

 
・動画配信にて受講 
 

 
４ 受講申込及び受講決定 
 

受講希望者は，受講申込書をメールにて１１月１４日（月）１７：００までに提出すること。 
受講決定者については，１１月１６日（水）頃までに受講決定通知をメールにて送付します。 

 
お問い合わせ・申し込み先メールアドレス 

（事務局） 

〒７３９－００３６ 

 東広島市西条町田口２９５－３ 

 広島県立障害者リハビリテーションセンター 地域医療連携部 石川あて 

 ☎ ０８２－４２５－１４５５  （月～金 祝日除く） 

✉ shien-r04kenshu@hiroshima-wsc.jp 

 

※※  おお申申しし込込みみ時時にに，，件件名名にに所所属属ととおお名名前前ををごご記記入入くくだだささいい。。  
※※  メメーールルででののおお問問いい合合わわせせににはは対対応応ししてておおりりまませせんん。。  

 
 

　広島県健康福祉局障害者支援課より令和 4年度広島県医療的ケア児等コーディネーター及び支援者養成研修の情報
を県HPに掲載したことについて情報提供がありました。「広島県医療的ケア児等支援者」については薬剤師も対象
となるとのことですのでお知らせいたします。
（申し込み方法等詳細はこちらのページをご覧ください。https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/iryoutekikeazi.html）

 

令和４年度 広島県医療的ケア児等支援者養成研修受講応募要領 
 

１ 目 的 
 
  人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療的ケアを要する状態にある障害

児や重症心身障害児等（以下「医療的ケア児等」という。）が地域で安心して暮らしていけるよう，医療

的ケア児等に対する支援が適切に行える人材を養成することを目的とする。 
 
２ 実施主体 
 
  主  催：広島県 
  共  催：広島市 
  実施機関：広島県福祉事業団（広島県立障害者リハビリテーションセンター） 
 
３ 研修日程・対象者・会場 

日   程 研修対象者・定員 実施方法 
  
 【   講講  義義   】 
 
動画配信日時 

 令和４年１１月２１日（月）９：００～ 

令和４年１１月２８日（月）１６：００まで 

  
 
  
 
 
 

 

 
医療的ケア児等支援者養成研修 

（規定の講義のみ） 
 
障害児通所支援所，訪問看護ステ

ーション，居宅支援事業所，保育所，

学校等で医療的ケア児等を支援し

ている者。及び今後支援を予定する

者他（医療・福祉領域を専攻してい

る大学生・専門学生を含む），医療

従事者及び障害福祉行政担当者 
【定員１００名】 
※定員になり次第受付終了 

 
・動画配信にて受講 
 

 
４ 受講申込及び受講決定 
 
受講希望者は，受講申込書によりメールにて１１月１４日１７：００までに提出すること。 
受講決定者については，１１月１６日頃までに受講決定通知をメールにて送付します。 

 
お問い合わせ・申し込み先メールアドレス 

（事務局） 

〒７３９－００３６ 

 東広島市西条町田口２９５－３ 

 広島県立障害者リハビリテーションセンター 地域医療連携部 石川あて 

 ☎ ０８２－４２５－１４５５  （月～金 祝日除く） 

✉ shien-r04kenshu@hiroshima-wsc.jp 

 

※※  おお申申しし込込みみ時時にに，，件件名名にに所所属属ととおお名名前前ををごご記記入入くくだだささいい。。  
※※  メメーールルででののおお問問いい合合わわせせににはは対対応応ししてておおりりまませせんん。。  
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５ 受講費用 
 
  無 料（受講に伴う通信料・印刷代・通信機等に関するものは含まれていません） 
 
６ 受講方法 
 
  配信期間内に，動画配信にて受講 
 
 
７ 修了証書 
 
  修了証書の交付はありません。 
  
８ 注意事項 
 

・ 新型コロナ感染症拡大防止の観点より，研修の中止や実施時期の延期，実施方法を変更する場合

があります。 
・ 自然災害などやむを得ない事情により，研修を延期・中止する場合があります。 
・ 動画の無断撮影，録音，閲覧端末のスクリーンショット機能等用いた記録や保存，ダウンロード，

他サイトへの転載等は禁止します。 
・ 受講決定者のみ，講義が受講できます。 
・ ログインＩＤやパスワードの貸与は一切禁止します。 
・ 受講資料等に関することは受講決定の際に通知します。 
・ 申し込みは，メールでのみ受け付けます。 
・ 講義動画の内容の一部は，令和 2 年度医療的ケア児等コーディネーター養成研修の講義を編集し

たものです。 
・ 受講時に使用する通信機器やネットワーク環境等の状況によっては,受講ができないことがあり

ます。 
・ 「別紙 動画再生の推奨動作環境」の内容を確認・了承後に申込みください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～動画再生の推奨動作環境～別 紙

1 　CPU について
Core 2 Duo 以上
AthlonIIX 2  以上
GMA X4500 以上
Radeon HD 3000 シリーズ以上

2 　メモリについて
2 GB 以上

3 　ブラウザについて
最新の Google Chrome
最新の Microsoft Edge
最新の Apple Safari

4 　OS について
macOS 10.9 以降
Windows 10 以降
iOS 8.0 以降
iPadOS 13 以降
Android 5.0 以降

5 　インターネット環境
ブロードバンド有線・Wi-Fi またはワイヤレス（ 3 G
または 4 G/LTE または 5 G）

6 　その他
①　 動画の使用する帯域幅は，参加者のネットワー

クに基づいて最適なエクスペリエンスが得られ
るように最適化されます。帯域幅は自動的に
4 G・ 5 G や Wi-Fi に応じ調整されます。

②　 4 G や 5 G 回線など携帯キャリア回線をご利
用の場合，別途パケット料金が発生することが
あります。接続料金につきましては自己負担
となりますのでご注意ください。

③　 接続環境下のセキュリティ状況により動画配信
サイトへ繋がらないことがあります。
動画をご視聴の際セキュリティにまつわるエラー
が表示される場合，ご使用中のネットワークの
管理者にお問い合わせください。
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令和 4 年度広島県医療的ケア児等支援者養成研修日程表

実施方法：動画配信　令和 4 年11月21日（月） 9：00～28日（月）16：00

時間（分）
目安 項目 内容

5 ・あいさつ
・概要説明

・研修の概要説明（目的，成果等）を説明
・受講の注意事項，アンケートのお願い

60 総論
※ 3

・医療的ケア児等のニーズについて
・コーディネーターに求められる資質と役割
・子育て支援としての相談支援

45 医療的ケアの実際
※ 3

医療的ケア児等に必要な具体的な医療的ケア

50
重症心身障害医学総論，地域の医療
連携など
※ 3

重症心身障害者医療の特徴，代表的な疾患の経過や特性，協働の必要性
など

60 障害のあるこどもの成長と発達の特徴
・子どもの発達の過程を知ることで，医ケア児等の育ちを支援する
・遊びについて

60 訪問看護の実際
・訪問看護のしくみと，医療的ケア児の支援等について
・医療的ケア児等

60 本人・家族の思い，ニーズ，QOL 当事者の思い，ニーズ，また本人・家族の QOLをどのようにとらえるか

60 重症心身障害児の意思決定支援
重症心身障害児（者）のコミュニケーションの特徴やどのように意思決定
支援を行うか

60 福祉制度と地域での連携について
・医療的ケア児等の計画相談に必要な福祉制度
・関係機関との連携をどう構築していくか

20 広島県の取り組み ・広島県の新型コロナウイルス感染症に関する取組について

60 虐待
・東部こども家庭センターの役割
・制度について

60 乳幼児期における支援の要点 近年の周産期医療の現状と，医療的ケア児の NICUからの移行支援

120
（各30） 在宅支援関連施設の理解

医療型児童発達支援センター

医療的ケア児の特別支援教育

放課後等デイサービス

生活介護（成人の通所介護）※ 3

60
（各30）

地域の医療連携等
※ 2

・訪問診療の実際
・地域の医療連携など

・訪問歯科診療の実際
・地域の医療連携など

60 小児在宅医療の多職種連携
※ 2

病院から在宅への移行時の連携について

120
医療的ケア児等の支援における計画
作成のポイント
※ 1  ※ 3 （一部）

医療的ケア児等の支援計画作成のために必要なスキルを学習する

※ 1 　コーディネーター養成研修受講者のみ必修（支援者研修は希望者のみ）
※ 2 　支援者養成研修受講者のみ必修（コーディネーター研修受講者は希望者のみ）
※ 3 　令和 2 年度医療的ケア児等支援者及びコーディネーター養成研修映像使用
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　薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をまとめました。
　他支部や他団体、薬事情報センターの研修会については、準備の都合もありますので事前にお問い合わせください。
詳しくは研修会カレンダー（https://www.hiroyaku.or.jp/sche/schedule.cgi）をご覧ください。

開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

11月 1 日（火）19:30～21:00
福山大学社会連携推進センター
福山支部シリーズ研修会
テーマ：「がん、感染症、炎症性疾患を標的とした分子標的薬」
演　題：「免疫学と抗体医薬について」
講　師：福山大学薬学部分子免疫学研究室　
　　　　教授　今重之先生

（一社）
福山市薬剤師会
084-926-0588

1 研修費：一般1,000円
※事前の申込は不要です。

11月 5 日（土）・ 6日（日）
広島国際会議場
第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国
支部学術大会
テーマ：�「薬・薬・薬　協働で踏み出す新たな一歩～中国四国

から未来の患者のために～」

運営事務局
株式会社

キョードープラス
馬場、中井、杉本

※詳細は本学術大会ホーム
ページをご確認ください。
https://www.kwcs.jp/
chushi61/

11月12日（土）15:00～17:00
オンライン
第549回薬事情報センター定例研修会
15:00～15:30　薬事情報センターだより

オーソライズドジェネリック
第一三共エスファ株式会社

15:30～17:00　特別講演
座長　広島県薬剤師会　副会長　谷川正之先生
「認知症の人と家族に今できることー多職種協働
の大切さー」
大分大学医学部看護学科実践看護学講座老年看
護学領域教授総合診療・総合内科学講座
診療教授　吉岩あおい先生

（公社）
広島県薬剤師会
薬事情報センター
082-567-6055

1

※申込方法の詳細は、薬事情
報センター Webサイト＞研
修会のご案内『第549回開催
お知らせ、申込方法【PDF】』
をご参照ください。

11月13日（日）10:30～12:30
広島県薬剤師会館 2階　ふたばホール
第669回広島漢方研究会月例会
9 :30～11:00　�『漢方薬局での店頭経験』

～新型コロナ感染に関する症例報告～
鉄村努先生

11:00～12:30　『薬徴』薤白・乾姜・杏仁
解説　吉益東洞著　大塚敬節先生・
校注　吉本悟先生

広島漢方研究会
082-232-7756 2

参加費：広島漢方研究会会
員／無料、会員外／3,000円
※参加希望の方は下記まで
メールにてお申込みください。
【申込先】テツムラ漢方薬局
info@tetsumura.jp
【メールへの記載事項】お名
前・所属・連絡先電話番号

広島県の研修認定薬剤師申請状況
令和 4 年10月12日現在  1,412名（内更新1,056名）
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

11月22日（火）19:30～21:00
福山大学社会連携推進センター
福山支部シリーズ研修会
テーマ：「がん、感染症、炎症性疾患を標的とした分子標的薬」
演　題：�「がん、炎症性疾患を標的としたバイオ医薬とその効果」
講　師：�福山大学薬学部分子免疫学研究室　
　　　　教授　今重之先生

（一社）
福山市薬剤師会
084-926-0588

1 研修費：一般1,000円
※事前の申込は不要です。

12月 6 日（火）
福山大学社会連携推進センター
福山支部シリーズ研修会
テーマ：「がん、感染症、炎症性疾患を標的とした分子標的薬」
演　題：「COVID-19感染症治療薬と次世代抗体医薬の開発」
講　師：福山大学薬学部分子免疫学研究室　
　　　　教授　今重之先生

（一社）
福山市薬剤師会
084-926-0588

1 研修費：一般1,000円
※事前の申込は不要です。
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主催：第61回日本薬学会・日本薬剤師会
日本病院薬剤師会、中国四国支部学術大会

市民公開講座

隠れ我慢しない、水のバランスを考えた

体質改善のための漢方
人生が変わるかもしれない 漢方で治せる体質もある

講師：中島 正光 先生
（広島国際大学薬学部 生薬漢方診療学 教授）

日時：11月6日（日）15：00-16：00 (開場14：50)
場所：広島国際会議場 B2F ヒマワリ
対象：一般市民・医療従事者など
参加費：無料

座長：松尾裕彰（広島大学病院 教授・薬剤部長）

問い合わせ先
第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会 市民公開講座 運営事務局
株式会社キョードープラス
〒701-0205 岡山市南区妹尾2346-1
TEL：086-250-7681 / FAX:086-250-7682
E-mail：chushi61@kwcs.jp



“新しく”、“正しい”医薬品等情報の入手と提供（第19回）
妊婦・授乳婦と薬

～最新の医薬品・医療情報を電子的に入手、活用する～

薬事情報センター長
水島　美代子

薬事情報センターWeb
サイトは、スマートフォン
でも閲覧可能です。

　日頃、「妊娠を希望していますが、このお薬は大丈夫でしょうか？（事例：「お薬相
談電話事例集No.138」（本号に掲載）」或いは、妊婦や授乳婦から、「今日処方された
薬は飲んでも大丈夫ですか？」等、ご相談を受ける機会も多いと思います。これらス
ペシャルシチュエーションの場合、まずは、電子化された添付文書（以下、電子添文）、
インタビューフォーム等の製造販売会社の公開情報が参照できます。加えて、成書や
公的機関の運営するWebサイト等も参考になります。そして、これら情報源から情
報入手後、実際に情報提供する際には、誰にその情報を説明するかが重要です。医療
関係者であれば、正確なデータをお伝えすることが求められます。
一方、妊婦や授乳婦に伝える際には、過大な不安を与えないよう
にデータの説明には工夫が必要となります。
　そこで、本稿では、「妊婦・授乳婦と薬」について取り上げ、本
領域に参考となる成書や、情報updateがされている電子的に入手
できる情報サイト、そしてその活用についてご紹介します。

1 ．＜情報入手＞妊婦と薬
　薬が妊娠成立後いつから、どのような影響があることが考えられるか、関連情報をどこから入手するか、それらを
踏まえて相談者にどう対応するか等、概説および情報源について解説する。
■妊娠経過と薬の影響～概要～（表 1）1）

　胎児の形態等の先天異常の頻度については、医薬品以外の影響（多くは原因不明、遺伝子、染色体、放射線、環境
要因等々）により、 3％程度と考えられている。胎児への医薬品の影響は、妊娠後の胎児の発達段階により異なり、
大きくは 3つの時期に分けられる。 3つの時期とは、all�or�noneの法則が働く時期（受精～妊娠 3週 6日まで）、催
奇形性が問題になる時期（妊娠 4週～15週まで）、及び、胎児毒性が問題になる時期（妊娠16週～分娩まで）である。
妊娠 4週から 7週は、器官の基本的な形成がされる時期で最も敏感な絶対過敏期である。その後、2ヶ月をかけ性器、
口蓋が完成するため、催奇形性のある医薬品の投与は慎重となる。妊娠16週以降は、胎盤を介して胎児に影響を及ぼ
す時期で、胎児毒性に注意が必要である。

表 1　妊娠経過と薬の影響
最終月経　排卵・受精　　　妊娠診断可能
　�▼�������　�▼　　　　　　�▼

妊娠月数 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6～10ヶ月
妊娠週数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20～39週
胎児の生育 受�精 ← 胎　　芽　　期 → ← 胎　　　児　　　期 →

最終月経からの日数
時期危険度

0 ～ 27 28 ～ 50 51 ～ 84 85 ～ 112 113 ～ 出産日
無影響期 絶対過敏期 相対過敏期 比較過敏期 潜在過敏期

薬剤の影響

all�or�none 催奇形性が問題
◀�

胎児毒性が問題
▶�

薬の影響は
ほとんどない。

薬の影響を受けやすい時期。
妊娠 4週から 7週に器官の基本的な形成が完了。
その後、性器、口蓋の完成に 2ヶ月を要する。

16週以降は、薬による胎児毒性。
胎児の発育障害、胎児環境の悪化、胎児死亡、
子宮への影響、新生児期への残留による障害、
行動奇形等

※本情報は、2022年10月 5日現在の知見に基づいて執筆。
※各サイトは、2022年10月 5 日に確認。

研修会のご案内

アンチ・ドーピング
ホットライン
医療関係者向け
お役⽴ちリンク集

薬事情報センター Webサイト ＜スマホ画⾯＞

薬事情報センターWebサイト
〈スマホ画面〉
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■薬の妊婦への影響～参考としたい情報源～
1．成書
　基本的な考え方、リスク分類、薬効分類毎の評価等の原理原則を把握できる。また、臨床家の豊富な経験に基づい
た説明事例等が含まれているため、妊婦への説明の際の参考となる。

1）�『実践　妊娠と薬　第 2版　10,000例の相談事例とその情報』　林昌洋，他編，じほう，2010 1）

　本領域の本邦におけるバイブル的存在の書籍である。虎の門病院「妊娠と薬相談外来」における長年の経験
も踏まえて、総論では、基礎知識、妊娠中に問題となる疾患、催奇形性・胎児毒性の評価等、各論では、薬効
分類、薬剤毎のデータ評価、服用前・服用後の対応、患者への説明・指導等が、事例を交えて紹介されており、
大変参考になる。

2）『今日の治療指針　当年度版（毎年改訂）』，医学書院 2）

　本書籍の巻末付録に、「妊婦・授乳婦への薬物療法とリスク分類」の章がある。添付文書、虎ノ門病院妊娠
と薬薬剤危険度分類（虎ノ門分類）、オーストラリア保健省・薬品・医薬品行政局（TGA）の分類基準の 3つ
のリスク分類による評価が併記されている。本書籍は毎年改訂されるため、添付文書の改訂が反映される。ま
た、臨床家が妊婦に薬物療法を行う際の薬剤選択において、リスクカテゴリーを参照できるメリットがある。

3）�『薬物治療コンサルテーション　妊娠と授乳　改訂 3版』，伊藤真也（トロント小児病院／トロント大学），村
島温子（国立成育医療研究センター／妊娠と薬情報センター）編，南山堂，2020 3）

　医師の立場で、総論、妊娠期・授乳期における医薬品情報、症例から学ぶ妊娠・授乳期の薬物治療を著され
ている。例えば、15歳からカルバマゼピンを服用しているてんかん患者が、34歳で妊娠された事例において、
患者に寄り添った服用継続の必要性とリスク等々のコンサルテーション等、具体的に紹介されている。

4）�『妊娠・授乳と薬のガイドブック』愛知県薬剤師会　妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班編，じほう，
2019 4）

　よくある不安や疑問を具体的にQ&A方式で回答している。患者への説明の際、参考となる。
2 ．電子的な情報源～Webサイトから入手～
　成書に比し、最新の情報が常にアップデートされる点が有用である。

1）『電子添文（電子化された添付文書）』�
　2017年の添付文書記載要領見直しに伴い、次に示す新基準に基づいて順次改訂されている（表 2）。5），6）

・�胎盤通過性及び催奇形性のみならず、胎児曝露量、妊娠中の曝露期間、臨床使用経験、代替薬の有無等を考
慮し、必要な事項を記載すること。

・�非臨床試験成績等がない場合であっても、「安全性は確立していない」とは記載せず、薬理作用等から懸念
される影響など、使用者がリスクを判断できる情報を可能な限り記載すること。

・�記載に当たっての考え方は以下の通り（表 2）。ただし、非臨床試験で妊娠、胎児及び出生児への影響が認
められていないものであって、薬理作用からも影響が懸念されないものについては、妊婦に対する注意事項
を記載する必要はない。

表 2　妊婦に対する注意事項の記載について　～添付文書の記載要領　改訂～
投与しないこと 以下のいずれかに該当し、かつ、妊婦の治療上の有益性を考慮しても、投与すべきでないもの。

・ヒトでの影響が認められるもの。
・非臨床試験成績から、ヒトでの影響が懸念されるもの。

投与しないことが望ましい ・�非臨床試験成績から、ヒトでの影響が懸念されており、妊婦の治療上の有益性を考慮する
と、投与が推奨されないもの。

・既承認医薬品において【投与しないことが望ましい】と記載されているもの。

治療上の有益性が危険性を上回ると
判断される場合にのみ投与すること

・�当該医薬品の薬理作用、非臨床試験成績、臨床試験成績等から妊娠、胎児又は出生児への
影響が懸念されるが、【投与しないこと】及び【投与しないことが望ましい】のいずれに
も当てはまらないもの。

・非臨床試験成績等がなく、妊娠、胎児又は出生児への影響が不明であるもの。

2 ）『産婦人科診療ガイドライン—産科編2020（日本産科婦人科学会，日本産婦人科医会）』7）

　本ガイドラインでは、具体的なQA方式で、医薬品の影響が述べられている。たとえば、B．胎児障害・形
態異常に関する相談では、医薬品使用による胎児への影響を尋ねられたら（CQ104- 1 ）、添付文書上禁忌の
医薬品のうちインフォームドコンセントを得たうえで使用される医薬品は（CQ104- 2 ）、添付文書上有益性
投与の医薬品のうち特に注意が必要な医薬品は（CQ104- 4 ）等、回答が解説付きで記載されている。
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3 ）『妊娠・授乳とくすり（RAD－AR　くすりの適正使用協議会）』8）

　妊娠の基本（Chapter� 1 ）、妊娠とくすり（Chapter� 2 ）、授乳とくすり（Chapter� 3 ）に分けて、わかり
やすく解説しており、妊婦に紹介し共有できる。説明の際の話し方等の参考となる。

2 ．＜情報入手＞授乳婦と薬
　授乳婦が薬を服用した場合、ほとんどの薬において母体の血液を介して母乳中に移行する。つまり、妊婦との違い
は、授乳を通じて児に薬剤成分が移行することである。乳汁移行するものを全て授乳中止するのか、一方、母乳栄養
の有用性や授乳婦の授乳を継続したいという意思等、授乳婦の服薬にはこれらを考慮することが必要である。そこで、
母乳へ移行した薬剤がどのように児に影響を与えるのか、医薬品の関連情報をどこから入手するのか、それらを踏ま
えて相談者にどう対応するか等、概説および情報源について解説する。

■薬の授乳婦への影響～参考としたい情報源～
1．成書
　前項で紹介した成書が、同様に参考となる。

1）�『実践　妊娠と薬　第 2版　10,000例の相談事例とその情報』　林昌洋，他編，じほう，2010 1）

2 ）�『今日の治療指針　当年度版（毎年改訂）』，医学書院 2）

本書籍の巻末付録に、「妊婦・授乳婦への薬物療法とリスク分類」の章がある。添付文書、WHO、Hale編
集による授乳と薬物の専門書『Hale's�Medications�&�Mothers'�Milk�（by�Thomas�W�Hale�PhD）』の 3
つの評価が併記されている。本書籍は毎年改訂されるため、添付文書の改訂が反映される。母乳育児を希望す
る親が増えており、これらリスクカテゴリーを参照できる。

3）�『薬物治療コンサルテーション　妊娠と授乳　改訂 3版』，伊藤真也（トロント小児病院／トロント大学），村
島温子（国立成育医療研究センター／妊娠と薬情報センター）編，南山堂，2020 3）

4 ）�『妊娠・授乳と薬のガイドブック』愛知県薬剤師会　妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班編，じほう，
2019 4）

2 ．電子的な情報源～Webサイトから入手～
1 ）�『電子添文（電子化された添付文書）』

　2017年の添付文書記載要領見直しに伴い、次に示す新基準に基づいて順次改訂されている（表 3）。5），6）

・�乳汁移行性のみならず、薬物動態及び薬理作用から推察される哺乳中の児への影響、臨床使用経験等を考慮
し、必要な事項を記載すること。

・�乳汁移行に関するデータがない場合であっても、「安全性は確立していない」とは記載せず、薬理作用等か
ら影響が懸念される旨など、使用者がリスクを判断できる情報を可能な限り記載すること。

・�記載に当たっての考え方は以下の通り（表 3）。ただし、非臨床試験で乳汁移行が認められていないもので
あって、薬理作用から哺乳中の児への影響が懸念されないものについては、授乳婦に対する注意事項は記載
する必要はない。

表 3　授乳婦に対する注意事項の記載について　～添付文書の記載要領　改訂～

授乳を避けさせること 「授乳を避けさせること」と記載する場合は、乳汁中からの消失等に基づき、投与後、授乳を避け
るべき期間を合わせて記載することが望ましい。
・ヒトで哺乳中の児における影響が認められているもの。
・�薬理作用等から小児への影響が懸念され、ヒトでの児の血漿中濃度又は推定曝露量から、ヒトで
哺乳中の児における影響が想定されるもの。

授乳しないことが望ましい ・�非臨床試験又はヒトで乳汁への移行が認められ、かつ薬理作用や曝露量等からヒトで哺乳中の児
における影響が懸念されるもの。

治療上の有益性及び母乳栄養
の有益性を考慮し、授乳の継
続又は中止を検討すること

・�非臨床試験で乳汁への移行が認められるが、薬理作用や曝露量等からはヒトで哺乳中の児におけ
る影響が不明であるもの。

・�非臨床試験等のデータがなく、ヒトで哺乳中の児における影響が不明であるもの。
・�薬理作用又は非臨床試験での乳汁移行性等から、ヒトで哺乳中の児における影響が懸念されるが、
【授乳を避けさせること】及び【授乳しないことが望ましい】のいずれにも当てはまらないもの。
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2 ）『妊娠・授乳と薬　「授乳中の薬（一覧表）」（国立成育医療研究センター）』9）

　本サイトでは、「授乳中に安全に使用できると考えられる薬」、「授乳中の使用には適さないと考えられる薬」
が、最新の情報に基づいて一覧表でまとめられており、患者とも共有できる。

3）『産婦人科診療ガイドライン―産科編2020（日本産科婦人科学会，日本産婦人科医会）』7）

　本ガイドラインでは、具体的なQA方式で、医薬品の影響が述べられている。たとえば、医薬品の授乳中使
用による児への影響について尋ねられたら？（CQ104- 5 ）では、医薬品の有益性・必要性および母乳栄養の
有益性、授乳婦の意向、児の生育も含めた解説がわかりやすく述べられている。

4）『妊娠・授乳とくすり（RAD-AR　くすりの適正使用協議会）』8）

　Chapter� 3 の授乳とくすりで、母乳の重要性、服薬の有益性等についてわかりやすく解説しており、妊婦
にも紹介できる。説明の際の話し方等の参考となる。

3 ．＜相談先＞妊婦・授乳婦と薬
　本人だけでなく児にも関わるとてもデリケートな点から、妊婦・授乳婦がより詳細な相談をされたいと希望される
こともある。その場合は、「お薬相談電話事例集No.138」（本号に掲載）でもご紹介の通り、
・国立成育医療研究センター＞妊娠と薬情報センターでは、Webでの相談申込みを受付けている。10）

・�地域の拠点病院としては、国立成育医療研究センター＞妊娠と薬情報センター＞妊娠と薬外来一覧で紹介さ
れている。広島県では、広島大学病院が相談を受付けている（広島大学病院の妊娠と薬外来ホームページを参
照）11）。

　必要に応じて、これら専門的な機関を紹介されたい。

最後に
　電子添文の記載要領の改訂に伴い、「安全性は確立していない」とは記載せず、使用者がリスクを判断できる情報
を可能な限り記載することとなった。新薬も含め、電子添文が充実してきているので、まずは、最新の電子添文を参
照し、医師とも丁寧なコミュニケーションの下、患者に寄り添った情報提供を心掛けたい。

成書　一覧
1 ）実践　妊娠と薬　第 2版　10,000例の相談事例とその情報，林昌洋，他編，じほう，2010
2 ）今日の治療指針　2022（毎年改訂），医学書院
3）薬物治療コンサルテーション　妊娠と授乳　改訂 3版，伊藤真也，他編，南山堂，2020�
4 ）�妊娠・授乳と薬のガイドブック，愛知県薬剤師会　妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班編，じほう，2019

電子的な情報源　一覧
5 ）� �医療用医薬品の添付文書等の記載要領の見直しについて（第 3回妊産婦に対する保健・医療体制の

在り方に関する検討会　平成31年 4 月17日）
� https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000502229.pdf QRコード①

6 ）�医薬品・医療機器等安全性情報　No.344　医療用医薬品の添付文書記載要領の改定について（厚生
労働省）

� https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/1_14.pdf QRコード②

7 ）産婦人科診療ガイドライン—産科編2020（日本産科婦人科学会，日本産婦人科医会）
� https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_sanka_2020.pdf QRコード③

8 ）妊娠・授乳とくすり（RAD-AR　くすりの適正使用協議会）
� https://www.rad-ar.or.jp/knowledge/post?slug=maternity QRコード④

9 ）妊娠・授乳と薬＞授乳中の薬（一覧表）（国立成育医療研究センター）
� http://www.ncchd.go.jp/kusuri/news_med/druglist.html QRコード⑤

10）妊娠・授乳と薬（国立成育医療研究センター）
� http://www.ncchd.go.jp/kusuri/index.html QRコード⑥

11）広島大学病院の妊娠と薬外来ホームページ
� https://pharmacy.hiroshima-u.ac.jp/works/team/team09.html QRコード⑦

①

③

⑥

②

⑤

④

⑦

96 2022 Vol.47 No.6　広島県薬剤師会誌



ご案内
　薬事情報センターWebサイトでは、最新の医薬情報等の入手のために「お役立ちリンク集」をご用意しておりま
す。今回のような“妊婦・授乳婦と薬の最新知見”の情報入手ツールとしても、是非、お役立て下さい。

〈掲載場所〉：薬事情報センターWebサイト＞お役立ちリンク集　https://hiroyaku.jp/di/links/

〈お役立ちリンク集　サイト一覧〉
★今回使用したサイト

大分類 リンクされている情報
感染症情報 広島県のローカル情報、感染症関連情報、AMR等

★ 医薬品　適正使用情報 医薬品の安全性関連、妊娠・授乳と薬情報

プレアボイド関連サイト 薬局ヒヤリ・ハット事例、医療事故情報事例

★ 医薬品情報　データベース 医療用医薬品／一般用医薬品情報検索、承認情報、新薬情報、保険適応、適応外
保険適用、セルフメディケーション、文献検索（J-STAGE、CiNii）

★ 医薬品関連サイト 厚生労働省、PMDA、製薬協、日薬連、日漢協、PhRMA、ジェネリック製薬協

★ 医療関連サイト 各種疾患病態治療に係る情報、Minds ガイドラインライブラリ

★ もっと知りたいお薬のこと 県民向けにわかりやすい内容で、患者説明時に活用できる
　薬のしおり、セルフメディケーション、健康食品、健康情報、
　海外渡航時の医薬品の携帯持込等、海外渡航時感染症

医療相談・医療機関検索 県民向けに相談先を紹介
　医療安全支援センター、心の電話相談、医療機関検索

中毒情報検索 中毒発生時の一次対応情報（中毒情報センター）、食中毒

アンチ・ドーピング関連 ドーピング禁止薬検索サイト、薬剤師のためのガイドブック
スポーツファーマシスト検索、関係機関
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お薬相談電話　事例集 No.138お薬相談電話　事例集 No.138

薬事情報センター

①

②

③

持病の薬を飲みながら妊娠希望

【参考資料】各サイトはいずれも2022- 9 -27確認
•妊娠と薬情報センター（国立成育医療研究センター内）
http://www.ncchd.go.jp/kusuri/ コード①

•広島大学病院　妊娠と薬外来ホームページ
https://pharmacy.hiroshima-u.ac.jp/works/team/team09.html コード②

•妊娠・授乳とくすり（RAD-AR　一般社団法人 くすりの適正使用協議会）
https://www.rad-ar.or.jp/knowledge/post?slug=maternity コード③

Ｑ．統合失調症を患っていて服薬中だが、年齢もあり、主人と話し合って、妊娠を希望している。主治医には、妊
娠はおすすめしないと言われた。薬の影響について知りたい。薬は、アキネトン、サイレース、メイラックス、
リスパダール。（40代女性） 

A．現在のご病気の治療に必要な薬なので、薬一つ一つのリスクの検討より、今後治療と妊娠をどのようにしていく
かについて相談されるのが良いと思います。『妊娠と薬情報センター』サイトを参考にしていただき、拠点病院
の中から行きやすいところを選んで相談の手続きをされてみてはいかがでしょうか。

【解説】
　2005年に国立成育医療研究センター内に
設置された『妊娠と薬情報センター』では、
持病で薬を飲んでいるが妊娠しても赤ちゃ
んに影響はないか、妊娠していることを知
らずにお薬を飲んでしまったが大丈夫か
など、妊娠中や妊娠希望の方の薬物治療の
相談に対応しています。（図 1）
　全国47都道府県の拠点病院に「妊娠と薬
外来」を設置し、Web問診システムから
の申込みで、各地域の相談外来にて相談で
きるようになっています。
　広島県では、広島大学病院が拠点病院と
なっています。 コード②

　また、くすりの適正使用協議会（RAD-
AR）サイト内、「くすり知恵袋」の中に、
「妊娠・授乳とくすり」 についての記事が
あります。この中の「病気をもっている方
の妊娠とくすり」 の項では、“病気とくす
り” の例として、糖尿病、てんかん、うつ
病について具体的に紹介されています。
その他の項も参考になりますので、ご一読
ください。（図 2） コード③

図 1 　妊娠と薬情報センター（国立成育医療研究センター内）
　　　トップページ コード①

図 2 　妊娠・授乳とくすり
　　　（くすりの適正使用協議会（RAD-AR）サイト内） コード③
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40

広島国際大学薬学部　医療薬学研究センター
横田　沙和、覚前　美希、三宅　勝志
（公社）広島県薬剤師会　薬事情報センター

永野　利香、水島　美代子
東京大学大学院薬学系研究科（育薬学講座）

佐藤　宏樹、澤田　康文

■処方内容は　
50歳代　男性
病院・診療科：総合内科
既病歴（糖尿病）、現病歴（糖尿病）

　＜変更前＞　
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
１ ）グリメピリド錠　 １ mg 2 錠 １ 日 2 回 朝夕食後 28日分

2）メトホルミン塩酸塩錠　250mg 6 錠 １ 日 2 回 朝夕食後 28日分

3）メチコバール錠　500µg 3 錠 １ 日 3 回 毎食後 28日分

4）モンテルカスト錠　１0mg １ 錠 １ 日 １ 回 寝る前 28日分

5）トリルシティ® 皮下注　0.75mg アテオス 4 筒 １週間に １回投与
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　＜変更後＞
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
１ ）グリメピリド錠　 １ mg 2 錠 １ 日 2 回 朝夕食後 28日分

2）メトホルミン塩酸塩錠　250mg 6 錠 １ 日 2 回 朝夕食後 28日分

3）メチコバール錠　500µg 3 錠 １ 日 3 回 毎食後 28日分

4）トリルシティ® 皮下注　0.75mg アテオス 4筒 １週間に １回投与
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■何が起こったか？
•咳症状のない患者にモンテルカスト錠が投与されていたため、医師に処方削除を依頼した。

■どのような経緯で起こったか？
•�5 種類の薬剤が定期処方されている患者に対し、咳症状について確認したところ、ここ 2ヶ月、咳症状はなく、モ
ンテルカスト錠は 2週間前から服用していないことが発覚した。

■どうなったか？
•�現在、患者は咳症状がなく、モンテルカスト錠を内服していない旨を医師に情報提供し、処方削除となった。

【事例】 

咳症状のない患者にモンテルカスト錠が処方されていた
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■なぜ起こったか？なぜ回避できたか？
•�患者は、咳症状が落ち着いていることを医師に伝えていなかったことが考えられる。
•�医師は、処方箋を発行する際に、患者に咳症状の有無を確認しないまま、前回処方をシステム上でコピーして処方
オーダーを行っていたと推測する。

•�当該薬局薬剤師は、定期的にこの患者に服薬指導を実施しており、糖尿病治療薬の効果・副作用モニタリングをは
じめ、病状の確認を徹底していた。

•�今回の服薬指導において、最近 2週間はモンテルカスト錠を服用していないにも関わらず、咳症状がないことを把
握することができ、処方削除依頼につながった。

■今後二度とおこさないためにどうするか？確認事項は？
•�患者の状態は常に変化するため、症状確認、服薬状況確認、効果、副作用モニタリングを徹底して行い、プレアボ
イド実施やポリファーマシーの解消に努める。

•�薬剤師が聞き取った患者情報は積極的に医師に情報提供することで連携をはかることが重要である。

■特記事項は?
　本事例のように、症状が治まった場合、患者がそれをわざわざ処方医に伝えるとは限らない。また、患者は自身の
症状すべてを処方医に伝えているとは限らない。以下に、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業（公益財団法人　
日本医療機能評価機構）の共有すべき事例において報告された類似事例を示す１）。薬剤師が患者とコミュニケーショ
ンをとる中で副作用の発現の可能性に気づき、処方変更へ至った事例である。薬剤師は日頃から患者の体調変化など
を注意深く聞き取り、医師と連携をはかることが重要である。
【事例の詳細】1）

　患者に、以前からシベノール錠１00mg １ 日 3 錠分 3毎食後が処方されていた。薬剤交付時、患者から、時々ふらふ
らすることがあるが食事を摂ると症状が治まることを聴取した。患者は80歳代で腎機能が低下している可能性がある
ことから、シベノール錠の副作用である低血糖症状の発現を疑った。処方医へ問い合わせを行い、患者の症状と副作
用発現の可能性を伝え減量を提案した結果、シベノール錠１00mg １ 日 2 錠分 2へ減量になった。今後も注意が必要で
あることから、定期的に血液検査を実施することを処方医へ提案した。
【推定される要因】
　患者は、ふらつきの症状は食事をすると改善することから薬剤との関連を疑わず、処方医に伝えていなかった。
【薬局での取り組み】
　患者から、日頃から気になることはないかを積極的に聴取する。

＜参考文献＞
�１ ）�（公財）日本医療機能評価機構ホームページ「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」過去の共有すべき事

例　202１年 No.2
http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/pdf/sharing_case_202１_02.pdf

“ヒヤリ・ハットエビデンス情報”をご提供いただける場合は、
薬事情報センターまでご連絡をお願い致します。

〈連絡先　TEL：082– 567 – 6055　メールアドレス：di@hiroyaku.or.jp〉
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いきいき広場 発⾏・編集 
広 島 県 警 察 本 部
生 活 安 全 総 務 課  高齢者の安全と安心な暮らしを目指して 

第第 1144 号号  

 県内の認知症高齢者が増加傾向にある

中，認知症が原因で⾏⽅不明となるケース

が後を絶ちません。 

 今からの時期，気温が下がり，夜間は肌寒

くなります。 

 ⼤切な家族の命を守るため，⾏⽅不明と

ならないための対策を取りましょう。 

認知症高齢者を⾏⽅不明から守る︕︕ 
気温が下がり，命の危険も 

対策 
予防の  万が一の

ために GPS も効果的 

 

 

 

 
⾏⽅不明にさせない 

 まずは 

■  玄関ドアにセンサーやドアベルを
付け，外出時すぐにわかるようにして
おきましょう。 

■  近所の⽅に協⼒を求めておくこと
も有効です。 

ひとり歩きを目撃した時の連絡を
お願いしておきましょう。 

■  市町等の専門機関に介護支援等の
相談をしましょう。 

■  持ち物や衣服に名前を 
書きましょう。 
  

 GPS は 
人工衛星を利⽤して，位置
を探索できる機能です。 

GPS 機器や GPS 機能のある携
帯電話等を身に付けることで，⾏
⽅不明になった時，居場所を確認
することができます。 

もしもの時に備えて，機器の活⽤

を検討してみてはいかがですか︖ 
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　第93回ひろしま桔梗研修会が、新型コロナウイルスの
流行「第 7波」の中、Zoomウェビナーにてお二人の講
師をお迎えして開催されました。
　初めに、合同会社メディカルアンサーズ　薬剤師の久
保田恵理先生に「高齢者の栄養管理と嚥下に関わる薬に
ついて〜人生100年時代を支えるポイント〜」と題して
講演していただきました。
　平均寿命と健康寿命の差異が男性8.73歳、女性では
12.07歳（令和元年）のデータを最初に提示され、生存
ではなく健康に生活をしたい、してもらいたいと思いま
した。高齢者の10人に 1〜2人が低栄養傾向です。低栄
養からの脱却のために、エネルギー源のたんぱく質を若
年者より多く摂る必要があり、たんぱく質はまとめて摂
るより何回かに分けて均等に摂る方が筋肉合成率は高ま
る、運動後 1時間以内にたんぱく質を摂ると体が筋肉合
成に傾く、アミノ酸の中でロイシンが最もサルコペニア
予防に高い効果を期待できることなどがわかりました。
患者さんから食事は日に 2回、また家でじっとしている
話を耳にします。高齢者の日常習慣のアドバイスに役立
てたいと思います。
　次に、医療法人社団湧泉会　ひまわり歯科　歯科医師
の村田尚道先生に「薬を飲むとき　なぜ困る？〜高齢者
の嚥下と口の話〜」についてお話いただきました。
　口の機能には栄養管理・生命の維持・コミュニケー

ションがあります。食べる／飲み込む機能として“口の
奥”と“のど”の様子を見ると、ヒトの口腔と咽頭の仕
組みは“空気”の通り道と“食べ物”の通り道が交差し
ています。フレイルサイクルとは食事量の低下→慢性的
な低栄養→サルコペニア→身体機能低下→活動量低下→
エネルギー消費量低下→［食事量の低下］と回り、その
中で摂食嚥下障害によりサイクルが悪い方にはやく進み
ます。悪くしないために食べ易く、飲み込み易くするこ
とは大切です。それには飲み込み時は少し下に向いて飲
み込む（安定座位）、ベッド時は枕を頭の下に置く（頸
部前屈位）など食事姿勢に気を付け、高齢者にとって食
べにくい食材は柔らかくまとまりやすくします。「食べ
る」と「薬を飲む」は同じ事として飲み込み易くする工
夫をします。またオーラルフレイルは噛みにくい→柔ら
かい食事を好む→噛む力や機能の低下→［噛みにくい］
のサイクルで口腔機能低下・身体機能低下になりますが、
オーラルフレイルに応じた服薬方法もあります。口腔ケ
ア＋αとしてインフルエンザや肺炎のリスク減少の解説
もありました。お口の健康は大事！！を学びました。
　今回の講演を聴いて、平均寿命と健康寿命の差が縮ま
るように、人生100年を見据えて健康に過ごすため、服
薬サポート、栄養管理、口腔ケアの大切さを伝えていき
たいと思います。

2022年度 第2回（通算93回）ひろしま桔梗研修会

神戸薬科大学同窓会 　倉本　珠江
開催日：令和4年9月11日（日）13：00～16：10
場　所：オンライン

第107回薬剤師国家試験問題（令和4年2月19日〜 2月20日実施）

正答は107ページ
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　　　　 （通算9４回）

 2022年11月23日 (水・祝) 13時00分～16時10分
　（Ｇ07認定2単位）

場   所  Web配信：Zoomウェビナーシステム

演者： 　　薬局 誠宏堂  小林　宏　先生

参加費   単位必要の場合：1,500円　　　　単位不要の場合：1,000円

事前申し込み制    　　　定員：80名

・開始時間を過ぎての参加，終了時間前の退出では単位交付が認められません。

・ZOOM上では参加申込時のお名前でのご参加ををお願いいたします。

・代金の払い戻しは，いかなる場合も行いませんのでご了承ください。

問合せ 　森川薬局青葉台店　　0829－30－6778

　主　催：　神戸薬科大学生涯研修支援事業　 広島生涯研修企画委員会

日   時

講演

Web視聴
における
諸注意

・単位シール申請には視聴のログ（ログイン・ログアウト時間）、キーワード、200字以上の
レポート提出が必要です。

講演１
便の形状から判断する漢方方剤の適正使用
～大黄剤・人参剤より考える漢方方剤の方向性～

　今回は4年前にご講演いただいた小林宏先生の漢方研修会です。
　ひと口に便秘といってもその原因や治療薬は人それぞれ。このたびは便秘薬の
方剤に多く用いられる生薬の「大黄」と「人参」を軸に、便の形状から考える方剤の
組み立てについてのユニークで実践的な講座となります。小林先生の豊富な知識
とご経験を交えた楽しいお話も聴けて、便に関する日頃の悩みもスッキリ。
　ぜひご参加ください。

申込み

下記のQRコードからからお申し込みください

https://us02web.zoom.us/j/81150073675?pwd=QXdMVDdmb21KOTl0Z3N1OXhRaGZPQT09

申込時に登録されたメールアドレスへ当日視聴URL、参加
費申込方法をご連絡いたします。なお、振込期限を過ぎて
も入金確認ができなかった場合は、自動的キャンセルとさ
せていただきます。　ご了承ください。

(締切： 2022年１１月９日)  

　今回は 4年前にご講演いただいた小林宏先生の漢方研修会です。
　ひと口に便秘といってもその原因や治療薬は人それぞれ。このたびは便秘薬の方剤に
多く用いられる生薬の「大黄」と「人参」を軸に、便の形状から考える方剤の組み立て
についてのユニークで実践的な講座となります。小林先生の豊富な知識とご経験を交え
た楽しいお話も聴けて、便に関する日頃の悩みもスッキリ。
　ぜひご参加ください。

（通算94回）
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

天童温泉天童温泉
湯布院賑（ゆふいんにぎやか）

将棋の「駒」で有名な山形県天童。温泉地としての歴史は、明治末期に遡る。
灌漑用水用の井戸を掘削中に高温の温泉が湧き出し、ほどなく10軒を超える浴場や宿屋が建ち並んだという。当初は
鎌田温泉と呼ばれていた。
源泉は70℃近く、かなりの高温である。無色透明アルカリ性の硫酸塩泉で温泉街には足湯や手湯もあり、日帰り入浴
の立ち寄り湯も多く気軽に利用できる。

天童温泉／山形県天童市
アクセス　■鉄道：JR天童駅から徒歩15分。
　　　　　■自動車：東北中央自動車道天童インターチェンジより車で約10分。

大山名人による「王将」

将棋ざるそば

貸切湯もピカピカ！

日帰り入浴施設も充実

モンテディオ 2枚で王手？？

天童駅に向かって温泉旅館が建ち並ぶ
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せと薬局
福山市瀬戸町山北444-2

①今までに苦労したこと
　「自分で開局したい」そう決心はあったものの、
まず、開局するまでがすごく大変でした。やはり
信用のないサラリーマン薬剤師が薬局を開局する
までにはハードルが高いと感じました。情報収集、
譲渡薬局の模索、資金調達、院内処方クリニック
訪問等、思いつく事全てを模索しました.

　また会社経営の知識がない中で法人を設立し社
員を雇用し、実際に薬局を運営していく事は本当
にわからない事だらけでしんどさを感じていまし
た。（経常利益？減価償却？損益計算書？賃借対
照表？キャッシュフロー計算書？棚卸時の注意
点？等々知らない用語や仕組みがたくさんある中
で税理士さんや教われる方にとにかく教えて貰っ
たりしながら勉強していきました。不思議と今で
は趣味の様になってます（笑））。

②今まで喜ばれた事
　患者様から何気なく薬の質問や、当局以外での
ことなどの相談にのらせて頂いた時や介護施設ス
タッフ様、医療機関スタッフ様とご利用者様の
ケースの対応についての相談やご要望に対して
しっかり連携でき感謝やお喜びのお声を頂けた時
が何より嬉しいです。
　最近では、情勢の流れからクレジットカードや
QR決済の対応可能な点についてもご好評を頂け
ています。

③薬局の理念
　地域に根差した薬局が目標

　具体的には門前クリニックの薬を出すだけでな
く地域の患者様、介護施設様・医療機関様の状況
に応じて必要なお役に立てる薬局を目指したいと
考えております。

④これからの夢
⑴�薬局と親和性のある地域貢献できるような事業

をもう一つ立ち上げたい
⑵�もう 1店舗位薬局を立ち上げたい
⑶�薬局を開局希望の後輩薬剤師をサポートしてあ

げたい
⑷�地域包括支援センターや介護事業所ともっと連

携を取り地域貢献していきたい

⑤個人的な趣味
　筋トレ、YouTube、会社経営や経済の勉強

⑥薬局のセールスポイント
　LINEによる処方箋受付・お薬相談ができる
　�夜間や休日でも時間外処方箋ポストを設置し対応
している

　ラゲブリオ　パキロビット　抗原検査等、積極
的に現在の情勢に少しでも添える様に対応を心掛
けております。
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「腎機能別薬剤投与量 POCKETBOOK　第 4版」
編　　著：日本腎臓病薬物療法学会　腎機能別薬剤投与

方法一覧作成委員会／編
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：B 6 変型判、596頁
価　　格：定　　価　4,180円
　　　　　会員価格　3,740円
送　　料： 1 部　550円

書 籍 等 の 紹 介

※価格はすべて税込みです。

斡旋書籍について「お知らせ・お願い」
　日薬斡旋図書の新刊書籍につきましては、県薬会誌でお知らせしておりますが、日薬雑誌の「日薬刊行物等の
ご案内」ページにつきましても、随時、会員価格にて斡旋しておりますのでご参照ください。
　また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。ご注文の場合は、
書籍名（出版社名）・冊数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。

申込先：広島県薬剤師会事務局　TEL（082）262-8931　FAX（082）567-6066
担当：吉田　E-mail：yoshida@hiroyaku.or.jp

    

告　　　知　　　板

県薬事務局の年末・年始の休業のお知らせ
12月28日（水） ………………………………………… 仕事納め
12月29日（木）〜１月３日（火） …………………… 休　　業
１月4日（水） ………………………………………… 仕事始め
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薬剤師国家試験 正答・解説

107回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用

18頁　問15 解　説

23頁　問29 解　説

102頁　問35 解　説
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（（公公益益社社団団法法人人））広広島島県県薬薬剤剤師師会会会会員員のの皆皆様様へへ

続続

中中途途加加入入用用

保険期間：2022年8月1日午後4時から2023年8月1日午後4時まで

中途加入の場合：申込手続きの日の翌月１日より補償開始

※5口までご加入いただけます。

手手続続ききカカンンタタンン。。
ああななたたのの暮暮ららししをを補補償償ししまますす。。

※この保険は病気やケガで働けなくなった場合に給与の一部を補償する保険です。
生活費の実費を補償するものではありません。

１１口口当当りりのの月月払払保保険険料料１１口口当当りりのの月月払払保保険険料料

Ａタイプ
免責期間４日

入院のみ免責0日特約

Ｂタイプ
免責期間4日タイプ

補償月額 １０万円

１１口口当当りりのの月月払払保保険険料料１１口口当当りりのの月月払払保保険険料料

■基本級別１級
（型：本人型．保険期間１年．てん補期間1年）

入院のみ免責0日特約

15歳～19歳 790円 630円

20歳～24歳 1,160円 920円

25歳～29歳 1,280円 1,030円

30歳～34歳 1,480円 1,270円

35歳～39歳 1,790円 1,570円

月
払
保

40歳～44歳 2,160円 1,940円

45歳～49歳 2,560円 2,290円

50歳～54歳 2,990円 2,640円

55歳～59歳 3,210円 2,820円

60歳～64歳 3,380円 2,940円

保
険
料

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています。
※年齢は被保険者（保険の対象となる方）の保険期間開始時（令和元年8月1日）の満年齢をいいます。

免免責責期期間間（（保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい期期間間））をを定定めめたたタタイイププにに加加ええてて、、入入院院にによよるる就就業業不不能能ととななっったた場場合合にに11日日目目
かからら保保険険金金ををおお支支払払いいすするる「「入入院院にによよるる就就業業不不能能時時追追加加補補償償特特約約」」（（特特約約免免責責期期間間00日日））ををセセッットトししたたタタイイププももおお
選選びびいいたただだけけまますす。。

入入院院にによよるる就就業業不不能能ににはは１１日日目目かからら保保険険金金ををおお支支払払いい（（Aタタイイププののみみ））

おおすすすすめめ！！おおすすすすめめ！！

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています

選選 すす

保保険険期期間間開開始始前前にに既既ににかかかかっってていいるる病病気気・・ケケガガにによよりり就就業業不不能能ににななっったた場場合合ににはは、、本本契契約約のの支支払払いい対対象象ととはは
ななりりまませせんん。。（（たただだしし、、新新規規ごご加加入入時時のの保保険険期期間間（（保保険険ののごご契契約約期期間間））開開始始後後１１年年をを経経過過ししたた後後にに開開始始ししたた就就業業
不不能能ににつついいててはは、、保保険険金金おお支支払払いいのの対対象象ととななりりまますす。。））

入入院院ととはは、、医医師師にによよるる治治療療がが必必要要でであありり、、かかつつ自自宅宅等等ででのの治治療療がが困困難難ななたためめ、、病病院院ままたたはは診診療療所所にに入入りり、、常常にに
医医師師のの管管理理下下ににおおいいてて治治療療にに専専念念すするるここととををいいいいまますす。。

（公益社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意（公益社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意。
会員やご家族のみなさまの福利厚生に、ご加入をご検討ください。

引引受受保保険険会会社社：：東東京京海海上上日日動動火火災災保保険険株株式式会会社社

このチラシは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。
ご不明な点がある場合には、パンフレット記載のお問合せ先までお問合せ下さい。
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制制度度のの特特徴徴制制度度のの特特徴徴

２２４４時時間間ガガーードド！！
業務中はもちろん業務外、国内および海外で、病気やケガにより就業不能
となった場合で その期間が免責期間＊1を超えた場合に補償します ＊2となった場合で、その期間が免責期間＊1を超えた場合に補償します。 ＊2

天天災災危危険険補補償償特特約約セセッットト！！

地震・噴火またはこれらによる津波によって被ったケガによる
就業不能も補償します

＊1  保険金をお支払いしない期間をいいます。
＊2  骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなくなった場合に

ついても、保険金をお支払いします。

ごご加加入入のの際際、、医医師師のの診診査査はは不不要要でですす！！

加入依頼書等にあなたの健康状態を正しくご記入いただければＯＫです。

※ご記入いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、弊社の提示するお
引受け条件によってご加入いただくことがあります。

就業不能も補償します。

ササ ビビ ごご案案内内

充充実実ししたたササーービビススにによよりり安安心心ををおお届届けけししまますす！！ （（自自動動セセッットト））

「メディカルアシスト」「デイリーサポート」
サービスの詳細はパンフレットに記載の「サービスのご案内」をご参照ください。

ササーービビススののごご案案内内

「「日日頃頃のの様様々々なな悩悩みみ」」から「「ももししもも」」ののととききまでババッッククアアッッププ！！
東京海上日動のサービス体制なら安心です。

・・メメデディィカカルルアアシシスストト
お電話にて各種医療に関する相談に応じます。
また 夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関

・・デデイイリリーーササポポーートト
介護・法律・税務に関するお電話でのご
相談や暮らしのインフォメーション等、役

ごご加加入入手手続続ききににつついいてて

代代理理店店 広広医医㈱㈱ままででごご連連絡絡くくだだささいい。。追追っってて加加入入依依頼頼書書ををおお送送りりししまますす。。
（（ＴＴＥＥＬＬ：：００８８２２－－５５６６８８－－６６３３３３００ ＦＦＡＡＸＸ：：００８８２２－－２２６６２２－－１１６６８８８８））

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は不要）

また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関
をご案内します。

相談や暮らしのインフォメ ション等、役
立つ情報をご提供します。

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は不要）

●１か月の補償額とタイプ（※1）をお決めください。

（原則50万円（5口）補償まで。「入院のみ免責0日タイプ」（Aタイプ）もお選びいただけます。）

※１ 所得補償保険金額が事故直前12か月間の平均月間所得額よりも高いときは平均月間所得額を限度に保険金をお支

払いいたしますのでご注意ください。（他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保
険金が差し引かれることがあります。）

●薬剤師会会員ご本人様のほか、会員のご家族（※２）も加入することができます。ただし、年齢（保険期間開始
時の満年齢）が満15歳以上の方に限ります。時 満年齢） 満 歳以 方 限り す。

（個別に加入依頼書をご記入願います）

※2 ご家族とは、会員の方の配偶者、子供、両親、兄弟および会員の方と同居している親族をいいます。

●保険料の払い込みは加入翌月より毎月27日にご指定口座からの自動引き落としで便利です。

●残高不足等により２ヶ月続けて口座振替不能が発生した場合等には、そのご加入者の残りの保険料を一括し
て払込み頂くことがありますので、あらかじめご了承下さい。
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6

今年の夏は、トマト・胡瓜・茄子・ゴー
ヤを少し栽培し楽しみました。
秋から冬にかけて、栗・柿・キウイ・
檸檬・柚子など実ってくれると楽しい
です。
コアラ農園も、少しずつ変わってきて
います。

＜ちゅういかんき＞

『金木犀』
とっても好きな香りで
すが、少しセンチメンタ
ルな気持ちになります。
自分だけでしょうか。

＜ニソトミカ＞

朝と晩の気温差が大き
くなり、秋が少しずつ深
まる季節　
体調管理に気をつけな
がら、海に入るこの頃
です。

＜WAKE　M＞

もういい加減衣替えしなくてはと思いながら、
今日も衣装ケースから引っ張り出しているものぐさな私。
「明日から本気だす」の明日が見えてこない。

＜ハル＞

新型コロナウイルス感染症の第 7波も収束傾向。日薬学術
大会現地参加のため、11年ぶりに宮城県を訪れた。仙台市
内は地下鉄の新路線も開通し、確実に復興している様子。

＜Ｋ―Ｚ＞

いろんなことが動き始めてい
る今秋！久しぶりにリアルで
学術大会に参加したり、健康
イベントを開催したり！『以
前と同じ』とはいかないです
が、新しい型を模索しながら
楽しみたいと思います。

＜AKN56＞

心地よい季節になりましたの
で、つい先日も 1泊 2日でキャ
ンプに行ってきました。秋～
冬のキャンプは虫がいなくて、
ストーブの匂いに包まれた空
間は最高です！この冬もたく
さんキャンプするぞ！

＜Rabbit circle＞

先日、参議院議員会館に初めて訪問し、
神谷まさゆき参議院議員に案内してい
ただきました。
神谷先生とは藤井選挙、本田選挙で同
じ委員会で仕事をしてきました。
その仲間を薬剤師の代表として国会議
員に出来たことを実感致しました。
今後は彼に何をさせるのか、現場の声
をしっかり訴えていきたいと思います。

＜リオン＞

表紙写真 カギカズラ〈釣藤鈎〉の花（アカネ科）

　関東以西に自生するつる性の樹木で他の木にまとわりついて生育します。
　カギの部分を薬用とし降圧作用や末梢血管拡張の作用が認められ高血圧症や不
眠、心氣亢進症などに用います。
　漢方薬では抑肝散や七物降下湯、釣藤散に配剤されます。

写真解説：吉本　悟先生（安芸薬剤師会）　撮影場所：広島大学薬学部・薬用植物園

2022年 9月 1日発行のNo.301において誤植がございました。
深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させて
いただきます。
P.19「令和 4年度 第 1回 薬剤師認知症対応力向上研修」
報告Ⅰ　著者名： 【誤】川重　有緒

【正】川重　有緒維

青野　拓郎　　吉田亜賀子　　秋本　　伸　　井上　　真
笠原　庸子　　竹本　貴明　　柚木　りさ　　中野　真豪
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保険薬局ニュース
令和 4 年  1 1  月  1  日

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.30　No. 6 （No.168）

オンライン資格確認導入に関する
リーフレットの送付について

　今般、社会保険診療報酬支払基金は、令和 ４ 年 ９ 月 ４ 日時点で「顔認証付
きカードリーダーをお申込みいただいたものの、まだシステム導入の準備が
完了していない保険医療機関及び保険薬局」と、「顔認証付きカードリーダー
を申し込まれていない保険医療機関及び保険薬局」を対象に、早期導入・運
用を開始していただくためのリーフレットを令和 ４ 年10 月中旬に郵送すると
のことです。
　薬局へのオンライン資格確認等システムの早期導入に向けご高配賜ります
ようお願い申し上げます。
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令
和

年
月


令
和

年
月
か
ら
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
原
則
義
務
化
に
間
に

合
う
よ
う
に
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。


オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
導
入
期
限
は
「
令
和

年
月

日
」
、
補
助
金
申
請
期
限
は

「
令
和

年
月

日
」
ま
で
と
な
り
ま
す
。

計
画
的
な
導
入
の
た
め
是
非
早
期
の
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
お
申
し
込
み
を

お
願
い
し
ま
す
。

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

未
申
し
込
み
の
医
療
機
関
・
薬
局
の
皆
様
へ

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を

お
申
し
込
み
い
た
だ
く
こ
と
な
ど
で
補
助
金
上
限
が
増
額
！

是
非
お
早
め
に
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リー

ダ
ー
の
機
種
・概
要
は
こち
ら
か
ら
ア
ク
セ
ス

▼

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
は
、

種
類
か
ら
お
選
び
い
た
だ
け
ま
す

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
導
入
に
関
す
る

手
続
き
・
各
種
申
請
は
医
療
機
関
等
向
け
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
！

•
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
利
用
申
請

•
補
助
金
申
請

•
『準
備
作
業
の
手
引
き
』等
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

※
対
応
シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
の
一
覧
も
掲
載
して
い
ま
す

チ
ャッ
トボ

ット
「シ
カク

くん
」

チ
ャッ
トボ

ット
の

「シ
カク

」で
す
。

時
間
い
つ
で
も

疑
問
に
答
え
ます

！

（
通
話
無
料
）
月
～
金

：
～

：
（
い
ず
れ
も
祝
日
を
除
く）

土
：

～
：

お
問
合
せ
先
：
オ
ンラ

イン
資
格
確
認
等
コー

ル
セ
ンタ

ー

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
トで

で
き
る
こと

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
は

令
和
５
年
４
月
か
ら

原
則
義
務
化
と
な
り
ま
す

詳
し
く
は
中
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

運
用
開
始
に
向
け
、
早
期
に
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
お
申
し
込
み
を
！

上
限
増
額
中
の
補
助
金
を
お
受
け
取
り
い
た
だ
く
た
め
に
、

是
非
お
早
め
に
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
ポ
ー
タル

検
索


令
和

年
月

日
時
点
で
ア
カ
ウ
ン
ト
未
登
録
の
方
に
は
、
令
和

年
月

日
以
降
、

厚
生
労
働
省
・
支
払
基
金
よ
り
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
ア
カ
ウ
ン
ト
情
報
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。


郵
送
物
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
ま
ず
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
ア
カ
ウ
ン
ト
本
登
録
を
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
既
に
本
登
録
を
お
済
み
の
場
合
は
、
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。


郵
送
物
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
下
記
に
記

載
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
医
療
機
関
向
け
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
再
発
行

申
請
の
お
手
続
き
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
）

医
療
機
関
等
向
け
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
ア
カ
ウ
ン
ト
未
登
録
の
方
は

登
録
を
お
願
い
し
ま
す

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
原
則
義
務
化
に
向
け
た

ラ
イ
ブ
配
信
の
動
画
も
公
開
中
！

※
お
使
い
の
レ
セ
コン
に
対
応
した

機
種
を
ご
選
定
くだ
さ
い

シ
ス
テ
ム
の

改
修

令
和

年
月

日
ま
で

令
和

年
月

日
ま
で

顔
認
証
付
き

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

お
申
し
込
み

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

令
和

年
月

日
か
ら

原
則
義
務
化

顔
認
証
付
き

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

配
送

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
の
導
入
完
了

確
認
の
導
入
完
了

運
用
開
始

補
助
金
申
請

改
修
期
間
は
医
療
機
関
等
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

導
入
に
必
要
な
期
間
は
シ
ス
テ
ム

事
業
者
と
ご
相
談
く
だ
さ
い
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令
和

年
月
よ
り
原
則
義
務
化
と
な
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
向
け
て

是
非
お
早
め
に
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
お
申
し
込
み
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
は
、
安
心
・
安
全
で
質
の
高
い
医
療
を
提
供
し
て
い
く

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

医
療

の
基
盤
と
な
る
仕
組
み
で
す

・
電
子
処
方
箋
の
導
入
で

薬
剤
情
報
共
有
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
化
（
重
複
投
薬
の
回
避
）
が
可
能
に
！

・
「
全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
（
※
）
を
創
設
予
定

※
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
充
し
予
防
接
種
、
電
子
カ
ル
テ
等
の
医
療
（
介
護
を
含
む
）
全
般
に
わ
た
る
情
報
に
つ
い
て
共
有
・
交
換
で
き
る
全
国
的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

さ
ら
に
今
後
、
用
途
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す

・
受
付
に
お
け
る
患
者
の
資
格
情
報
の
有
効
性
が
そ
の
場
で
確
認
で
き
、
資
格
過
誤
請
求
や
手
入
力
に
よ
る
手
間
等
の
事
務
コ
ス
ト
が
削
減

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
た
本
人
確
認
、
患
者
か
ら
の
同
意
を
得
る
こ
と
で
、
過
去
の
薬
剤
情
報

特
定
健
診
情
報

診
療
情
報
（
処
置
の

う
ち
人
工
腎
臓
・
持
続
緩
徐
式
血
液
濾
過
・
腹
膜
灌
流

等
）
の
確
認
が
可
能
に
！

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
で

※
現
在
、
紙
レ
セ
プ
ト
で
の
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
医
療
機
関
・
薬
局
に
つ
い

て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
導
入
の
義
務
化
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
原
則
義
務
化
に
つ
い
て

必
ず
、
年
度
内
に
ご
対
応
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す

原
則
義
務
化
に
向
け
、
年
度
末
に
か
け
て
導
入
加
速
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

是
非
お
早
め
に
シ
ス
テ
ム
事
業
者
に
ご
相
談
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
お
申
し
込
み
い
た
だ
き
、
導
入
予
定
、

運
用
開
始
日
の
調
整
を
お
願
い
し
ま
す
。
（
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
裏
面
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の

お
申
し
込
み
に
よ
り
補
助
金
の
上
限
額
が
増
額
と
な
り
ま
す

補
助
上
限
額
の
区
分

病
院

診
療
所

薬
局

（
大
型
チ
ェ
ー
ン

薬
局
以
外
）

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

提
供
台
数

台
ま
で
無
償
提
供

台
無
償
提
供

台
無
償
提
供

シ
ス
テ
ム

改
修
費
用

等
の
補
助

対
象
(※

）
事
業
額
の

万
円

を
上
限
に

実
費
補
助

同
上

台
導
入
の
場
合

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

大
型
チ
ェ
ー
ン

薬
局

台
導
入
の
場
合

台
導
入
の
場
合

【
】

増
額
後
の
補
助

上
限
額

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に

そ
の

を
補
助

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

【
】

増
額
前
の
補
助

上
限
額

※
シ
ス
テ
ム
改
修
費
用
等
の
補
助
対
象
：

マ
イナ

ンバ
ー
カー

ドの
読
取
・資

格
確
認
等
の
ソ
フト

ウェ
ア
・機

器
の
導
入
、

ネ
ット
ワ
ー
ク環

境
の
整
備
、

レ
セ
プ
トコ

ンピ
ュー

タ、
電
子
カル

テ
シ
ス
テ
ム
等
の
既
存
シ
ス
テ
ム
の
改
修
等
（
消
費
税
分
（

％
）
も
補
助
対
象
で
あ
り、
上
記
の
上
限
額
は
、消

費
税
分
を
含
む
費
用
額
）

令
和

年
月

日
以
降
か
ら顔

認
証
付
き
カー

ドリ
ー
ダー

を
お
申
し込

み
い
た
だ

い
た
方
が
対
象
で
す
（
下
表
【
】）

。令
和

年
月
末
ま
で
に
、オ

ンラ
イン

資
格

確
認
シ
ス
テ
ム
が
導
入
完
了
とな

る
必
要
が
あ
りま

す
。

令
和

年
月
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
関
す
る
診
療
報
酬
が
見
直
し
さ
れ
ま
す

新
た
な
加
算
で
は
、
診
療
情
報
を
活
用
し
た
質
の
高
い
診
療
の
実
施
体
制
を
評
価
し
、

ま
た
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
情
報
取
得
し
た
場
合
に
は
、
取
得
が

効
率
化
さ
れ
る
点
を
考
慮
し
て
患
者
負
担
が
小
さ
く
な
る
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

療
養
担
当
規
則
等
が
改
正
さ
れ
、
保
険
医
療
機
関
・
薬
局
に
、
令
和

年
月
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
導
入
す
る
こ
と
が
原
則
と
し
て

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

※
新
た
な
加
算
の
算
定
に
お
い
て
も
、オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
行
って
い
る
こと
が
算
定
の
要
件
とな

りま
す
。
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シ
ス
テ
ム
の

改
修

令
和

年
月

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
導
入
に
関
す
る

手
続
き
・
各
種
申
請
は
医
療
機
関
等
向
け
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
！

•
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
利
用
申
請

•
補
助
金
申
請

•
『準
備
作
業
の
手
引
き
』等
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

※
対
応
シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
の
一
覧
も
掲
載
して
い
ま
す

チ
ャッ
トボ

ット
「シ
カク

くん
」

チ
ャッ
トボ

ット
の

「シ
カク

」で
す
。

時
間
い
つ
で
も

疑
問
に
答
え
ます

！

医
療
機
関
ポ
ー
タル

検
索

（
通
話
無
料
）
月
～
金

：
～

：
（
い
ず
れ
も
祝
日
を
除
く）

土
：

～
：

お
問
合
せ
先
：
オ
ンラ

イン
資
格
確
認
等
コー

ル
セ
ンタ

ー

要
件
を
満
た
す
医
療
機
関
・
薬
局
の
補
助
金
上
限
が
増
額
！

是
非
お
早
め
に
シ
ス
テ
ム
事
業
者
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
トで

で
き
る
こと

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を

お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
医
療
機
関
・
薬
局
の
皆
様
へ

令
和

年
月

日
ま
で

令
和

年
月

日
ま
で

顔
認
証
付
き

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

お
申
し
込
み

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

お
申
し
込
み


オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
導
入
期
限
は
「
令
和

年
月

日
」
、
補
助
金
申
請
期
限
は
「
令
和

年
月

日
」
ま
で
と
な
り
ま
す
。

原
則
義
務
化
ま
で
残
り
半
年
を
き
り
ま
し
た
。
是
非
早
期
に
シ
ス
テ
ム
事
業
者
へ
の
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
も

ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
！

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

導
入
事
例

検
索


オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
導
入
後
の
イ
メ
ー
ジ


業
務
の
内
容
や
流
れ
の
変
化


導
入
し
て
感
じ
た
メ
リ
ッ
ト

…
等
、
実
際
に
運
用
し
て
み
た
ト
ピ
ッ
ク
が
盛
り
だ
く
さ
ん
！

「
導
入
事
例
紹
介
特
設
サ
イ
ト
」
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
に
係
る

各
医
療
機
関
・
薬
局
の
実
際
の
声
を
紹
介
中
！

詳
細
は
「
導
入
事
例
紹
介
特
設
サ
イ
ト
」
へ
！

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
は

令
和
５
年
４
月
か
ら

原
則
義
務
化
と
な
り
ま
す

詳
し
く
は
中
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

要
件
を
満
た
す
医
療
機
関
・
薬
局
の
補
助
金
上
限
額
増
額
中
！

運
用
開
始
に
向
け
、
是
非
お
早
め
に
シ
ス
テ
ム
事
業
者
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
原
則
義
務
化
に
向
け
た

ラ
イ
ブ
配
信
の
動
画
も
公
開
中
！

令
和

年
月

日
か
ら

原
則
義
務
化

顔
認
証
付
き

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

配
送

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
の
導
入
完
了

確
認
の
導
入
完
了

運
用
開
始

補
助
金
申
請

改
修
期
間
は
医
療
機
関
等
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

導
入
に
必
要
な
期
間
は
シ
ス
テ
ム

事
業
者
と
ご
相
談
く
だ
さ
い
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令
和

年
月
よ
り
原
則
義
務
化
と
な
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
向
け
て

シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
へ
お
早
め
に
相
談
し
、
是
非
早
期
運
用
開
始
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
は
、
安
心
・
安
全
で
質
の
高
い
医
療
を
提
供
し
て
い
く

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

医
療

の
基
盤
と
な
る
仕
組
み
で
す

さ
ら
に
今
後
、
用
途
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す

・
受
付
に
お
け
る
患
者
の
資
格
情
報
の
有
効
性
が
そ
の
場
で
確
認
で
き
、
資
格
過
誤
請
求
や
手
入
力
に
よ
る
手
間
等
の
事
務
コ
ス
ト
が
削
減

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
た
本
人
確
認
、
患
者
か
ら
の
同
意
を
得
る
こ
と
で
、
過
去
の
薬
剤
情
報

特
定
健
診
情
報

診
療
情
報
（
処
置
の

う
ち
人
工
腎
臓
・
持
続
緩
徐
式
血
液
濾
過
・
腹
膜
灌
流

等
）
の
閲
覧
が
可
能
に
！

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
で

※
現
在
、
紙
レ
セ
プ
ト
で
の
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
医
療
機
関
・
薬
局
に
つ
い
て
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
導
入
の
義
務
化
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

療
養
担
当
規
則
等
が
改
正
さ
れ
、
保
険
医
療
機
関
・
薬
局
に
、
令
和

年
月
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
導
入
す
る
こ
と
が
原
則
と
し
て

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
原
則
義
務
化
に
つ
い
て

必
ず
、
年
度
内
に
ご
対
応
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す

原
則
義
務
化
に
向
け
、
年
度
末
に
か
け
て
導
入
加
速
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

ま
ず
は
、
シ
ス
テ
ム
事
業
者
へ
ご
相
談
い
た
だ
き
、
導
入
予
定
、
運
用

開
始
日
の
調
整
を
お
願
い
し
ま
す
。

令
和

年
月
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
関
す
る
診
療
報
酬
が
見
直
し
さ
れ
ま
す

令
和

年
月

日
以
前
の
お
申
し
込
み
の
方
も

令
和

年
月
末
ま
で
に
運
用
開
始
い
た
だ
く
と

補
助
金
の
上
限
額
が
増
額
と
な
り
ま
す

顔
認
証
付
き

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

の
申
込
時
期

病
院

診
療
所

薬
局

（
大
型
チ
ェ
ー
ン

薬
局
以
外
）

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

提
供
台
数

台
ま
で
無
償
提
供

台
無
償
提
供

台
無
償
提
供

シ
ス
テ
ム

改
修
費
用

等
の
補
助

対
象

（
※
1）

事
業
額
の

万
円
(※

2）
を
上
限
に

実
費
補
助

同
上

台
導
入
の
場
合

万
円
(※

2）
事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

万
円
(※

2)
事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

万
円
(※

2）
事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

大
型
チ
ェ
ー
ン

薬
局

台
導
入
の
場
合

台
導
入
の
場
合

【
】

令
和

年
月

日
～

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に

そ
の

を
補
助

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

万
円

事
業
額
の

万
円

を
上
限
に
、

そ
の

を
補
助

【
】

令
和

年
月
～

令
和

年
月

日


令
和

年
月

日
～
令
和

年
月

日
の
間
に
顔
認
証
付
き
カー

ドリ
ー
ダー

を
お
申
し込

み
い
た
だ
い
た

方
は
、補

助
内
容
が
【
】と
な
りま

す
が
、令

和
年

月
日
か
ら令

和
年

月
末
ま
で
に
運
用
開
始
し

た
方
は
、【

】の
従
来
の
補
助
額
上
限
に
加
え
、【

】の
補
助
額
上
限
引
き
上
げ
後
の
補
助
額
との

差
額
を

補
助
しま

す
。（

補
助
金
交
付
済
の
施
設
を
除
く）


令
和

年
月

日
以
降
か
ら顔

認
証
付
き
カー

ドリ
ー
ダー

を
お
申
し込

み
い
た
だ
き
、シ

ス
テ
ム
事
業
者
と

契
約
を
結
ん
だ
方
は
、補

助
内
容
が
【
】と
な
り、
従
来
よ
り補

助
金
上
限
額
が
増
額
とな

りま
す
。
令
和

年
月
末
ま
で
に
オ
ンラ

イン
資
格
確
認
の
導
入
完
了
とな

る
必
要
が
あ
りま

す
。

新
た
な
加
算
で
は
、
診
療
情
報
を
活
用
し
た
質
の
高
い
診
療
の
実
施
体
制
を
評
価
し
、

ま
た
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
情
報
取
得
し
た
場
合
に
は
、
取
得
が

効
率
化
さ
れ
る
点
を
考
慮
し
て
患
者
負
担
が
小
さ
く
な
る
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

※
1
シ
ス
テ
ム
改
修
費
用
等
の
補
助
対
象
：

マ
イナ

ンバ
ー
カー

ドの
読
取
・資

格
確
認
等
の
ソ
フト

ウェ
ア
・機

器
の
導
入
、

ネ
ット
ワ
ー
ク環

境
の
整
備
、

レ
セ
プ
トコ

ンピ
ュー

タ、
電
子
カル

テ
シ
ス
テ
ム
等
の
既
存
シ
ス
テ
ム
の
改
修
等
（
消
費
税
分
（

％
）
も
補
助
対
象
で
あ
り、
上
記
の
上
限
額
は
、消

費
税
分
を
含
む
費
用
額
）

※
2
令
和
３
年
３
月
末
ま
で
に
顔
認
証
付
き
カー

ドリ
ー
ダー

を
申
し込

ん
だ
医
療
機
関
・薬

局
に
つ
い
て
は
、【

】の
補
助
金
上
限
額
（
た
だ
し、

大
型
チ
ェー

ン薬
局
の
上
限
額
は

万
円
）
ま
で
実
費
補
助

・
電
子
処
方
箋
の
導
入
で

薬
剤
情
報
共
有
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
化
（
重
複
投
薬
の
回
避
）
が
可
能
に
！

・
「
全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
（
※
）
を
創
設
予
定

※
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
充
し
予
防
接
種
、
電
子
カ
ル
テ
等
の
医
療
（
介
護
を
含
む
）
全
般
に
わ
た
る
情
報
に
つ
い
て
共
有
・
交
換
で
き
る
全
国
的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

※
新
た
な
加
算
の
算
定
に
お
い
て
も
、オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
行
って
い
る
こと
が
算
定
の
要
件
とな

りま
す
。
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薬剤師連盟のページ

直面する重点課題を映し出す予算概算要求

本田あきこ　オレンジ日記

参議院議員・薬剤師
本田　顕子

　 8 月31日、この日は各府省が来年度予算の概算要求書を提出する締め切り日でした。例年、年明けの通常国会で審

議される予算案の基となる資料が各府省から財務省に提出され、今後12月末まで予算編成に向けた折衝が行われます。

　厚生労働省の一般会計予算は対今年度6,3４0億円増の約33.2兆円となり、岸田内閣が目指す「新しい資本主義」を

実現し、その先にある、豊かさを実感できる社会の構築につなげていくために、保健、医療、介護、そして人への投

資に重点を置いた予算となっています。

　今後の感染症危機に備えるための司令塔機能の強化や、保健・医療提供体制を整えるべく感染症法などの改正とも

連動する事項として、国立感染症研究所や保健所・地衛研の体制と機能を強化するほか、新型コロナやインフルエン

ザの治療薬の確保、医療機関への支援などが計上されました。

　医薬分野では、革新的な医薬品等の審査迅速化や薬物乱用防止対策などが増額されているほか、引き続き、薬剤師

の研修、薬剤師が不足している地域への支援、電子版お薬手帳の普及などを確実に実行するための予算が含まれてい

ます。そして、電子処方箋の運用経費や働き方改革の一環で子育て世代の薬剤師の病院復帰のための支援、さらには

新規に、薬局におけるICTの進展への対応や対人業務強化のためのガイドライン作成、処方箋なしで緊急避妊薬を販

売する場合を念頭に置いた調査検討が入りました。

　また、文部科学省関連では、学校の感染症対策支援、大学付属病院の再生、ドーピング防止活動支援などが確認で

きます。

　国民の皆様一人ひとりの豊かさ実現につながるよう努めてまいります。
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学術大会からの「伝える」

本田あきこ　オレンジ日記

参議院議員・薬剤師
本田　顕子

　各地で学術大会が開催される季節になりました。久方ぶりに対面でお会いできる喜びが各地で広がっていることを
感じます。
　九州山口薬学大会にて「ジェンダー平等、共に認めあう社会へ」をテーマに講演のご依頼を受けました。女性活躍
を進めるには、日常の「当たり前」を見直すことが大切であることを伝えさせていただく良い機会となりました。先
進国で最低レベルのジェンダーギャップ指数（＊）をどうすれば 1 に近づけていけるか？固定的性別役割分担意識を
変えていくことやアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）に気づくこと、家庭等での男性の協力が必要であ
ることについて、参加の先生方と思いを共有させていただきました。
　女性活躍には男性の育児、家事への参加がとても大切で、男性の育児や家事の時間が長くなるほど、女性の継続就
業率や第 2 子以降の出生割合が増えるというデータもでています。「産後パパ育休」が10月から始まりました。私は
令和 3 年 ４ 月 8 日の参議院厚生労働委員会で育児・介護休業法改正法案の質疑に立たせていただきました。男女が認
め合いながら活躍できる社会に繋がることを願っております。
　私自身、伝える大切さを感じる毎日です。ご依頼いただければ、今後も対面、Web等工夫しながら「伝える」を
続けてまいります。

令和 4年 9月19日　第81回九州山口薬学大会
女性薬剤師分科会での講演

第204回国会
参議院厚生労働委員会（令和 3年 4月 8日）での質疑

［お問い合わせ先］
〒100-8９62　東京都千代田区永田町 2 - 1 - 1 　参議院議員会館1001号室　参議院議員本田顕子事務所

〈TEL〉03-6550-1001　〈FAX〉03-6551-1001　〈E-mail〉akiko_honda02@sangiin.go.jp

（＊）ジェンダーギャップ指数（Gender Gap Index：GGI）
各国における男女格差を測る指数のことで、世界経済フォーラム（WEF）が「経済」「教育」「健康」「政治」の ４ つ
の分野のデータから作成。 0 が完全不平等、 1 が完全平等を示す。
https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2022/202208/202208_07.html
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豊橋市の初代市長は薬剤師

参議院議員・薬剤師
神谷　政幸

　今月は私の地元豊橋市の紹介をさせていただきます。豊橋市は愛知県の南東部に位置し、東三河地方の中心地とし

ての機能を有しています。江戸時代は城下町であり、また宿場町でもありました。

　名物は、豊橋市のソウルフードともいわれる「にかけうどん」です。温かいうどんに、かまぼこ、揚げ、花かつお、

ゆでた青菜が乗っている簡単なうどんで、普通の醤油をかけ汁とする「赤つゆ」と、白醤油を使う「白つゆ」の 2 種

類があります。また、豊橋のうどん屋はすべて自家製麺だとのことです。

　さて、本題に入ります。明治3９年（1９06年）に初代の豊橋市長になったのが「大口喜六」氏でした。明治2４年（18９1

年）東京薬学校を経て、東京帝国大学薬学科専科を卒業し、その後豊橋町議等を歴任し、初代の豊橋市長となってい

ます。明治４5年（1９12年）に衆議院議員となり昭和17年（1９４2年）の選挙まで連続10回当選しています。大口喜六氏

の名前は薬事日報社発行の「医薬分業の歴史」にたびたび登場しますが、西川隆氏の著書「くすりの社会誌：人物と

時事で読む33話」では、項を立てて、「業権を求めて戦った薬剤師代議士　大口喜六の涙と汗―大正昭和期の難問解

決に心を砕いた稀代の政治家」との題目で彼の戦いの内容が詳しく記載されています。

　最大の戦いは、大正13年（1９2４年）頃から議論された「薬律」を改正し、身分法たる「薬剤師法」と普通薬の混合

販売を認める業務法たる「薬品法」に分離し国会で法制化するというものだったそうです。薬剤師法は成立したが（昭

和18年に再び薬事法に統合され、昭和35年に分離され現在の薬剤師法となる。）薬品法は成立しませんでした。

　このように薬剤師のために戦った政治家が地元にいたことを誇りに思い、同じく政治家となった私も頑張らなくて

はいけないと強く感じているところです。

政
まさ

幸
ゆき

だより
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アルツハイマー病の治療

参議院議員・薬剤師
神谷　政幸

　 ９ 月28日、エーザイ（株）からアルツハイマー病の新たな治療薬の臨床試験結果が発表されました。抗アミロイド

β（Aβ）プロトフィブリル抗体「レカネマブ」というもので、主要評価項目（記憶、見当識、判断力と問題解決、

地域社会の活動、家庭及び趣味、身の回りの世話）並びに全ての重要な副次評価項目においてプラセボと比較して統

計学的に高度に有意な結果が示されたということです。エーザイ（株）は、この試験結果をもとに2022年度中に米国

におけるフル承認申請、日本、欧州における販売承認申請を目指すとしています。このことは、Aβ仮説を証明する

ことにもなり、今後の製薬業界の開発活性化のみならず、早期アルツハイマー病当事者とご家族にとって治療の充実

等新たな展開につながるものと期待しています。

　思い起こせば、薬学部を卒業しエーザイ（株）に入社してMRとして働いていた当時は、アリセプトが開業医にも

浸透していった時期でもあり、地域住民の認知症への不安解消の一助となり、家族の希望に繋がっているという話を

聞いたことがありました。

　患者は医師の前では問題がないようにふるまうことが多く、薬剤師が服薬指導時等で異変に気付き、家族と話し合っ

て発見につながることもあります。私も薬局において、ご家族と話し合い開業医へ紹介し治療開始につながった経験

があります。薬局薬剤師が地域の身近な相談相手として果たしていく役割も大きいと思います。

　新薬の誕生は、その疾患で悩む当事者と家族の希望となり、その医薬品が安心安全に使用されることが一層求めら

れると思います。レカネマブの試験結果を見ながら、私たち薬剤師が受診勧奨も含めた健康サポート面でも職能をよ

り発揮できる環境整備に取り組んでいきたいと、改めて強く思ったところです。

政
まさ

幸
ゆき

だより
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日ごろから対策しておこう！

とめちゃん４コマは終わっても、詐欺対策は終わらない！

とめちゃんの特殊詐欺４コマは今回で１５話目となりましたが、作者が人事異動のため､今回で最終回となりま
した……がしかし!!詐欺対策に終わりはありません！
誰もが被害に遭う可能性があるので､「自分のこと」としてこれからも対策を続けていただけると､とめちゃん
も嬉しく思います！皆さま､これまで応援していただきありがとうございました。

とめちゃん
最終号

■１本目「最新情報を知ろう」
まず一番大切なのは､今どんな手口の特殊詐欺が起きているかを知ることです。
広島県警察安全安心アプリ「オトモポリス」では最新の情報を知ることができますよ！

■２本目「固定電話対策をしよう」
詐欺電話の多くは､自宅の固定電話をねらって非通知番号でかかってきます。
相手に警告する機能など付いた「防犯機能付き電話」は詐欺対策に効果大！

■３本目「ＡＴＭ１日の利用限度額引き下げ」
万が一､犯人にキャッシュカードをだまし取られたり､還付金詐欺の被害に遭ったとしても､

利用限度額を引き下げておけば､被害が大きくなることを防ぎます。



申込・問合せ先

第11回
公益財団法人広島がんセミナー
先端的がん薬物療法研究会
「臓器横断的がんゲノム医療の

現状と今後の展望」
日時：2023年1月8（日）10:00-15:30
場所：グランドプリンスホテル広島 /Web開催（Zoomウェビナー）

【主催】公益財団法人広島がんセミナー
【共催】公益社団法人広島県薬剤師会、
　　　一般社団法人広島県病院薬剤師会、
　　　バイエル薬品株式会社、MSD株式会社、
　　　日本イーライリリー株式会社
【後援】広島県、広島市、一般社団法人広島県医師会、
　　　一般社団法人広島市医師会、公益社団法人広島県看護協会、
　　　広島県訪問看護ステーション協議会、中国新聞社

ハイブリッド方式

【講習会認定単位】（単位申請予定／変更あり）
①日本医師会生涯教育講座認定（3.5単位） 
②日病薬病院薬学認定薬剤師制度V-2［疾病・薬物療法］（3単位）
③日本薬剤師研修センター（3単位）
④日病薬・広島県病院薬剤師会生涯研修認定制度（2.25単位）
⑤日本病院薬剤師会・がん薬物療法認定薬剤師講習会受講証（2.25単位）
⑥日本臨床腫瘍薬学会外来がん治療認定薬剤師認定（2単位）
⑦日本緩和医療薬学会・緩和薬物療法認定薬剤師（2単位）
⑧日本看護協会認定看護師更新時ポイント申請可能

公益財団法人広島がんセミナー
「第11回先端的がん薬物療法研究会」事務局
〒730-0052広島市中区千田町3-8-6
広島市医師会臨床検査センター内
Tel:082-247-1716 Fax:082-247-0864
E-mail:kenkyukai@h-gan.com
http://h-gan.com/wordpress
先端的がん薬物療法研究会 検索

（　　　　　）現地開催および
Web開催の併用

ホームページ登録フォーム
より事前登録
（定員　会場受講100名、Web受講300名）

申 込 方 法

事前登録費（振込）

当日登録費（当日） 

：会場受講5,000円
Web受講3,000円
：会場受講7,000円

※事前登録・振込ともにこの日まで
2022年12月16日（金）締 切 日

参 加 費

先着順

プログラム
10:00-10:05
開会の辞
　　田原榮一（公益財団法人広島がんセミナー理事長）
 
10:05-10:55（共催セミナー：バイエル薬品株式会社） 
1.NTRKを含めた希少がんへの治療展望
座長　杉山一彦（広島大学病院がん化学療法科教授）
演者　武田真幸（奈良県立医科大学がんゲノム・腫瘍内科学講座教授）

10:55-11:45（共催セミナー：MSD株式会社） 
2.免疫チェックポイント阻害剤バイオマーカー
   としてのTMBの意義と臨床応用
座長　市川　度（昭和大学藤が丘病院腫瘍内科・緩和医療科教授）
演者　西原広史（慶應義塾大学医学部腫瘍センター ゲノム医療ユニット教授）

12:10-13:10ランチョンセミナー（共催セミナー：日本イーライリリー株式会社） 
座長　北口聡一（広島市立北部医療センター安佐市民病院腫瘍内科/
　　　　　　  呼吸器内科腫瘍内科主任部長/呼吸器内科部長）
3.1）肺がん薬物療法における増える選択肢　
    　～RET融合遺伝子陽性に対するレットヴィモ～
演者　倉田宝保（関西医科大学呼吸器腫瘍内科学講座主任教授） 
　2）RET遺伝子異常陽性の甲状腺がんに対するSelpercatinib
演者　田原　信（国立がん研究センター東病院頭頸部内科頭頸部内科長）

13:25-14:15 
4.肝がんに対する薬物療法の新展開
   ～臓器横断的ゲノム治療を含めて
座長　茶山一彰（広島大学大学院医系科研究科(医)教授） 
演者　相方　浩（広島大学病院消化器・代謝内科・准教授） 

14:15-15:15
基調講演 
5.臓器横断的な分子標的薬の今後の展望
座長　倉田宝保（関西医科大学呼吸器腫瘍内科学講座主任教授）
演者　山本　昇（国立がん研究センター中央病院副院長・先端医療科長）

����



定価300円
発　行：〒732-0057　広島市東区二葉の里3丁目2番1号
 電話（082）262-8931㈹　FAX（082）567-6066
 ホームページ　https://www.hiroyaku.or.jp
 
印　刷：レタープレス株式会社

●本誌に対するご意見・ご感想はyakujimu@hiroyaku.or.jp宛にお送りください。

広島県薬剤師会誌　№302　2022 Vol.47 No.6（令和４年11月１日発行）

この印刷物は、環境に配慮した
植物油インクを使用しています。E-mail QR

N
o.6

2022 V
ol.47

11
月
号

　№
３
0
2

広

島

県

薬

剤

師

会

誌


	001-025_前半ページ_2211
	027-044_県薬だより_2211
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